
坂
本
新
田
の
成
立
と
構
造

は
じ
め
に

本
稿
の
課
題
は
、
泉
州
泉
郡
坂
本
新
田
を
と
り
ま
く
地
域
社
会
構
造
の
解
明
に

みの"。。近
世
に
お
け
る
新
回
開
発
の
研
究
蓄
積
に
つ
い
て
は
、
枚
挙
の
い
と
ま
が
な
い

が
、
大
き
く
み
て
、
①
開
発
の
政
策
や
主
体
の
あ
り
方
、
②
開
発
と
生
産
力
発
展

と
の
関
係
、
③
新
田
に
お
け
る
地
主
|
小
作
関
係
を
④
新
田
の
内
部
構
造
、
⑤
村

与吉》

落
景
観
が
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
新
田
の
諸

要
素
を
個
々
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
相
互
の
関
連
や
、
村
内
の
社
会

関
係
を
主
軸
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た

中
で
、
朝
尾
直
弘
氏
の
「
畿
内
に
お
け
る
初
期
の
新
回
開
発
町
一
昨
、
今
な
お
光
彩

を
は
な
つ
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
朝
尾
論
文
の
画
期
性
は
次
の
点
に
あ
る
。

第
一
に
、
近
世
封
建
社
会
に
お
い
て
は
石
高
と
米
の
生
産
高
の
差
が
次
第
に
縮

ま
る
、
と
い
う
基
本
的
な
視
角
の
上
に
た
っ
て
、
先
進
地
域
と
さ
れ
る
畿
内
に
お

い
て
も
新
田
開
発
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

町

田

哲

り
、
近
世
中
期
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
町
人
請
負
新
田
」
だ
け
で
な
く
、
初
期
の
小

領
主
を
主
体
と
す
る
新
田
開
発
に
自
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
に
、

新
囲
内
部
に
お
け
る
社
会
関
係
(
主
に
開
発
初
期
)
を
、
地
主
|
小
作
(
下
作
)

関
係
だ
け
で
な
く
、
小
領
主
と
小
農
共
同
体
と
の
関
係
に
お
い
て
把
握
し
た
点
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

nu 
F
n
u
 

一
面
で
、
開
発
主
体
の
性
格
を
単
に
新
田
の
土
地
所
持
者
H

地
主
と
し
て
の
性
格
に
と
ど
め
ず
、
新
田
に
お
け
る
開
発
者
を
中
心
と
す
る
諸
社

会
関
係
を
把
握
す
る
視
角
に
つ
な
が
る
が
、
も
う
一
方
で
、
新
田
に
お
い
て
も
、

小
農
経
営
の
共
同
体
原
理
に
包
摂
さ
れ
る
小
経
営
が
、
前
者
と
の
対
抗
の
中
で
成

立
す
る
の
を
み
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
第
三
に
、
以
上
の
新
田
内
の
社
会

関
係
を
ふ
ま
え
て
、
幕
府
の
政
策
と
開
発
人
と
の
関
連
を
、
と
り
わ
け
畿
内
の
幕

領
代
官
の
動
向
に
注
視
し
な
が
ら
解
明
し
た
点
に
あ
る
。
幕
領
代
官
は
小
領
主
の

力
に
依
存
し
て
開
発
を
展
開
し
、

そ
の
代
償
と
し
て
開
発
者
に
よ
る
所
有
権
、

「
幕
府
が
本
来
否
定
し
よ
う
と
し
た
在
地
小
領
主
の
土
地
に
対
す
る
権
利
」
を
容

認
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
矛
盾
を
苧
む
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
は

小
領
主
と
し
て
の
在
地
性
を
止
揚
す
る
こ
と
(
小
領
主
の
自
己
否
定
)
で
成
立
し

た
幕
藩
領
主
に
と
っ
て
、
基
本
方
針
と
は
な
り
え
ず
、
下
作
百
姓
〔
小
農
民
〕

の



自
立
運
動
に
乗
じ
て
そ
の
否
定
が
行
わ
れ
、
寛
永
七
年
三
六
三

O
)
の
高
西
タ

雲
な
ど
初
期
代
官
の
罷
免
と
し
て
現
れ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
畿
内
に
お
い
て
、
近
世
村
の
成
立
と
と
も
に
生
産
力
増
大
を
可

能
と
さ
せ
る
耕
地
整
備
と
平
行
し
て
、
と
り
わ
け
元
和
|
寛
永
期
に
、
小
領
主

l

小
農
民
的
な
既
成
集
落
内
部
と
そ
の
周
縁
地
域
の
耕
地
化
が
、
景
観
の
変
化
を
伴

い
つ
つ
進
展
す
る
と
い
う
事
実
と
そ
の
歴
史
的
構
造
が
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
新
田
を
と
り
ま
く
要
素
の
関
連
が
有
機
的
に
語
ら
れ
て
い
る
点
に

あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
か
つ
小
領
主

l
小
農
共
同
体
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、

新
田
内
の
様
々
な
社
会
関
係
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
よ
う
と
い
う
視
点
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
本
稿
に
あ
っ
て
も
、
朝
尾
氏
の
研
究
を
、
畿
内
の
新
田
研
究
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
新
田
研
究
の
方
法
と
し
て
重
視
し
た
い
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
次
の

一
つ
は
、
前
述
第
二
の
点
と
関
わ
る
が
、
吉
田
伸
之

点
が
新
た
な
課
題
と
な
る
。

氏
や
拙
稿
の
指
胎
ピ
あ
る
よ
う
に
、
近
世
中
期
以
降
小
農
共
同
体
に
包
摂
さ
れ
き
っ

た
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
ず
、
近
世
中
期
以
降
の
新
田
に
お
い
て

も
、
開
発
者
と
の
関
係
で
新
田
の
社
会
構
造
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
こ

の
解
明
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
開
発
者
に
認
め
ら
れ
た
土
地
所

有
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
、
こ
の
点
を
軸
に
新
田
の
社
会
関
係

を
考
察
し
た
い
。
今
一
つ
は
、
上
記
の
点
と
も
関
わ
る
が
、
朝
尾
氏
の
場
合
、

く
つ
か
の
新
田
の
特
徴
的
側
面
を
分
析
し
、
畿
内
に
共
通
す
る
普
遍
的
動
向
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
上
で
、

一
つ
の
新
田
に
即
し
て

検
討
す
る
こ
と
で
、
新
聞
に
お
け
る
諸
要
素
の
関
連
性
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
。

本
稿
で
検
討
を
行
う
坂
本
新
田
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
二
人
の
開
発
人
に

よ
っ
て
新
田
が
始
ま
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
人
の
異
な
る
性
格
を
も
っ
閲

発
人
の
存
在
を
み
る
こ
と
で
、
開
発
時
の
社
会
構
造
と
、
そ
れ
が
以
後
の
村
落
構

造
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
く
の
か
が
中
心
的
な
検
討
材
料
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
新
田
に
お
け
る
所
有
と
の
関
わ
り
で
、
新
田
に
居
住
す
る
人
々
の
生
活
・
労

働
の
両
局
面
を
関
連
づ
け
て
把
握
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
坂
本

新
田
の
地
域
社
会
構
造
の
解
明
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
坂
本
新
田
は
、
現
在
の
大
阪
府
和
泉
市
東
阪
本
町
に
あ
た
る
。
二

O
O

年
夏

大
阪
市
立
大
学
文
""" でF-
部
日
本
史
研
究
室
と
和
泉
市
教

芸
員
会

市

く史
赤編
松 さ
清ん
和委
氏員
所会
蔵)

文 と
書の
や合
、同
座調
や査
講が
に実
関施
す さ
る れ
史、

料開
調発
査人
がの
イ丁 一ー
わ人
れの
たA 系
。旦譜

本を
稿ひ

は
、
こ
の
調
査
の
成
果
に
全
面
的
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
調
査
な
く
し
て
本

稿
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
御
世
話
に
な
っ
た
史
料
所
蔵
の
赤
松
清
和
・
益
子
氏
、

六
人
衆
の
方
々
、
坂
田
文
和
町
会
長
は
じ
め
東
阪
本
町
の
方
々
に
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
る
。
ま
た
、
調
査
に
関
わ
っ
た
多
く
の
諸
兄
姉
、
調
査
成
果
の
利
用
を
快
く

許
さ
れ
た
A 

同
調
査
実
付

委
員
会
と
和
泉
市
教
育
委
員
会

も
感
謝
し
た

第

章

ー
空
間
構
成
と
基
礎
的
論
点
|

坂
本
新
田
絵
図

い

坂
本
新
田
に
関
す
る
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
(
史
料
1
)
。
こ
こ
に
は
、
絵
図

記
載
に
加
え
て
、
二
点
の
文
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
こ
こ
か
ら
判
明
す

る
絵
図
制
作
の
事
情
を
把
握
し
、
そ
の
上
で
絵
図
に
記
さ
れ
た
内
容
か
ら
、
坂
本

新
国
の
空
間
構
成
を
把
握
し
、
基
礎
的
論
点
を
析
出
し
た
い
。
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(1)
絵
図
に
記
さ
れ
た
こ
つ
の
文
書

【
史
料
l
】

[
赤
松
清
和
氏
所
蔵
文
書
(
以
下
赤
松
と
略
す
)
・
引
出

3
l
m
]

7 

此
絵
図
之
通
、
田
畑
・
受
法
寺
境
内
・
山
林
・
会
所
・
家
屋
敷
井
番
付
ニ
入

不
申

享《候
保E芝
八三原
卯乙

年百
十姓
月之
廿家
六四
日軒

共

毛
頭
相
違
無
之
候

為
後
日

目
知
{牛

寺
田
安
太
夫

寺
田
喜
多
平

大
坂

助
松
屋
仁
兵
衛
殿

食
野
兵
七
郎
殿

堀
上

源
治
殿

イ

此
絵
面
之
表
ハ
、
坂
本
村
領
之
内
ニ
御
座
候
処
、
ま
L

ハ
諒
ご
民
年
安
太
夫
・

弥
兵
衛
先
祖
之
者
へ
御
地
頭
口
被
下
、
開
発
両
人
支
配
各
別
ニ
坂
本
新
田
村

と
一
村
取
立
致
支
配
、
本
村

E
少
も
構
無
御
座
候
、
然
所
ニ
此
度
安
太
夫
支

配
之
分
、
其
方
へ
御
買
請
-
一
付
、
境
目
立
会
委
細
相
改
、
知
此
絵
図
相
認
我
々

判
形
之
処
、
毛
頭
相
違
無
之
候
、
勿
論
如
何
様
ニ
も
思
召
次
第
ニ
御
普
請
被

成
候
共
、
本
村

E
少
も
申
分
無
御
座
候
、
然
上
ハ
後
日
ニ
一
金
本
村
井
他
之
違

乱
妨
在
之
候
ハ
¥
我
々

[
罷
]
出
急
度
符
明
、
其
方
へ
少
も
御
難
儀
掛
申

[
問
敷
]
候
、
為
其
絵
図
添
書
、
的
如
件

享
保
八
卯
年
十
月
廿
六
日

寺
田
安
太
夫

寺
田
喜
多
平

泉
州
泉
郡

弥
兵
衛

坂
本
新
田
村
圧
屋

同
国
同
郡

坂
本
村
圧
屋
伝
左
衛
門

向

権
左
衛
門

同

又
右
衛
門

大
坂

助
松
屋
仁
兵
衛
殿

一
一
つ
の
文
書
に
は
、
い
ず
れ
も
享
保
八
年
(
一
七
二
三
)

一
O
月
二
六
日
の
日

付
が
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
(
ア
)
は
、
寺
田
安
太
夫
・
喜
多
平
が
、
大
坂
助
松
屋

仁
兵
衛
・
食
野
兵
七
郎
・
堀
上
源
治
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
寺
田
家
の
二
人
は
、

坂
本
新
田
開
発
人
の
一
人
寺
田
喜
左
衛
門
の
子
で
あ
ろ
う
。
今
回
こ
の
寺
田
分
の

新
田
を
買
い
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
助
松
屋
仁
兵
衛
に
対
し
て
、
田
畑
・
受
法
寺

境
内
・
山
林
・
会
所
・
家
屋
敷
、
番
付
に
入
れ
て
な
い
芝
原
、
百
姓
之
家
四
軒
が
、

絵
図
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

7
の
宛
先
の
う
ち
、

助
松
屋
仁
兵
衛
は
、
別
史
料
に
よ
る
と
「
大
坂
新
天
満
町
大
坂
屋
仁
兵
衛
」
[
箱
1

m
B
]
と
も
出
て
く
る
ロ
新
天
満
町
は
、
靭
干
鰯
屋
仲
間
の
う
ち
開
発
以
来
の

由
緒
を
伝
え
る
問
屋
の
居
所
で
あ
る
吃
助
松
屋
が
干
鰯
問
屋
で
あ
っ
た
可
能
性
も

一
方
、
食
野
家
は
、
佐
野
(
現
泉
佐
野
市
)
の
豪
商
食
野
家
で
あ
り
、

内

8】

大
坂
に
も
掛
屋
敷
を
も
っ
て
い
る
。
食
野
家
は
、
助
松
屋
利
兵
衛
家
と
は
金
融
関

Ag》

係
を
中
心
に
関
係
が
深
い
。
こ
こ
で
助
松
屋
と
と
も
に
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

あ
り
う
る
。

は
、
新
田
支
配
分
を
銀
三
=
一
貫
目
と
い
う
大
金
で
売
得
す
る
に
際
し
て
、
助
松
屋

へ
の
何
ら
か
の
保
証
人
的
立
場
か
、
技
証
文
な
ど
を
取
っ
て
の
共
同
出
資
な
ど
を

意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

後
者
(
イ
)
は
、
同
じ
く
寺
田
安
太
夫
・
喜
多
平
に
加
え
て
、
坂
本
新
田
村
庄

屋
弥
兵
衛
と
坂
本
村
庄
屋
三
名
と
が
連
判
し
、
大
坂
助
松
屋
仁
兵
衛
に
あ
て
て
た

も
の
で
、
絵
図
内
容
と
境
目
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
絵
図
は
、
庄
屋
弥

-53ー



兵
衛
が
連
判
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
そ
の
控
と
し
て
弥
兵
衛
家
(
赤
松
家
)
に
残

さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
内
容
は
、
絵
図
で
示
さ
れ
た
範
囲
は
、
延
宝
四
年

(
一
六
七
六
)
ま
で
坂
本
村
領
内
だ
っ
た
が
、
延
宝
四
年
に
「
安
太
夫
・
弥
兵
衛
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
先
祖
之
者
」
両
人
に
地
頭
(
大
坂
城
代
青
山
氏
)
よ
り
下
付
さ

れ
、
開
発
人
両
人
に
よ
る
支
配
分
の
土
地
を
、
坂
本
村
と
は
別
格
に
「
坂
本
新
田

村
」
と
し
て
「
一
村
取
立
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
①
坂
本

新
田
は
、
坂
本
村
領
の
一
部
を
開
発
す
る
形
で
成
立
し
た
こ
と
、
②
坂
本
新
田
と

な
っ
た
部
分
は
、
開
発
後
、
寺
田
家
と
赤
松
家
の
二
人
の
開
発
人
が
差
配
す
る
土

い白
ψ

そ
ん
ば
て

地
と
な
り
、
③
坂
本
新
田
村
と
し
て
)
村
立
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
、
「
本

村
(
坂
本
村
)
よ
り
少
し
も
構
え
ご
ざ
な
く
候
」
と
い
う
表
現
は
、
坂
本
村
側
の

立
場
か
ら
の
も
の
で
、
も
と
坂
本
村
領
だ
と
い
っ
て
、

一
村
立
し
た
新
田
に
関
す

る
内
容
に
対
し
、
口
出
し
し
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
も
の
で
あ
る
。

続
く
部
分
で
は
、
今
回
「
安
太
夫
支
配
分
」
を
、
大
坂
の
助
松
屋
仁
兵
衛
が
買

い
請
け
(
別
史
料
に
よ
れ
ば
銀
三
三
貫
目
で
[
箱

1
1
m
1
8
]
)、
こ
れ
に
伴
い

絵
図
を
作
成
し
、
坂
本
村
と
新
田
と
の
境
目
や
新
田
内
の
安
太
夫
分
と
弥
兵
衛
分

と
の
境
目
を
立
ち
会
い
、
境
目
を
証
明
す
る
こ
と
、
ま
た
、
新
田
内
で
さ
ら
な
る

普
請
(
関
発
・
池
講
)
し
て
も
、
本
村
よ
り
申
し
分
が
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
④
坂
本
新
田
の
う
ち
に
は
開
発
人
ご
と
に
「
支
配
分
」
が

あ
る
こ
と
、
⑤
今
回
、
寺
田
安
太
夫
支
配
分
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
大
坂
の
助

松
屋
仁
兵
衛
が
購
入
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
③
と
も
関
わ
っ
て
本
村
と
の
聞
で
、
領

域
を
確
認
し
た
り
、
本
村
側
が
口
出
し
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
一
札
を
取
っ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
本
村
坂
本
村
と
坂
本
新
田
と
の
聞
で
、

何
ら
か
の
緊
張
関
係
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
よ
う
。

(
2〉
絵
図
か
ら

以
上
か
ら
、
こ
の
絵
図
の
作
成
さ
れ
た
契
機
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
続
い
て

絵
図
の
記
載
そ
の
も
の
か
ら
伺
え
る
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
の
前
に
、
地
形

と
の
対
照
を
略
述
す
る
と
、
絵
図
の
北
東
面
の
一
部
に
山
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
絵
図
記
載
の
北
東
側
が
信
太
丘
陵
の
南
端
に
あ
た
る
。
そ
こ
か
ら
、
南
西
方

向
に
一
豆
急
激
に
落
ち
込
み
(
「
丸
山
」
「
弁
財
天
」
付
近
」
)
、
そ
こ
か
ら
南
西
方

向
に
な
だ
ら
か
に
傾
斜
し
て
い
る
。
こ
の
な
だ
ら
か
な
傾
斜
面
が
新
田
の
耕
地
部

分
で
あ
る
(
現
況
に
つ
い
て
は
、
調
査
報
告
の
地
図
を
参
照
の
こ
と
)
。
以
下
、
絵

図
左
下
の
凡
例
を
軸
に
み
て
い
く
。
な
お
、
凡
例
に
は
、
領
境
H

赤
、
池
川
H
青、
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田
畑
H
黄
色
、
弥
兵
衛
持
地
図
畑
H
桃
色
、
山
芝
H
緑
、
他
領
田
畑
H
肌
色
が
そ

れ
ぞ
れ
塗
ら
れ
て
い
た
が
、
筆
者
が
便
宜
上
、
図
の
よ
う
に
示
し
た
。

「
領
境
」
「
他
領
田
畑
」

ま
ず
新
田
は
、
周
囲
の
う
ち
、
=
一
方
を
坂
本
村
に
、
南
東

側
が
池
田
下
村
、
西
側
一
部
に
今
在
家
村
に
、
三
つ
の
村
に
固
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
点
は

(
1
)
①
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
領
境
の
内
部
に
他
村

田
畑
が
展
開
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
西
南
部
は
、
む
し
ろ
他

領
に
新
田
村
田
畑
が
散
在
す
る
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
域
で
は
、
新
田

の
開
発
以
前
に
一
旦
は
田
畑
化
が
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
山
芝
」

「
芝
地
」
「
松
原
」
が
、
北
東
部
の
山
だ
け
で
な
く
、
開
発
後
田
畑
化
が

進
ん
だ
平
地
部
に
も
展
開
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
開
発
に
よ
っ
て
田
畑
化

が
進
展
し
て
も
未
開
発
の
部
分
が
「
芝
地
」
と
し
て
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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図表1

逆
に
い
え
ば
、
開
発
の
及
ば
な
い
と

こ
ろ
も
含
め
て
新
田
村
内
と
さ
れ
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
田
畑
化

し
た
と
こ
ろ
だ
け
が
新
固
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
池
川
」

池
は
、

一
見
新
田
域
全
体

に
展
開
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
池
に

記
さ
れ
た
立
会
の
情
報
に
よ
る
と
、

図
表
ー
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
坂

本
村
の
池
が
新
田
内
部
に
展
開
し
て

い
る
点
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
も

こ
れ
ら
「
こ
も
池
」
「
彦
市
池
」
は
新
田

域
の
西
側
の
坂
本
村
に
比
較
的
近
い

部
分
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
新
田

の
開
発
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
新
田
の
池

は
、
北
東
部
の
山
側
と
、
南
側
の

「
さ
る
ご
池
」
と
い
う
よ
う
に
、
新

回
域
の
比
較
的
東
南
部
に
偏
っ
て
い

る
。
こ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
用

水
(
絵
図
中
に
便
宜
上
筆
者
が
黒
く

塗
り
つ
ぶ
し
た
太
線
)
は
、
新
田
域

の
東
南
部
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
坂
本
新
田
の
用
水
は
、

東
南
部
に
集
中
し
て
お
り
、
北
西
部
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
独
自
の
水
利
が
展
開

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
う
し
た
状
況
は
、

一
九
三
七
年
頃
(
昭
和
一

一
一
)
に
、
光
明
池
水
路
が
北
東
部
の
山
裾
を
縁
取
る
形
で
用
水
が
展
開
す
る
ま
で

続
い
た
よ
う
で
あ
る
。
[
赤
松
・
引
出

3
ω
-
m
]
は
、
耕
地
整
理
組
合
が
新

田
を
水
利
を
整
備
し
碁
盤
目
条
に
園
場
整
備
し
よ
う
と
し
た
計
画
書
で
あ
る
が
、

当
時
の
現
状
を
示
す
絵
図
「
泉
北
郡
北
池
田
村
大
字
阪
本
耕
地
整
理
組
合
地
区
及

《凶》

之
ニ
隣
接
ス
ル
土
地
現
形
図
」
も
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
に
よ
れ
ば
、
新
田

の
東
南
部
に
は
団
地
が
展
開
す
る
一
方
で
、
北
西
部
の
ほ
と
ん
ど
が

(
溜
池
・
淵

の
周
囲
を
除
い
て
)
畑
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
新
田
内
部
に
お

い
て
も
、
水
利
・
生
産
条
件
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
弥
兵
衛
持
地
図
畑
」
(
赤
松
分
)
と
「
(
番
付
)
田
畑
」

「
(
番
付
)

(
寺
田
分
)

畑
」
が
、
こ
の
と
き
寺
田
家
が
売
り
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
土
地
で
あ
る
(
漢
数
字

で
記
さ
れ
て
い
た
が
、
読
み
と
り
図
で
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
た
)
。
絵
図
上

の
田
畑
の
区
画
に
注
目
す
る
と
、
短
冊
形
に
列
の
よ
う
に
展
開
す
る
区
域
が
中
央
・

北
西
部
に
、
比
較
的
い
び
つ
な
区
域
が
東
南
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
展
開
し
て
い
る
。

用
水
状
況
を
想
起
す
れ
ば
、
池
・
水
路
が
展
開
し
た
土
地

(
東
南
部
)

と
、
水
路

が
少
な
く
方
形
の
土
地
(
北
西
部
)
と
に
わ
け
で
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

同
じ
新
囲
内
で
も
性
格
の
異
な
る
土
地
が
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

土
地
の
所
持
状
況
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
新
田
の
全
域
的
に
、
赤
松
分
と
寺
田
分

と
が
交
互
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
赤
松
・
寺
田
の
一
方
に
区
域

が
偏
る
の
で
は
な
く
、
両
者
入
り
交
じ
っ
て
所
持
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
新
囲
内 田

55ー



の
土
地
の
生
産
条
件
の
違
い
を
ふ
ま
え
、
開
発
人
双
方
が
均
等
に
所
持
す
る
よ
う

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
の
絵
図
で
、
両
者
の
錯
綜
し
た
所

持
地
分
が
、
売
買
に
よ
っ
て
混
乱
し
な
い
よ
う
に
、
明
確
に
さ
れ
て
い
る
点
が
特

筆
さ
れ
よ
う
。こ

の
絵
図
で
、
そ
の
他
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
③
一
村
立
の
表
象
で
も

あ
る
高
札
場
が
存
在
す
る
こ
仁
V

ま
た
こ
の
新
田
村
の
機
能
の
中
核
を
担
う
会
所

そ
の
他

屋
敷
・
受
法
寺
・
弁
財
天
の
存
在
す
る
こ
と
、
百
姓
の
家
が
数
ヶ
所
し
か
も
小
さ

な
中
央
部
と
、
南
側
の
権
右
衛
門
屋
敷
等
の
比
較
的
大
き
な
部
分
に
わ
か
れ
て
み

え
る
点
な
ど
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
」
の
内
容
は
不

明
で
あ
る
。

で
は
、
開
発
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
こ
の
絵
図
に
見
ら
れ
る
空
間
構
成
に
は

ど
の
よ
う
な
社
会
関
係
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
絵
図
で
は
、

開
発
人
の
一
人
が
所
持
分
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
売
却
し
た
わ
け
だ
が
、
開
発
人

の
性
格
と
、
そ
の
後
の
所
持
者
の
性
格
、
あ
る
い
は
開
発
人
以
外
の
百
姓
と
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第

章

坂
本
新
田
の
開
発

(
1
)
二
人
の
開
発
人

坂
本
新
田
の
開
発
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

史
料
2
は
、
延
宝
=
一
年
(
一
六
七
五
)
九
月
一
八
日
に
、
池
浦
村
庄
屋
喜
左
衛

門
と
大
坂
播
磨
屋
(
弥
兵
衛
)
が
開
発
に
あ
た
っ
て
交
わ
し
た
約
定
で
あ
る
。

【
史
料
2
】

[
赤
松
・
箱

l
i
m
-
-
]

取
替
シ
申
一
札
之
事

一
、
坂
本
村
領
内
古
閥
、
我
等
両
人
拝
領
之
田
畑
、
相
対
之
上
ニ
而
、
田
畑
無
高

下
入
合
、
半
分
ツ
h

わ
け
取
可
申
事

一
、
御
公
儀
様
へ
上
ケ
申
古
関
之
高
之
儀
、
半
分
ツ
〉
上
納
可
致
候
、
井
万
事
諸

役
か
、
お
り
物
等
ハ
、
立
合
相
勤
可
申
事

限
、
池
水
ハ
、
両
方
へ
互
ニ
わ
け
取
可
申
候
、
井
溝
ハ
、
何
方
ニ
而
も
付

可
申
候

一
、
拝
領
之
芝
原
所
々
開
場
所
、
無
甲
乙
万
事
半
分
ッ
、
わ
け
候
て
分
配
い
た
し
、

随
分
田
畑
ニ
開
立
、
其
上
御
検
地
ニ
銘
々
請
可
申
事

右
之
遇
、
御
公
儀
様

E
両
人
拝
領
仕
候
付
、
如
此
相
談
い
た
し
取
極
申
上
ハ
、
以

56ー

来
少
も

延内互
宝二ニ
三七申
年》分
乙仕
卯間
九敷
月候
十、

八為
日 後

日
之
状

的
立日
{牛

池
浦
村
庄
屋
[
喜
]
左
衛
門

直
次
(
花
押
)

大
坂
は
り
ま
屋
[

殿

ま
ず
、
開
発
人
三
人
に
つ
い
て
み
る
。
喜
左
衛
門
(
寺
田
家
)
は
、
池
浦
村
庄

屋
と
あ
る
が
、
池
浦
村
は
、
同
じ
泉
郡
内
で
現
在
の
泉
大
津
市
域
に
位
置
す
る
。

こ
の
村
は
当
時
大
坂
城
代
青
山
因
幡
守
領
分
で
あ
る
。
寺
田
家
は
、
文
化
三
年

(
一
八

O
六
)
に
村
方
騒
動
で
休
役
と
な
る
ま
で
、
池
浦
村
の
庄
屋
を
代
々
勤
め
、

延
享

1
寛
政
期
に
は
一
橋
領
知
惣
代
庄
屋
十
二
家
の
一
つ
と
な
る
家
柄
で
あ
る
。

。
ぬ
】

一
方
の
播
磨
屋
弥
兵
衛
(
赤
松
家
)
は
、
当
初
大
坂
町
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ

の
史
料
で
初
め
て
明
ら
か
と
な
る
。

つ
ま
り
赤
松
家
は
、
都
市
大
坂
の
町
人
が
、



直
接
在
地
に
移
住
し
新
田
開
発
に
乗
り
込
ん
だ
開
発
人
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
赤

松
家
に
つ
い
て
は
、
聞
き
取
り
な
ど
に
よ
れ
ば
、
①
播
磨
国
赤
松
氏
の
末
商
で
あ

り
、
②
坂
本
新
田
の
唯
一
の
開
発
者
と
し
て
、
③
武
士
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
新
田
開
発
に
乗
り
出
し
た
、
と
赤
松
家
に
お
い
て
も
村
に
お
い
て
も
従
来
意
識

さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
寺
田
家
の
存
在
が
、
赤
松
家
が
唯

一
で
は
な
く
、
開
発
人
二
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
③
に
つ
い
て
も
「
播
磨
屋
」
と
い
う
屋
号
を
も
っ
大
坂
町
人
で
あ
っ
た
と
い
う

事
実
が
、
こ
う
し
た
認
識
に
修
正
を
迫
る
。
さ
ら
に
①
に
つ
い
て
は
、
そ
の
認
識

の
源
流
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
系
図
で
あ
る
。

【
史
料
3

】

[
赤
松
・
引
出
2
ー
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O
赤
松
系
図

村
上
天
皇
|
|
i
具
平
親
王

赤
松
則
村

l
l
二
郎
播
州
三
木
城
主

則
祐
|
|
|
二
一
河
守
三
郎

此
時
泉
州
泉
郡
-
一
来
住
、
妻
は
青
山
因
幡
守
殿

家
老
蜂
須
賀
金
左
衛
門
妹
也

若
年
ニ
て
病
死

弥
兵
衛

1
1延
宝
五
巳
年
大
坂
御
城
代
青
山
因
幡
守
殿
え

ー
女
よ
し

坂
本
新
田
之
開
発
之
儀
願
候
処
、
御
闇
済
被

ー
弥
次
兵
衛

仰
付
候
故
、
則
新
田
発
地
主
ニ
相
成
候

ー
女
し
ゅ
ん

ー
女
か
め

ー
幸
右
衛
門

娘
さ
よ

角
兵
衛

金
左
衛
門

記
載
最
後
の
金
左
衛
門
は
、
天
明

i
天
保
一

O
年
(
一
八
三
九
〕
に
庄
屋
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
初
頭
前
後
に
彼
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
初
代
弥
兵
衛
は
、
泉
州
泉
郡
に
来

住
・
妻
は
青
山
因
幡
守
家
老
蜂
須
賀
金
左
衛
門
の
妹
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
初
代

は
延
宝
八
年
(
一
六
八

O
)
に
死
去
し
て
お
り
、
ど
ん
な
に
多
く
見
積
も
っ
て
み

て
も
そ
の
生
年
は
一
七
世
紀
を
遡
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
初
代
が
、
播
磨
赤
松
氏

の
末
商
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の
系
図
の
一
つ
の
主
張
で
あ
る
が
、
則
祐

l
三
河
守

か
ら
直
結
す
る
の
は
や
や
無
理
が
あ
る
し
、
播
磨
屋
と
い
う
町
人
で
あ
っ
た
点
を

載
せ
な
い
点
も
、
か
え
っ
て
そ
の
信
窓
性
を
弱
め
て
い
る
。
現
段
階
で
は
判
断
を

保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
可
能
性
と
し
て
は
二
つ
あ
り
、

一
つ
は
播
磨
赤
松
氏

の
系
統
を
ひ
き
な
が
ら
、

一
七
世
紀
に
一
旦
大
坂
の
町
人
と
な
っ
た
後
、
新
田
開

発
者
と
し
て
在
地
化
し
た
場
合
、
今
一
つ
は
、
赤
松
を
姓
と
す
る
播
磨
を
出
自
と

57ー



し
た
大
坂
町
人
が
新
田
開
発
者
と
し
て
在
地
化
し
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は

お
そ
ら
く
「
播
州
」
の
「
赤
松
」
氏
と
、
「
播
磨
屋
」

で
あ
る

「
赤
松
家
」
と
い

う
表
記
上
の
二
つ
の
共
通
点
だ
け
が
両
者
を
結
び
つ
け
た
理
由
と
な
ろ
う
。

こ
の
系
図
で
は
、
そ
の
一
方
で
、
赤
松
家
と
青
山
氏
家
老
蜂
須
賀
家
と
の
つ
な

が
り
が
注
目
さ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
確
た
る
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
領
主
あ
る
い

は
そ
の
近
辺
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
大
坂
町
人
が
新
田
を
開
発
す
る
と
い
う
事
例

が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
事
実
の
可
能
性
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、

こ
う
し
た
系
図
が
一
九
世
紀
前
後
に
な
っ
て
作
成
さ
れ
る
の
は
、
赤
松
金
左
衛
門

が
、
武
家
と
の
系
譜
上
の
つ
な
が
り
を
も
と
に
、
家
格
取
立
を
主
張
し
た
た
め
だ

ろ
う
。
こ
の
時
期
、
武
士
そ
れ
も
歴
史
上
の
著
名
人
物
と
結
び
つ
け
た
よ
う
な
系

図
を
作
成
す
る
家
格
取
立
運
動
が
、
在
地
に
お
い
て
個
々
に
医
胎
し
た
と
い
う
こ

と
も
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
噌

さ
ら
に
青
山
氏
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
因
幡
守
宗
俊
は
、
二
万
石
の
加
増
を
う
け

て
寛
文
二
年
(
一
六
六
二
)
か
ら
延
宝
六
年
(
一
六
七
八
)
六
月
一
七
日

ー『

寛

政
重
修
諸
家
譜
』
『
徳
川
実
記
』
に
よ
る
。
『
柳
営
補
任
』
の
記
載
で
は
延
宝
元
年

(
一
六
七
二
一
)
六
月
一
九
日
)
に
か
け
て
、
五
万
石
の
譜
代
大
名
と
し
て
大
坂
城

代
を
勤
め
て
い
る
。
大
坂
城
代
と
な
る
以
前
は
慶
安
元
年
(
一
六
四
八
)
に
信
濃

国
に
二
万
七
千
石
と
別
に
同
国
佐
久
・
小
諸
両
郡
に
一
万
五
千
石
を
与
え
ら
れ
て

てい
既る
』こ 均三
知、

らこ
れの
る時
御 に
影新
新 田
団関

発
1¥ さ
重れ
原 た
新 の
回が

塩 2
E豪
相関

主君
あ制

回
る~'。"
申の

E里
氏子

は t

既
に
新
田
開
発
を
領
地
内
で
展
開
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

畿
内
に
本
拠
を
移
し
た
青
山
氏
に
よ
る
領
内
の
生
産
力
拡
大
を
目
的
と
す
る
政
策
H

新
田
開
発
に
、
矯
磨
屋
弥
兵
衛
(
赤
松
家
)
が
吸
着
し
た
と
い
え
よ
う
か
。
信
州

の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
領
内
の
寺
田
家
の
よ
う
な
在
地
の
土
豪
ク
ラ
ス
の
家
だ

け
で
な
く
、
大
坂
町
人
播
磨
屋
も
開
発
に
加
わ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
畿
内
の
独

自
性
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
寺
田
・
赤
松
と
い
う
こ

つ
の
異
な
る
出
自
・
性
格
の
二
人
が
、
大
坂
城
代
青
山
氏
と
関
係
の
深
い
と
い
う

共
通
点
の
下
で
、
開
発
を
請
け
負
っ
た
の
で
あ
る
。

話
佐
も
と
に
戻
し
、
史
料
②
で
の
取
り
決
め
内
容
を
検
討
し
よ
う
。
全
部
で
一
一
一

箇
条
で
あ
る
が
、
大
き
く
は
一
・
二
条
と
三
条
め
と
で
区
分
で
き
る
。
ま
ず
一
条

目
は
、
坂
本
村
領
内
の
「
古
関
」
で
両
人
が
拝
領
し
た
田
畑
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
開
発
人
両
者
が
相
談
し
て
、
「
高

う
に
入
組
で
半
分
づ
っ
所
持
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
第
一
に

-58ー

坂
本
村
領
内
で
既
に
聞
い
て
あ
る
土
地
H

「
古
関
」
が
存
在
し
、
こ
こ
が
拝
領
さ

れ
た
土
地
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
こ
は
「
田
畑
」
つ
ま
り
既
に
高
請

古
れ
た
こ
と
の
あ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
第
三
に
、
こ
の
「
古
関
」
地
を

領
域
的
に
二
分
す
る
の
で
は
な
く
、
高
・
田
畑
の
善
し
悪
し
が
公
平
に
な
る
よ
う

に
分
割
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
(
こ
の
点
、
第
一
章
の
絵
図
の
所

見
と
共
通
)
。
続
く
第
二
条
は
、
①
の

「
古
開
」
か
ら
公
儀
に
上
納
す
る

「一一両」

(
年
貢
)
は
、
両
者
が
半
分
づ
っ
上
納
し
、
諸
役
掛
物
な
ど
も
両
者
が
立
ち
会
っ

て
勤
め
る
こ
と
、
た
だ
し
、
池
水
は
両
方
へ
分
け
取
り
、

そ
の
た
め
の
井
溝
は
、

ど
こ
に
つ
け
て
も
よ
い
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
分
割
し
た
土
地
分
の

年
貢
は
、

一
条
目
で
半
分
づ
っ
所
持
し
た
の
に
対
応
し
て
、
半
分
づ
っ
上
納
す
る

と
さ
れ
、
開
発
人
両
者
が
年
貢
を
半
分
つ
つ
個
人
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ



る
。
第
一
章
の
「
支
配
」
と
は
、
開
発
人
両
者
が
高
を
所
持
し
、
そ
こ
の
年
貢
を

そ
れ
ぞ
れ
上
納
し
、
諸
役
な
ど
だ
け
は
両
者
が
立
ち
会
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
単
な
る
村
の
庄
屋
と
は
異
な
る
開
発
人
独
特
の
権
利
が
そ
こ
に
担

保
さ
れ
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
よ
う
。

続
い
て
第
三
一
条
め
は
、
拝
領
し
た
芝
原
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
も
甲
乙
の
無

い
よ
う
に
半
分
に
わ
け
で
分
配
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。

一
条
め
で
は
、

「
田
畑
」
に
「
高
下
」
無
い
よ
う
に
と
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
「
開
場
所
」
に
「
甲

乙
」
無
い
よ
う
に
、
と
わ
ざ
わ
ざ
表
現
を
変
え
て
い
る
の
は
、

一
条
め
の
古
闘
が

既
に
高
を
う
け
た
土
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
の
芝
地
は
高
を
請
け
た
こ
と

は
な
く
、
荒
地
で
、
こ
れ
か
ら
初
め
て
の
開
発
が
展
開
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
本
文
で
、
開
発
し
て
田
畑
と
し
た
上
で
、
検
地
を
請
け

る
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
こ
と
を
補
強
す
る
。

つ
ま
り
、
三
条
め
は
、
芝
原
で

こ
れ
か
ら
開
発
す
る
土
地
H

「
拝
領
之
芝
原
」
で
「
開
場
所
」
に
関
す
る
内
容
な

の
で
あ
る
。

以
上
の
=
一
ケ
条
か
ら
、
第
一
に
、
坂
本
新
田
と
な
る
土
地
に
は
、
坂
本
村
領
内

古
関
と
芝
原
が
あ
っ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
そ
の
比
率
・
箇
所
は
不
明
だ
が
、

お
そ
ら
く
古
関
よ
り
も
芝
原
開
発
の
部
分
が
多
く
、
絵
図
で
い
え
ば
、
南
西
側
の

他
領
に
隣
接
す
る
部
分
や
飛
地
と
な
っ
て
い
る
部
分
を
中
心
に
「
古
閑
」
地
が
あ

り
、
北
東
側
の
短
冊
の
土
地
ゃ
、
の
ち
に
池
水
の
展
開
す
る
南
東
側
の
部
分
な
ど

南
東
側
に
「
芝
原
」
が
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
の
既
に
開
発
し
て
あ
っ
た
坂
本
村
の
「
古
関
」
と
は
ど
う
い
う
性

格
の
土
地
な
の
か
が
論
点
と
な
る
。
新
田
開
発
が
こ
う
し
た
古
闘
を
も
含
ん
で
い

た
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
以
後
、
坂
本
新
田
の
来
歴
を
示
す
史
料
な
ど
で
は
、
あ

ま
り
出
て
こ
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
史
料
4
が
参
考
に
な
る
。

[
赤
松
・
箱
I
m
-
-
7
]

【
史
料
4
】

指
上
申
一
札
之
事

一
、
坂
本
村
百
姓
鍬
閥
仕
候
分
、
此
度
御
改
被
成
候
付
、
場
所
不
残
御
案
内
仕
、

懸
御
目
申
候
、
此
外
壱
町
壱
歩
之
所
ニ
而
も
隠
無
御
座
候
、
若
隠
置
申
と
申
も

の
御
座
候
ハ
弘
、
御
余
儀
之
上
、
庄
屋
・
組
頭
如
何
様
之
曲
事
ニ
も
可
被
仰
付

候

卯喜為
七二其
月主手
廿五形
五指
日上

ケ

申
候

以
上

坂
本
村
庄
屋
太
郎
右
衛
門
(
印
)

同

ハ
兵
衛
(
印
)

同

九
右
衛
門
(
印
)

同

組
頭

九
左
衛
門
(
印
)

同

与
右
衛
門
(
印
)

同

善
兵
衛
(
印
)

斉
藤
半
之
丞
殿

栗
林
久
七
殿

こ
の
史
料
は
、
延
宝
三
年
(
一
六
七
五
)
に
、
坂
本
村
庄
屋
・
組
頭
か
ら
青
山
因

幡
守
役
人
で
あ
る
斉
藤
半
之
丞
架
林
久
七
(
久
右
衛
門
)
に
宛
て
ら
れ
た
証
文
で
あ

る
。
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
青
山
氏
側
に
提
出
さ
れ
た
正
文
が
開
発
人
の
い
ず
れ

か
に
下
げ
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
坂
本
村
百
姓
が
鍬
開
(
開
発
)

し
た
場
所
に
つ
い
て
、
す
べ
て
今
回
改
め
を
・
つ
け
た
こ
と
の
確
約
を
し
て
い
る
。

こ
の
坂
本
村
百
姓
鍬
開
場
所
こ
そ
が
、

一
-
二
条
め
の
「
坂
本
村
領
内
古
関
」
に

Qυ 
F
h
u
 



該
当
す
る
の
で
あ
る
。
坂
本
村
も
大
坂
城
代
青
山
氏
の
領
分
で
あ
る
が
、
開
発
人

も 全
のリ

回の)

zi 
存門

皇宮
古玉三
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英軍
いら
しザ以

走暫
地，_

化 ιc

匂喜
之言

語禁
芸曹
さ用
品し
、:た

一
ヶ
月
で
開
発
人
へ
下
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
う
と
、
同
じ

青
山
氏
の
領
内
で
あ
る
坂
本
村
だ
か
ら
こ
そ
坂
本
村
と
そ
の
隣
接
地
に
お
い
て
開

発
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
新
田
開
発
の
場
所
に
つ
い
て
も
新
田
開
発
の
主

体
と
し
て
も
、
青
山
氏
の
領
内
の
密
接
な
関
係
の
下
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
開
発
が

可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

第
三
に
、
「
古
関
」
「
芝
原
」
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
開
発
人
が
半
分
づ
っ
公
平
に
所
持

し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
章
絵
図
と
ま
さ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
開
発
人
は
開
発
す
る
土
地
を
公
儀
よ
り
拝
領
し
、
公
儀
に
年
貢
上
納

す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
実
際
に
開
発
地
を
下
付
し
年
貢
を
吸
収
す
る
の
は
青

山
氏
だ
が
、
「
御
公
儀
様
よ
り
」
と
の
認
識
が
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
山
野
河

海
(
未
聞
)
で
あ
っ
た
国
家
に
よ
る
領
有
と
さ
れ
て
き
た
土
地
が
、
開
発
に
よ
り

新
た
に
高
請
さ
れ
田
畑
・
屋
敷
地
と
な
っ
て
い
く
過
程
の
中
で
、
そ
の
開
発
地
は
、

青
山
氏
の
主
導
の
下
、
実
質
的
に
は
二
人
の
開
発
人
が
拝
領
H
年
貢
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
噌
こ
う
し
た
点
に
も
、
開
発
人
が
、
開
発
地
の
単
な
る
年

貢
負
担
者
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
開
発
人
に
独
自
の
権
利
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(2)
新
聞
改

さ
て
、
開
発
人
二
人
が
新
田
を
拝
領
後
、
ち
ょ
う
ど
二
年
後
の
延
宝
五
年
(
一

六
七
七
)
九
月
に
、
青
山
氏
の
家
臣
に
よ
り
新
聞
改
(
検
地
)
が
行
わ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
村
高
四
一
一
石
八
合
の
「
坂
本
新
田
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
史
料

5

は
、
そ
の
新
聞
改
帳
の
帳
末
記
載
で
あ
る
。

田

【
史
料
5
】

〔
赤
松
・
箱

l
l
w
]

屋
敷

喜
左
衛
門
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出
ス

印
判

印
判

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
新
開
改
で
の
田
畑
の
比
率
は
、
ほ
ぼ
一
対
九
で
、
新

印
判

延
宝
五
年

坂
本
新
田
開
改
帳

巳
九
月

日

拾
間

七
間(

中
略
) 弐

畝
拾
歩

弥
兵
衛

下
回

九
反
八
畝
弐
拾
五
歩

〆
七

分
米

六
石
八
斗
九
升
五
合

下
畑

八
町
壱
反
九
歩

〆四
五

分
米

一
拾
六
石
四
斗
六
升
三
合

分
米

メ当、
c> 

四
拾
三
石
=
一
斗
五
升
八
合

内

壱
石
一
ニ
斗
五
升

残

四
延【拾
宝玉弐
五主石
巳3 八
九合
月

目

弥
兵
衛

改
黒
沢

加
兵
衛

向
上
野
十
郎
左
衛
門

回
塩

吉
兵
衛



田
と
は
い
う
も
の
の
、
圧
倒
的
に
畑
が
主
で
あ
る
。
下
回
の
斗
代
は
一
反
に
つ
き

七
斗
で
、
田
の
小
字
を
み
る
と
、
「
屋
敷
」
「
猿
子
」
な
ど
屋
敷
や
池
の
周
辺
の
み

に
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
下
畑
は
、

一
反
に
つ
き
四
斗
五
升
で
、

ほ
ぼ
全
域
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
斗
代
は
低
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
下
回
・
下
畑
は
、

こ
の
時
の
実
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
を
二
つ
あ
げ
よ
う
。

一
つ
は
、
こ
の
史
料
で
あ
る
よ
う
に
、
開
発
人
の
屋
敷
分
は
除
地
と
な
っ
て
い
る

年
貢
免
除
。

、ー
れ
自
体
は
開
発
人
を
優
遇
す
る
措
置
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、

一
方
で
、
帳
面
内
に
は
「
屋
敷
」
と
い
う
区
分
は
無
く
、
す
べ
て

「下

れ回
て」

いこ2

至泊
り」

で L

号 E
O訂長

ョ雪
Fれ
三 て
第い

た
且に
う告 も
tZ か
E5 か

P2 
五て
つ

た唇

f雲
にが
、免

番除
号さ

付
の
あ
る
高
請
さ
れ
た
寺
田
分
に
も
山
芝
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延
宝
の

新
聞
改
の
時
点
で
も
、
未
開
発
の
山
芝
も
含
め
て
高
請
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

つ
ま
り
、
新
開
改
は
、
屋
敷
地
・
山
芝
も
含
め
て
下
回
・
下
畑
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
新
聞
改
の
時
点
で
す
べ
て
開
発
が
終
了
し
て
い
た
の
で
は

な
く
、
土
地
の
区
画
一
筆
毎
に
確
認
で
き
る
程
度
の
開
発
途
中
の
段
階
で
、

日

あ
る
判
断
(
屋
敷
・
池
の
ま
わ
り
な
ど
条
件
の
良
い
部
分
・
田
が
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ
(
あ
る
い
は
過
去
高
請
さ
れ
た
経
験
を
も
っ
「
古
関
」
な
ど
も
判
断
材
料
に

な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
)
は
下
回
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
下
畑
で
、
と
も
に
低

率
の
斗
代
)
を
も
と
に
「
下
回
」
「
下
畑
」
の
い
ず
れ
か
に
ふ
り
わ
け
で
新
開
改

さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
示
す
史
料
6
は
、
付
築
の

体
裁
を
も
つ
も
の
だ
が
、
ど
の
文
書
に
付
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
「
両
度
之

御
地
頭
替
之
節
」
と
あ
る
か
ら
、
青
山
氏
↓
太
田
氏
を
経
て
土
屋
氏
の
領
分
と
な
っ

た
貞
享
一
年
(
一
六
八
四
)
年
以
降
の
記
述
で
あ
る
。

【
史
料
6
】

[
赤
松
清
和
氏
所
蔵
文
書
・
箱

-
-
m
i
m
]

(
付
築
)「

[
私
]
共
、
先
年
因
幡
守
様

E
御
検
地
請
申
候
節
迄
、
開
発
之
畑
ハ
過
半

[ 

]
て
無
御
座
、
芝
間
・
空
地
ニ
松
林
有
之
所
も
多
御
座
候
へ
共
、
後
代

ニ
本
村

E
之
妨
を
相
考
、
畑
・
芝
閉
一
途
-
一
御
改
請
申
候
、
其
上
請
負
人
弥

兵
衛
・
喜
左
衛
門
弐
人
入
組
之
分
ヶ
地
ニ
而
御
座
候
ニ
付
、
委
細
反
別
ニ
御

改
請
申
候
、
其
後
段
々
開
発
仕
候
へ
共
、
本
村

S
差
構
申
儀
無
御
座
、
尤
両

度
之
御
地
頭
替
之
節
ハ
御
役
人
衆
迄
[

]
断
相
違
置
申
候
御
事
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
延
宝
五
年
の
検
地
ま
で
に
、
畑
開
発
は
半
分
も
進
ん
で
お
ら
ず
、

芝
聞
や
空
地
で
松
林
と
な
っ
て
い
る
所
な
ど
が
多
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
後
に

本
村
坂
本
村
か
ら
の
妨
害
を
請
け
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
畑
と
芝
聞
と
一
所
に

検
地
を
請
け
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
、
次
の
本
文
中
で
、
新
田
が
開
発
人

弥
兵
衛
・
喜
左
衛
門
の
分
割
所
有
と
な
る
の
に
伴
い
、
詳
細
に
反
別
に
検
地
を
請

け
、
そ
の
後
で
実
際
の
開
発
が
進
展
し
た
点
と
も
併
せ
て
、
検
地
と
開
発
の
進
展

度
合
い
の
関
係
に
つ
い
て
前
述
の
点
を
補
強
す
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
か
か
る
検
地
の
あ
り
方
は
、
も
う
一
面
で
本
村
と
の
関
係
を

意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
本
村
と
の
関
係
上
、
芝
地
で
も
検
地
を
請

け
て
い
な
い
と
、
本
村
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
大
き
く
、
芝
聞
も
併

せ
て
検
地
を
し
て
名
請
す
る
こ
と
は
、
本
村
か
ら
の
違
乱
を
遮
断
す
る
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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開

発
の
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年
代

村
両
(
石
)

下
回

l
両

下
畑

l
両

反
ー
畝
ー
歩
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(
石
)

反
.
畝
ー
歩
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5
8
 (
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込
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3
6
.4
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42.008 

宝
永
2
(
1
705)

.2.-
42.808 

2-0-
0
 
:
 0.800 

宝
永

7(1710)
.3.-

43.852 
2-3-6 

:
 1.
0
4
4
 

享
保

1
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716).10.-

45.223 
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1.3
71 

享
保

3
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718)

.3.-
45.850 
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:
 0.627 

小
言
十

45.850 (
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敷
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引
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9-8-25 
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6.895 
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:
 

4
0.3

05 

z
文

3(1738).9.ー
宝

永
2
-享

保
3
の

合
計

8-7-17 
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 3.842 

寛
延

1
(1748)
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10.-

1-0-6 

宝
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文
化
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石
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ト
68-①・

7
4
・7
7
開

改
帳

(
喜
左
衛
門
・
弥
兵
衛
屋
敷
)

字
丸

山
畑

籍
1・7

6
新

開
改

帳

字
池

跡
箱

1・7
6
新

聞
改

帳

字
浦

池
上

箱
1-75

・7
9
新

開
改

帳

字
古

池
跡

箱
1-69

・7
2
新

開
改

帳

(
下
回
・
下
畑
は
雇
敷
分
込
)

箱
1目

的
新

聞
畑

改
帳

字
長

兵
衛

谷
箱

1-70
芝

山
切

開
見

取
場

改
帳

l

字
目

塚
箱

1-78
新

畑
小

物
成

場
改

帳

小
物

成
字
サ
ノ
レ
コ
山

小
竹

薮
1
ヶ
所

1-5
-6 

0.038 
(
伏
屋
)
権
右
衛
門

字
長

兵
衛

谷
箱

1-71
検

地
帳

色。



家
臣
で
あ
る
木
村
茂
兵
衛
り

四
名
均三

坂
本
村
庄
屋
年
寄
と
地
主
寺
田
喜
左
衛
門

に
あ
て
た
文
書
で
あ
る
。
宝
永
二
年
に
表
記
部
分
が
新
開
改
を
請
け
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
延
宝
五
年
の
新
開
改
で
は
対
象
外
で
あ
っ
た
部
分
で

あ
る
。
本
文
中
に
あ
る
よ
う
に
、
坂
本
村
の
荒
地
で
高
請
地
で
は
な
か
っ
た
場
所

が
こ
の
時
期
に
一
部
新
聞
さ
れ
、
こ
れ
が
新
田
に
取
り
込
ま
れ
、
喜
左
衛
門
の
所

持
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
文
書
は
地
元
で
あ
っ
た
坂
本
村
庄
屋

年
寄
と
、
寺
田
家
の
両
者
に
宛
て
ら
れ
た
。
こ
の
取
込
は
、
喜
左
衛
門
屋
敷
六
反

歩
の
う
ち
、
ニ
反
を
分
米
八
斗
(
四
斗
取
)
の
開
畑
に
高
請
し
、
残
り
の
四
反
を

小
松
林
荒
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
屋
敷
地
だ
っ
た
土
地
の
一
部
分
を
新
た
に
畑

化
す
る
と
い
う
こ
と
に
伴
っ
て
実
現
し
た
処
置
で
あ
る
(
な
お
、
小
松
林
荒
は
高

請
さ
れ
ず
、
延
宝
五
年
時
の
芝
と
は
異
な
る
処
置
が
な
さ
れ
て
い
る
)
。
こ
の
事

実
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
処
置
は
、
単
に
坂
本
村
の
土
地
が
坂
本
新

固
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
喜
左
衛
門
の
閲
発
・
高
請
し
た
土
地
だ
か
ら

こ
そ
坂
本
新
田
の
高
に
結
ぼ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
開
発

し
請
負
う
人
に
即
し
て
、
そ
の
土
地
が
新
田
に
高
請
け
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
坂
本
新
田
が
、
開
発
人
の
請
地
と
な
っ
た
部
分
を
検
地
・
高
請
地
化
さ

れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
い
う
事
態
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
新
田
へ
の
取
込
に
よ
る
開
発
は
、
そ
の
後
も
続
く
。
図
表
2
は、

れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
宝
永
一
二
年
同
様
一

1
二
筆
程
度
の
わ
ず

か
な
新
開
で
あ
る
が
、
延
宝
期
に
は
開
発
H
高
請
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
(
山
・
地

跡
)
の
開
発
が
持
続
的
に
展
開
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
よ
う
場

以
上
、
延
宝
五
年
の
新
聞
改
で
は
、
①
す
で
に
喜
左
衛
門
(
寺
田
)

-
弥
兵
衛

(
赤
松
)
の
両
開
発
人
が
平
等
に
分
割
し
て
公
儀
よ
り
請
負
っ
た
土
地
、

し
か
も

②
古
関
・
芝
地
を
含
め
た
全
体
が
検
地
対
象
と
な
り
、
③
そ
の
開
発
度
を
問
わ
ず

す
べ
て
「
下
回
」
な
い
し
は
「
下
畑
」
と
し
て
高
請
さ
れ
、
④
こ
の
両
開
発
人
の

請
負
地

(
H
「
詰
所
」
補
論
参
照
)
が
「
坂
本
新
田
」
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
⑤

新
聞
改
以
降
も
、
新
田
高
請
地
内
の
芝
地
の
畑
化
と
、
坂
本
村
内
の
荒
地
や
新
田

内
の
池
跡
を
新
回
高
請
地
と
し
て
取
込
な
が
ら
の
開
発
、
が
同
時
進
行
し
て
い
た

こ
と
を
確
認
し
た
。

(3)
新
田
に
お
け
る
開
発
人
の
性
格

ー
享
保
期
ま
で
|

続
い
て
、
新
囲
内
部
に
お
け
る
当
該
期
の
社
会
関
係
を
、
主
に
開
発
人
に
即
し

て
み
て
い
き
た
い
。

ア
.
開
発
人
に
よ
る
「
支
配
分
」
「
請
所
」

前
述
の
よ
う
に
、
延
宝
五
年
の
新
開
改
に
よ
っ
て
両
開
発
人
の
請
負
っ
た
土
地

が
高
請
地
と
な
り
、
新
田
が
成
立
し
た
。
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
二
人
の
開
発
人

が
高
請
地
を
分
け
合
う
よ
う
に
所
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
延
宝
八
年

(
一
六
八

O
)
八
月
初
代
弥
兵
衛
(
弥
次
兵
衛
)
の
死
後
、

こ
れ
を
再
確
認
し
た

そ

の
が
、
「
坂
本
新
田
村
弥
次
兵
衛
・
喜
左
衛
門
田
地
高
分
之
覚
」
と
記
さ
れ
た
一

札
で
あ
る
[
赤
松
・
箱

l
l
m
!
1
9
1
興
味
深
い
の
は
、
第
一
に
、
当
時
の
領

主
太
田
氏
の
家
巨
大
河
内
[

]
右
衛
門
が
、
新
囲
内
の
高
分
を
保
証
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
異
例
で
あ
り
、
単
な
る
村
高
内
部
の
所
持
高
を

保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
第
二
に
、
こ
の
「
弥
次
兵
衛

分
」
「
喜
左
衛
門
分
」
と
し
て
示
さ
れ
た
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
を
示
し
た
の
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が
、
図
表
3
で
あ
る
。

弥
次
兵
衛
分
(
赤
松
)
が
一
二
石
三
斗
三
升
一
ニ
合
、
喜
左
衛
門
分
(
寺
田
〕
が

二
O
石
六
斗
七
升
五
合
、
と
ほ
ぼ
半
分
つ
づ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
高
に
つ

い
て
は
、
第
一
章
の
絵
図
に
関
連
す
る
文
書
に
お
い
て
も
出
て
く
る
。

【
史
料
8
】

[
赤
松
・
箱
1
1
m
8
]

売
渡
申
新
田
・
新
畑
之
事

一
、
高
四
拾
弐
石
八
合

泉
州
泉
郡
坂
本
新
田

但
、
延
宝
五
年
開
発
御
検
地
帳
一
冊
之
表

内

弐
拾
石
六
斗
七
升
五
合

安
太
夫
支
配

弐
拾
壱
石
三
斗
三
升
三
合

弥
兵
衛
支
配

て
外
高
八
斗

子
年
開
発
安
太
夫
分

但
、
宝
永
二
酉
年
開
発
御
検
地
帳
一
紙
表

一
、
外
高
七
斗
五
升
六
合

寅
年
開
発
安
太
夫
分

但
、
宝
永
七
寅
年
開
発
御
検
地
帳

弥
兵
衛
弐
斗
八
升
八
合

安
太
夫
七
斗
五
升
一
合

一
、
外
高
六
斗
八
升
六
合

申
開
発

安
太
夫
分

但
、
宝
永
元
申
開
発
御
検
地
帳
一
冊

弥
兵
衛
と
半
分
面

一
、
外
高
六
斗
弐
升
七
合

成
年
開
発
安
太
夫
分

但
、
享
保
一
二
成
年
開
発
検
地
一
紙
表

高
合
弐
拾
三
石
五
斗
四
升
四
合

安
太
夫
支
配
分

右
は
坂
本
村
領
内
荒
芝
之
所
、
安
太
夫
・
弥
兵
衛
先
祖
之
者
、
御
地
頭

E
申
請
、

延
宝
五
年

E
以
来
開
発
一
村
取
立
、
全
本
村
構
無
之
新
田
畑
所
持
仕
候
、
則
新
田

本
村
四
至
境
[
目
]
委
細
絵
図
〔

]
坂
本
村
庄
屋
連
判
有
之
候
、
右
之
場
所
井

山
林
・
空
地
・
受
法
寺
境
内
・
会
所
家
・
其
外
百
姓
建
渡
候
家
共
、
不
残
安
太
夫

支
配
い
た
し
所
持
候
分
、
此
度
要
用
之
儀
ニ
付
、
御
地
頭
へ
も
御
頼
申
上
、
安
太

夫
支
配
分
新
銀
=
一
拾
三
貫
目
ニ
相
極
売
渡
、
則
銀
子
憐
請
取
申
所
実
正
明
白
也
、

尤
御
検
地
帳
井
連
判
有
之
絵
図
相
渡
申
候
、
然
上
ハ
向
後
其
方
御
支
配
被
成
、
御

年
貢
[

]
可
被
成
候
、
新
田
ニ
寵
[
在
候
]
百
姓
共
安
太
夫
宛
地
抱
百
姓
紛
無

御
座
候
問
、
此
以
後
は
貴
殿
御
支
配
被
成
、
如
何
様
[

]
ま
か
せ
ニ
可
被
成
候
、

此
回
畑
之
儀
ニ
付
他
之
違
乱
妨
毛
頭
無
之
侯
筈
、
如
何
様
之
六
ケ
敷
儀
出
来
申
候

共
、
此
判
形
之
者
共
罷
出
、
急
度
時
明
、
其
元
へ
御
難
儀
等
申
間
敷
候
、
右
田
畑

之
儀
、
当
卯
年
主
二
年
を
限
り
巳
年
迄
、
右
之
銀
子
三
拾
三
貰
目
取
弁
申
候
ハ
ミ
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新
田
新
畑
此
方
へ
御
売
戻
し
被
成
候
定
也
、
一
二
年
過
候
へ
ハ
流
し
地
ニ
成
候
問
、

其
節
此

享《方
保Eへ
八三不
gp~ 及

年御

I里
廿
ノ¥

日
]
御
支
配
可
被
成
候
、
為
後
日
証
文
、
の
如
件

泉
州
泉
郡
我
孫
子
池
浦
村
新
田
売
主

寺
田

安
太
夫

寺
田

喜
多
平

同

口
回
仙
右
衛
門

証
人
豊
中
村

辻
村
茂
左
衛
門

証
人
新
田
村

弥
兵
衛

大
坂
新
天
満
町

大
坂
屋
仁
兵
衛
殿

表
書
之
通
、
相
違
無
之
者
也

北
川
源
兵
衛



開発人所持高の内訳

弥次兵衛分 喜左衛門分

面積(反ー畝一分) 斗代(石) 高(石) 面積(反ー畝一分〉 斗代(石〉 高(石)

田 4-9-20 0.7 3.476 5-0-13 0.7 3.530 
39"':7-10 0.45 17.880 38-1-15 。.45 17.167 

t田 内帳面之内過引 0.023 内帳面之内過引 0.022 

残 17.857 残 17.145 
メE当3、 21.333 20.675 

屋敷
0-8-16 2-1-10 

合2-9-26(1.35石〕

惣合43.3558-1.350(屋敷分引) =納高42.008

図表3

木
村
茂
兵
衛

井
上
治
太
夫

こ
こ
に
は
、
寺
田
安
太
夫
分
と

し
て
大
坂
助
松
屋
仁
兵
衛
に
売

却
す
る
分
が
書
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
外
高
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
前
述
の
通
り
、
延
宝
の
新

開
改
の
後
に
な
っ
て
高
請
地
と

9
 

n
「2

 
2
 

1
 

箱松赤釦
弥
兵
衛
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
高
は
、

臨
享
保
期
に
な
っ
て
も
上
下
す
る

帥
こ
と
が
な
く
、
一
定
し
て
い
る

q
 

術
の
で
あ
る
。
し
か
も
安
太
夫
持

草
地
だ
と
か
安
太
夫
壁
一
品
ど
い
う

賄
よ
う
な
単
な
る
高
で
は
な
く
、

配
「
安
太
夫
支
配
分
」
と
あ
る
。
第

耐
三
に
、
詳
細
は
次
章
で
後
述
す

新一
山
る
が
、
こ
の
支
配
分
単
位
に
来

「

住
し
た
百
姓
(
無
高
百
姓
)
は
、

典出

な
っ
た
部
分
で
あ
る
。
逆
に
い

え
ば
、
延
宝
期
に
設
定
さ
れ
た
、

寺
田
喜
左
衛
門
l
安
太
夫
と
、

す
べ
て
、
開
発
人
二
人
い
ず
れ

か
の
「
抱
百
姓
」
と
い
う
形
式
を
と
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
「
支
配
分
」
と
は
、
開
発
人
に
よ
る
土
地
所
持
と
土
地
所
持

に
対
応
す
る
年
貢
納
入
の
単
位
で
あ
り
、
か
つ
全
体
と
し
て
開
発
権
を
含
め
た
、

ま
さ
に
開
発
人
に
よ
る
開
発
「
請
所
」
と
い
え
よ
'
九
噌
支
配
分
の
高
は
、
単
な
る

土
地
所
持
高
だ
け
で
な
く
、
請
所
の
高
表
記
と
い
う
意
味
を
併
せ
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

イ
.
池
普
請

第
一
章
絵
図
で
、
坂
本
新
田
内
に
は
、
い
く
つ
か
の
類
型
の
池
が
あ
る
こ
と
を

9 述
はべ
、た
延。

宝こ
ノ、L.

年で
(は
一、
六閲
七発
八人
)両
二者
月立
七会
日 の
に池

池っ
浦い
村て
喜見
左て
衛お
門 き
iJ! tこ
播い
磨。

屋史
弥料

兵
衛
に
あ
て
た
一
札
で
あ
る
。

【
史
料
9
】

[
赤
松
・
箱
l
l
m
|
7
]

山
池
普
請
申
[

]
定
之
事

一
、
山
池
[

〕
長
六
拾
[

也

但
し
ね
お
き
四
問
[

内
わ
け

[
一
]
番

弐
拾
壱
問

但
シ
南
/
請
堤

E
中
へ

弥
兵
衛
[
分
]

番

拾
九
間

喜
左
衛
門
分

番

拾
間

弥
兵
衛
[
分
]

四
番

拾
四
間

是
ハ
北
は
し

喜
左
衛
門
分

[ 

]
六
拾
四
間
也

右
山
池
之
儀
、
御
公
儀
様

E
新
開
へ
わ
け
被
下
候
付
、
[
普
]
請
致
候
、
堤
ニ
穴

明
申
[
而
]
堤
下

E
水
も
り
候
而
[

]
又
ハ
堤
三
局
ひ
き
い
有
之
[
候
ハ
h
]

銘
々
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之
長
場
[

]
普
請
可
致
[
候
カ
]
、
井
ニ
樋
入
用
共
ハ
立
合
[

害IJ

符

延士]

宝2出
]と可
六申
年候

午為
]其

/ ~ 

月
七
日

]
状
、
の
如
件池

浦
村

喜
左
衛
門
(
花
押
)

は
り
ま
や
弥
兵
衛
参

こ
の
山
池
は
、
絵
図
で
は
「
坂
本
村
」
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、

実
際
は
、
以
下
述
べ
る
よ
う
に
両
人
立
会
の
池
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
全
体
に

虫
損
が
多
く
読
み
に
く
い
が
、
前
半
は
、
山
池
の
堤
の
全
長
(
六
四
間
)
と
そ
の

内
訳
を
了
、
，
四
番
に
分
割
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る

の
が
、
①
奇
数
が
弥
兵
衛
分
、
偶
数
が
喜
左
衛
門
分
と
交
互
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
②
そ
の
堤
も
弥
兵
衛
分
(
幻

+
m
H
担
問
)
、
喜
左
衛
門
分
(
珂

+
M
H
お

間
)
と
、
ほ
ぼ
公
平
に
分
割
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
続
い
て
本
文
に
目
を
移
す

と
、
③
こ
の
山
池
に
つ
い
て
は
、
新
田
開
発
に
伴
っ
て
公
儀
よ
り
開
発
人
に
与
え

ら
れ
、
開
発
人
両
人
が
普
請
を
し
た
こ
と
、
④
池
の
堤
に
穴
が
あ
い
た
り
、
堤
下

か
ら
水
が
洩
れ
た
り
す
る
な
ど
、
修
覆
普
請
が
必
要
な
場
合
ゃ
、
樋
入
用
な
ど
の

必
要
経
費
に
つ
い
て
は
、
開
発
人
が
、
分
割
(
お
そ
ら
く
間
数
に
応
じ
て
)
し
て

負
担
し
て
い
る
こ
と
が
約
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
第
一
に
、
立
会
池
の
場
合
、
二
人
の
開
発
人
が
、
池
を
普
請
し
そ

の
費
用
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
池
も
新
固
と
共
に
開
発
人
に
下

付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
開
発
に
欠
か
せ
な
い
用
水
普
請
が
セ
ッ

ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
池
差
配
は
新
田
(
高
請
地
)
と
と
も
に
開
発
人
の

一
定
の
役
割
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
場
合
の
池

普
請
は
、
公
儀
普
請
で
は
な
く
開
発
人
に
よ
る
白
普
請
で
あ
る
と
い
う
点
も
、

面
で
、
開
発
人
差
配
に
委
ね
ら
れ
た
側
面
[
勧
農
的
側
面
の
委
譲
]
と
い
え
よ
う

か
。
第
二
に
、

一
方
で
、
開
発
に
欠
か
せ
な
い
池
を
築
造
す
る
の
も
開
発
人
の
役

割
で
あ
り
、
し
か
も
池
を
所
有
す
る
こ
と
は
修
覆
普
請
を
伴
う
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
池
の
所
有
・
差
配
は
、
開
発
人
に
委
ね
ら
れ
、
他
村
で
見
ら
れ
る

よ
う
な
水
利
組
織
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
[
小
経
営
に
よ
る
共
同
所
有
の
欠

如
]
。
も
ち
ろ
ん
実
際
用
水
の
管
理
運
営
(
溝
掃
除
な
ど
)
す
る
の
は
来
往
し
た

小
農
民
で
あ
ろ
う
が
、
池
を
所
有
す
る
開
発
人
の
下
に
水
利
を
扱
う
独
自
の
秩
序

は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

ウ
.
寺
社

第
一
章
絵
図
に
存
在
が
確
認
で
き
た
「
受
法
寺
屋
敷
」
は
、
新
田
に
存
在
す
る

唯
一
の
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
受
法
寺
は
禅
宗
黄
葉
宗
万
福
寺
末
寺
で
あ
る
。
し
か
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し
こ
の
受
法
寺
は
近
世
を
通
じ
て
無
住
で
あ
っ
た
。

【
史
料
印
】

[
赤
松
・
箱

1
m
m
]

乍
恐
言
上

坂
本
新
田
村

一
、
受
法
寺
住
持
之
義
、
御
尋
被
為
成
候
ニ
付
、
府
中
村
石
泉
え
相
尋
申
候
処
ニ
、

先
年
受
法
寺
引
寺
之
節
、
拙
僧
を
住
持
仕
、
御
地
頭
様
え
御
願
被
申
候
由
ニ
御

座
候

其
瑚
池
浦
村
と
府
中
村
及
水
論

受
法

主
請
も
相
止
申
候

勿
論
入

院
も

享【無
保プ孝之
十2 御
七五座
年》候
子 事
ノ、
月

坂
本
新
田
村
庄
屋

弥
兵
衛

同

源
次
郎

(
異
筆
)
「
一
、
御
屋
敷
御
代
官
様
被
仰
候
は
、
宝
永
四
亥
年
入
院
、
翌
年
退



院
記
録
御
留
置
被
下
候
筈
ニ
市
、
無
住
ニ
罷
成
、
御
意
之
適
覚
書

記
置
申
候
、
己
上
、
享
保
十
七
子
六
月
廿
四
日
ニ
相
済
申
候
、
己

上

御
代
官
様

f口

史
料
叩
は
、
享
保
一
七
年
に
受
法
寺
住
持
に
つ
い
て
、
領
主
土
屋
氏
よ
り
の
質
問

に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
開
発
し
て
し
ば
ら
く
た
っ
た
宝
永
四

年
(
一
七

O
七
)
受
法
寺
を
坂
本
新
田
に
引
寺
す
る
こ
と
に
な
り
、
府
中
村
石
泉

を
住
持
に
す
る
こ
と
を
、
地
頭
(
土
屋
氏
)
に
願
う
と
こ
ろ
ま
で
話
が
進
ん
だ
。

し
か
し
、
府
中
村
と
(
開
発
人
寺
田
家
の
居
村
)
池
浦
村
(
実
際
は
他
五
ヶ
村
を

含
む
)
と
の
聞
で
水
晶
酬
が
あ
り
、
寺
普
請
・
入
院
と
も
中
止
と
な
っ
た
、
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
受
法
寺
は
、
開
発
後
寺
田
家
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ

て
設
置
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
そ
れ
は
成
功

せ
ず
、
坂
本
新
田
に
お
け
る
寺
と
し
て
屈
は
出
さ
れ
た
も
の
の
、
受
法
寺
屋
敷
と

い
う
敷
地
だ
け
の
、
建
物
も
住
職
も
置
か
れ
な
い
、
ま
さ
に
帳
簿
上
の
寺
院
と
し

て
始
ま
り
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
坂
本
新
田
住
民
に
と
っ
て
の
檀

那
寺
は
、
坂
本
新
田
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
対
応
す
る
(
後
述
)
。

第
一
章
絵
図
に
は
、
弁
財
天
も
み
え
る
。
こ
の
設
置
時
期
は
不
明
だ
が
、
「
新

開
場
ニ
御
座
候
故
、
以
前
よ
り
之
社
無
御
座
、
開
発
後
小
嗣
建
候
而
、
村
方
氏
神

と
尊
敬
仕
候
」
[
赤
松
・
箱
l
l
m
|
5
]
と
い
う
記
載
か
ら
考
え
て
、
開
発
直

後
に
勧
請
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
の
ち
に
は
、
こ
こ
で
座
が
営
ま
れ
て
い

く
(
後
述
)
。

以
上
か
ら
、
開
発
人
に
は
、
新
国
内
に
新
た
な
共
同
性
を
生
み
出
す
中
核
装
置

と
し
て
、
寺
社
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

工
.
開
発
人
H
庄
屋

史
料
日
は
、
延
宝
八
年
(
一
六
八

O
)
一
一
月
一
三
日
に
、
こ
れ
も
開
発
人
同

士
で
交
わ
さ
れ
た
一
札
で
あ
る
。

【
史
料
U

】

[
赤
松
・
箱

I
m
-
-
m
]

証
文
之
事

一
、
坂
本
新
田
村
御
公
儀
御
用
支
配
之
儀
、
弥
二
兵
衛
・
我
等
両
人
ニ
而
糊
年
ニ

相
勤
候
ニ
付
、
当
年
之
〔
御
免
]
定
、
其
方
へ
請
取
支
配
被
申
候
筈
ニ
候
へ
共
、

弥
二
兵
衛
相
果
、
其
方
儀
若
年
ニ
付
、
当
申
御
免
定
我
等
方
へ
請
取
申
候
、
其

方
成
人
被
致
壱
分
之
働
被
致
候
時
分
ハ
、
先
年
之
通
諸
事
格
年
ニ
相
勤
可
申
候
、

為
其
何

延【而
宝語如

fEG件
T 仁》

申
十

月
十

日

池
浦
村
庄
屋
喜
左
衛
門
(
印
)

坂
本
新
田
村
弥
五
郎
殿

坂
本
新
田
村
の
「
御
公
儀
御
用
支
配
」

(
H
圧
屋
の
任
務
)
に
つ
い
て
は
、
弥
二

兵
衛
(
弥
兵
衛
)
と
喜
左
衛
門
が
隔
年
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
今

年
の
免
定
は
、
弥
兵
衛
が
請
取
・
支
配
(
割
賦
)
の
筈
だ
が
、
弥
兵
衛
が
死
去
し
、

そ
の
枠
弥
五
郎
も
若
年
な
の
で
、
例
外
的
に
喜
左
衛
門
が
受
け
取
る
こ
と
を
取
り

決
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
庄
屋
役
は
開
発
人
二
人
が
共
に
担
ぃ
、
②
土
地
所

持
同
様
、
公
平
に
隔
年
に
勤
め
る
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
、
③
喜
左
衛
門
は
池
浦

村
在
住
で
、
新
田
に
は
不
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
坂
本
新
田
の
庄
屋
役
を
勤

め
て
い
た
こ
と
、
が
明
ら
か
で
あ
る
。
開
発
当
初
の
段
階
で
は
、
開
発
人
で
あ
る

こ
と
と
圧
屋
で
あ
る
こ
と
と
は
相
即
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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(4)
小
括

元
和
|
寛
永
期
に
典
型
的
な
「
既
成
集
落
の
周
縁
地
域
の
耕
地
化
」
の
新
関
、

そ
れ
も
小
領
主
|
小
農
民
が
主
体
と
な
り
、
幕
府
・
領
主
と
密
接
な
関
連
を
も
ち

な
が
ら
こ
れ
を
推
進
す
る
と
い
う
新
聞
の
あ
り
方
は
、
当
該
地
域
も
含
ま
れ
る
畿

宙》

内
の
新
田
開
発
の
特
色
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
こ
の
坂
本
新
田
の
場
合
は
、
時
期
的

に
は
遅
い
事
例
と
な
る
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
特
色
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

以
下
の
点
を
新
た
に
指
摘
し
う
る
。

第
一
に
、
開
発
方
法
で
あ
る
。
青
山
氏
と
関
係
の
深
い
開
発
人
三
人
は
、
既
に

坂
本
村
田
畑
で
あ
っ
た
箇
所
(

V

)

を
除
き
、
①
古
闘
の
再
開
発
と
、
③
未
開
発
の

原
野
を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
発
が
展
開
し
た
。
二
年
間
で
開
発
が
進
む

が
、
未
開
発
の
芝
原
(
山
芝
)
も
残
く
存
在
し
た
ま
ま
新
聞
改
を
う
け
、
芝
地
を
含

め
た
新
田
が
成
立
し
た
。
生
産
の
無
い
芝
地
の
分
の
年
貢
分
を
負
担
し
て
で
も
、

新
団
地
を
領
域
的
に
囲
い
込
み
請
所
と
す
る
こ
と
が
、
本
村
坂
本
村
と
の
関
係
で

重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
開
発
人
の
性
格
で
あ
る
。
開
発
人
二
人
だ
け
が
新
田
を
所
有
し
た
の

で
あ
る
(
開
発
人
H
土
地
所
持
H
庄
屋
)
。
こ
の
二
人
と
も
青
山
氏
と
密
接
な
関

連
を
も
っ
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
性
格
の
違
い
も
見
い
だ
せ
た
。
弥
兵
衛
は
、

大
坂
町
人
か
ら
新
田
に
来
住
し
在
地
化
し
た
が
、

一
方
の
喜
左
衛
門
は
、
近
隣
村

に
あ
っ
て
、
新
田
に
は
来
住
し
な
い
。
こ
う
し
た
違
い
を
も
つ
が
、
開
発
人
と
し

て
庄
屋
機
能
に
つ
い
て
は
、
共
に
隔
年
で
遂
行
し
て
い
た
。

第
三
に
、
以
上
の
点
と
も
重
な
る
が
、
開
発
人
の
性
格
は
、
単
に
土
地
所
持
者

で
庄
屋
を
兼
ね
て
い
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
持
つ
。
新
田
は
、
二
人
の

開
発
人
が
拝
領
し
た
「
請
所
」
「
支
配
分
」
で
あ
り
、
土
地
・
池
の
所
有
の
側
面

を
独
占
し
た
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
土
地
所
持
は
も
ち
ろ
ん
持
高
と
し
て
表

現
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

一
般
的
な
百
姓
的
所
持
の
意
味
を
超
え
た
開
発
請
負
人

と
し
て
の
権
利
の
意
味
が
そ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
興
味

深
い
の
は
、
開
発
人
に
よ
る
土
地
所
持
が
継
続
す
る
享
保
八
年
ま
で
は
、
「
地
主
」

と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
開
発
H
土
地
所
持
が
一
体
と

な
っ
た
ま
古
に
開
発
人
の
「
請
所
」
で
あ
る
と
い
う
状
態
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ

る
。
「
地
主
」
と
い
う
表
現
は
、
開
発
人
喜
左
衛
門
分
が
開
発
人
以
外
に
手
放
さ

れ
た
享
保
八
年
以
降
(
初
見
は
享
保
一
一
一
年
[
赤
松
・
箱

1
1
m
l
m
]
)

見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
開
発
当
初
の
あ
り
方
は
、
享
保
期
以
後
の
村
落
構
造
の
展
開
を
、

強
く
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

補
論

冗
禄
一
二
年
(
一
六
九
九
)
の
新
開
を
め
ぐ
る
争
論

坂
本
新
田
成
立
経
緯
や
場
所
に
つ
い
て
、
前
述
の
論
点
を
補
強
す
る
興
味
深
い

史
料
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
。
な
お
、
こ
の
史
料
は
、
現
存
が
確
認
さ

れ
な
い
文
書
で
あ
り
、
『
和
泉
市
史
』
第
一
一
巻
・
五
四
五

1
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。こ

の
史
料
は
、
坂
本
新
田
庄
屋
二
人
か
ら
、
「
宿
所
両
人
」
す
な
わ
ち
こ
の
争

論
に
検
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
代
官
手
代
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
坂
本
新

田
が
こ
う
し
た
文
書
を
提
出
す
る
ま
で
に
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
。



一
条
目
。
ま
ず
こ
の
争
論
は
、
信
太
郷
か
ら
、
「
坂
本
村
領
内
の
永
荒
場
所
の

荒
起
畑
が
、
新
関
で
溜
池
へ
の
込
水
の
障
害
と
な
る
」
と
、
訴
訟
し
た
こ
と
に
端

を
発
し
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
帯
は
、
信
太
丘
陵
の
南
端
の
、
ま
さ

に
、
坂
本
新
田
開
発
の
周
辺
で
あ
る
。
信
太
丘
陵
の
南
西
端
を
め
く
っ
て
は
、
既

に
寛
文
五
年
(
一
六
六
五
)
に
信
太
郷
と
黒
鳥
村
・
一
条
院
村
と
の
問
で
、
草
刈

場
争
論
が
あ
り
、
老
中
の
裁
定
で
、
境
界
が
示
さ
れ
て
い
る
[
河
野
家
旧
蔵
文
書
・

絵
4
]
。
し
か
し
、
そ
の
南
東
に
連
な
る
坂
本
村
と
の
間
に
は
、
こ
れ
ま
で
争
論

は
起
き
て
お
語
り
ず
、
裁
定
に
よ
る
境
界
は
一
不
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
問

題
と
な
っ
た
地
帯
は
、
信
太
郷
に
と
っ
て
は
、
溜
池
へ
の
溝
手
と
し
て
重
要
で
あ

り、

一
方
坂
本
村
か
ら
は
新
聞
が
進
み
、
さ
ら
に
延
宝
期
の
坂
本
新
田
の
開
発
が

展
開
し
て
き
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
お
こ
り
得
べ
く
し
て
お
こ
っ
た
一
件
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
信
太
郷
か
ら
京
都
町
奉
行
所
に
こ
の
一
件
は
持
ち
込
ま
れ
、
上
方

代
官
の
手
代
二
人
が
検
使
と
し
て
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
。
以
下
は
、
検
使
を
前
に

し
て
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

坂
本
村
か
ら
は
、
「
信
太
郷
の
い
う
よ
う
な
新
聞
で
は
な
く
、
古
荒
起
で
あ
る
。

信
太
郷
が
訴
え
て
い
る
荒
場
は
、
む
し
ろ
坂
本
村
本
田
の
続
き
に
あ
り
、
最
近
坂

本
村
側
で
荒
起
し
た
時
に
、
信
太
郷
の
庄
屋
年
寄
に
も
案
内
し
て
見
せ
た
場
所
で

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
信
太
郷
か
ら

H

荒
起
場
H

と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
弥
五

郎
・
喜
左
衛
門
の
新
田
請
所
で
あ
り
、
坂
本
村
の
古
荒
場
で
は
な
い
よ
と
の
主

張
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
今
回
の
論
場
は
、
坂
本
村
と
は
関
わ
り
な
く
、
新
田
地

内
だ
、
と
い
う
の
が
坂
本
村
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
国
側
が
呼
び
出

さ
れ
、
新
田
請
所
と
今
回
の
論
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
返
答
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
田
か
ら
は
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。
「
二
四
年
前
の
延
宝
三
年
(
一
六
七
二
一
)

に
坂
本
村
が
前
の
領
主
青
山
因
幡
守
領
分
だ
っ
た
と
き
、
坂
本
村
高
以
外
の
空
地

分
を
、
開
発
人
二
人
の
請
所
新
田
と
命
ぜ
ら
れ
、
高
四
二
石
八
合
と
な
り
、
毎
年

の
免
定
に
も
「
坂
本
新
田
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
論
所
場
に
つ
い
て
は
、

坂
本
村
よ
り
古
荒
場
で
あ
る
(
新
聞
で
は
な
い
〕
と
主
張
さ
れ
た
の
で
、
ま
た
我
々

が
請
所
新
田
場
と
し
て
許
さ
れ
た
場
所
以
外
に
、
坂
本
村
領
内
空
地
の
分
も
請
所

と
な
り
、
以
来
自
由
に
開
発
し
て
き
て
い
る
の
で
、
今
回
信
太
郷
か
ら
案
内
し
た

場
所
は
、
坂
本
村
百
姓
の
申
分
の
よ
う
に
、
新
開
請
所
の
方
で
あ
り
ま
す
。
」

こ
の
新
国
側
の
主
張
か
ら
は
、
新
田
開
発
の
経
過
に
つ
い
て
、
極
め
て
興
味
深

い
点
が
窺
え
る
。
第
一
に
、
新
田
が
、
開
発
人
二
人
の
「
新
回
請
所
」
な
い
し
は

「
請
所
新
田
場
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
新
田
は
、
坂
本
新
田
と
し
て
ま
ず

成
立
し
そ
の
後
に
二
人
の
開
発
人
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
新
田
は
開

発
人
の
請
負
場
所
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
請
所
に
つ
い
て

「
坂
本
新
田
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
興
味
深
い

の
は
、
「
請
所
」
の
場
所
で
あ
る
。
①
御
請
所
新
田
場
だ
け
で
な
く
、
②
坂
本
村

領
内
の
空
地
も
請
所
と
な
り
、
自
由
に
開
発
し
て
き
た
、
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

①
こ
そ
が
、
史
料
②
の
「
古
関
」
に
対
応
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二
条
目
以
降
も
、
検
使
と
の
や
り
と
り
が
続
く
。
第
一
条
中
で
の
新
田
側
の
返

答
を
う
け
て
、
検
使
か
ら
次
の
よ
う
な
質
問
が
発
せ
ら
れ
た
。
「
新
聞
を
請
負
つ

た
時
に
、
坂
本
村
空
地
の
芝
原
を
開
発
人
両
人
が
支
配
す
べ
し
と
い
う
青
山
氏
か

ら
の
証
文
が
あ
っ
た
の
か
ワ
」
。
こ
れ
に
対
し
、
新
田
側
は
次
の
よ
う
に
返
答
し

た
。
「
も
と
坂
本
村
内
の
空
地
の
芝
原
の
分
に
つ
い
て
の
支
配
を
保
証
す
る
証
文
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は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
次
の
よ
う
な
開
発
の
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
坂
本
村
百
姓

が
鍬
聞
き
し
た
場
所
を
、
延
宝
一
二
年
に
開
発
人
両
人
が
請
負
い
、
そ
の
秋
に
改
め

の
た
め
に
因
幡
守
役
人
が
来
村
、
坂
本
村
百
姓
中
に
手
形
の
提
出
を
命
令
さ
れ
、

鍬
開
場
所
(
「
古
関
」
)
だ
け
で
な
く
、
空
地
の
芝
間
(
「
芝
原
」
)
も
詳
細
に
改
め

ら
れ
た
上
で
、
す
べ
て
開
発
人
両
人
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
一
一
年
後
の
延
室
五
年
検

地
を
請
け
、
高
四
二
石
八
合
の
水
帳
を
証
文
と
し
て
下
付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
御

検
使
に
あ
っ
て
は
、
現
在
こ
の
検
地
帳
を
み
て
も
、
検
地
帳
は
田
畑
だ
け
で
、
こ

れ
を
み
て
空
地
の
芝
聞
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
、
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
空
地
の
芝
聞
は
す
べ
て
新
聞
改
め
を
う
け
た
の
で
あ
り
、
坂
本
村
に
空

地
の
芝
聞
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
ま
さ
に
史
料

i
の
分
析
と
対
応
す
る
経
緯
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
条
目
は
、
「
空
地
を
開
い
た
な
ら
、
高
が
増
す
の
か
、
あ
る
い
は
、
請
所
な

の
で
空
地
の
芝
聞
を
聞
い
て
も
高
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
徳
分
に
な
る
の
か
」

と
検
使
よ
り
質
問
が
あ
り
、
開
発
人
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
新
開
改
の
際

は
、
鍬
開
以
外
は
大
半
が
芝
原
の
ま
ま
検
地
を
請
け
た
。
ま
た
地
面
の
高
低
が
あ
っ

た
り
、
白
地
で
手
間
が
い
る
分
は
、
少
し
づ
っ
開
発
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
開
発

が
追
い
つ
か
ず
作
付
で
き
な
い
場
所
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
新
田
高
四
二
石

の
内
部
を
年
々
闘
い
て
い
ま
す
。
帳
面
以
外
の
空
地
を
開
発
し
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
新
た
に
新
開
改
を
う
け
る
の
で
も
、
高
が
増
す
わ
け

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
」

こ
こ
で
は
、
新
開
改
の
時
に
既
に
開
発
が
展
開
し
た
部
分
と
ま
だ
芝
原
の
ま
ま

の
場
所
も
含
め
て
、
新
開
改
め
を
・
つ
け
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
後
の
開
発
も
高
誇

地
内
部
の
開
発
に
と
ど
ま
る
(
こ
の
時
点
で
は
)
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
も
前

述
の
史
料
⑥
の
分
析
と
対
応
す
る
。

四
条
目
は
、

n
新
田
の
絵
図
は
あ
る
か
M

と
の
検
使
か
ら
の
質
問
に
対
し
、
「
先

年
領
主
へ
絵
図
を
差
し
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
相
も
な
く
、
ま
た
領
主
よ

り
下
付
さ
れ
た
絵
図
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
の
証
文
と
し
て
水
帳

を
下
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
」
と
坂
本
新
田
が
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
村
に
お
け
る

検
地
帳
の
重
要
性
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
(
後
述
第
三
章

(
2
)

参
照
)
。

第

葦

坂
本
新
田
の
展
開

(1)
土
地
所
持
者
の
変
遷

70ー

第
一
章
絵
図
で
は
、
寺
田
分
が
大
坂
助
松
屋
仁
兵
衛
に
売
却
さ
れ
て
い
た
。

で

は
、
坂
本
新
田
の
そ
の
後
の
土
地
所
持
者
は
、
以
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
図
に
し
た
の
が
、
図
表
4
で
あ
る
。

一
見
し
て
明
ら
か

な
よ
う
に
、
開
発
人
二
人
に
対
応
し
て
所
持
者
が
二
系
統
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
当
初
は
、
開
発
人
二
人
だ
け
の
所
有
で
あ
る
ロ
こ
れ
は
前
述
し
た
「
支

配
分
」
で
あ
り
開
発
請
負
地
と
そ
こ
で
の
土
地
所
持
が
一
体
で
あ
っ
た
時
期
で
あ

る

こ
の
枠
組
み
に
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
弥
兵
衛
分
で
あ
る
。
弥
兵
衛
分
を
み
る

と
、
ま
ず
、
元
文
三
年
(
一
七
三
八
)
ま
で
の
聞
に
、
弥
兵
衛
家
は
、

一
O
数
石

に
所
持
高
を
減
少
し
、
残
り
の
約
五
O
%が
他
村
百
姓
、
し
か
も
池
田
下
村
百
姓

に
所
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
池
田
下
百
姓
の
う
ち
、
幕
末
ま



で
所
持
し
つ
づ
け
る
弥
右
衛
門
は
、
池
田
下
村
泉
財
の
年
寄
役
で
、
文
化
期
に
は

池
田
下
村
内
だ
け
で
一

O
O石
を
所
持
し
、

一
橋
領
知
の
取
締
役
(
文
政
五

1
天

保
三
)
に
も
な
る
家
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
兵
衛
は
、
池
田
下
村
願
成
の
百
姓
で
、

主
に
金
融
活
動
の
担
い
手
と
し
て
近
世
中
期
に
確
認
で
き
る
者
で
、
黒
鳥
村
黒
川

武
右
衛
門
の
親
類
で
懇
意
で
あ
り
、
武
右
衛
門
が
池
田
下
圧
屋
高
橋
家
に
高
額
の

nm》

貸
付
を
行
う
場
合
に
も
口
入
人
と
し
て
関
与
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り

弥
兵
衛
分
は
、
こ
う
し
た
周
辺
村
の
高
持
に
浸
食
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
藤
兵
衛
所
持
分
は
雑
賀
屋
九
兵
衛
へ
売
却
さ
れ
、
さ
ら
に
近
世
中
期

に
は
、
平
次
郎
・
平
助
・
つ
ゃ
な
ど
、
坂
本
新
田
の
抱
百
姓
も
若
干
で
は
あ
る
が

土
地
所
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
抱
百
姓
の
自
立
化
と
評
す
る
こ
と
も
で
き

《在

ょ
う
c一

方
、
寺
田
喜
左
衛
門
分
は
、
弥
兵
衛
分
と
は
対
照
的
に
、
分
割
売
却
で
は
な

く
、
二

O
石
六
斗
七
升
五
合

+α
土
地
を
丸
ご
と
売
却
す
る
形
で
展
開
す
る
。
喜

左
衛
門
か
ら
大
坂
助
松
屋
に
譲
ら
れ
た
後
、
す
ぐ
に
佐
野
村
兵
七
・
佐
野
村
十
兵

衛
・
佐
野
村
七
兵
衛
へ
と
売
り
渡
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
佐
野
村
の
所
持

者
に
つ
い
て
は
、
同
じ
家
で
あ
る
か
ど
う
か
関
連
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
助
松
屋

に
売
却
す
る
際
の
第
一
章
史
料
1
に
食
野
兵
七
郎
と
出
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ

ば
、
廻
船
豪
商
で
あ
る
佐
野
の
食
野
家
と
の
関
連
が
深
い
人
物
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
助
松
屋
と
食
野
と
の
聞
で
新
田
所
持
の
移
動
が
短
期
間
の

閑
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
も
助
松
屋
と
食
野
と
の
関
係
の
深
さ
を
み

て
と
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
推
測
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
土
地
も
、
そ
の
後
、
宝

暦
九

1
一
二
年
(
一
七
五
九

i
六
一
一
)
の
聞
に
、
佐
野
村
の
土
地
所
持
者
の
手
を
放

れ
、
坂
本
新
田
の
近
隣
村
で
あ
る
万
町
村
伏
屋
家
に
売
却
さ
れ
る
。
こ
の
伏
屋
家

は
二
七
世
紀
後
半
に
は
周
辺
地
域
の
俳
句
活
動
の
中
心
で
、
ま
た
契
沖
を
延
宝

一一

1
六
年
に
滞
在
さ
せ
る
な
ど
、
地
域
の
文
化
的
中
心
と
し
て
知
ら
れ
る
。
万
町

村
高
六
一
七
石
余
の
う
ち
、
享
和
三
年
の
村
内
所
持
高
だ
け
で
一
八
二
石
余
と
、

泉
郡
内
で
も
一
、
ニ
を
あ
ら
そ
う
大
高
持
で
あ
る
。
ま
た
、
堺
・
少
林
寺
町
に
間

口一

O
聞
の
町
屋
敷
を
所
持
し
、
宝
永
期
に
は
近
隣
伏
屋
新
田
を
開
発
し
て
い
る

(
享
保
期
に
一
村
丸
ご
と
坪
井
村
津
久
太
夫
に
売
却
)
。
土
屋
領
期
に
は
、
大
庄
屋

で
苗
字
帯
万
が
許
さ
れ
て
お
り
、

《

mv

勤
め
て
い
る
。

一
橋
領
知
以
後
も
寛
政
六
年
ま
で
惣
代
庄
屋
を

以
上
の
寺
田
分
の
そ
の
後
の
土
地
所
持
者
の
変
遷
か
ら
は
、
次
の
点
が
注
目
さ

れ
る
。
第
一
に
、
支
配
分
相
当
の
土
地
が
丸
ご
と
売
却
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
図
表

で
は
、
そ
の
所
持
高
に
若
干
増
減
が
み
え
る
が
、
少
な

4
と
も
、
延
宝
期
の
安
太

夫
支
配
分
二

O
石
六
斗
七
升
五
合
は
変
わ
る
こ
と
な
く
所
持
さ
れ
つ
づ
け
る
の
で

あ
る
。
第
一
一
に
、
享
保
八
年
に
寺
田
家
か
ら
、
大
坂
助
松
屋
仁
兵
衛
に
売
却
し
た

際
に
、
宛
地
の
抱
百
姓
も
支
配
替
と
な
り
新
し
い
土
地
所
持
者
の
抱
百
姓
と
な
る

こ
と
を
、
土
地
所
持
者
・
買
得
者
間
で
取
り
決
め
て
い
る
(
後
述
)
。

こ
の
よ
う
に
支
配
分
が
丸
ご
と
売
却
さ
れ
る
の
は
、

一
方
の
開
発
人
弥
兵
衛
が

在
地
に
定
住
し
た
の
に
対
し
、
開
発
人
寺
田
喜
左
衛
門
は
新
国
に
居
住
す
る
こ
と

な
く
、
近
隣
に
あ
っ
て
、
そ
の
中
間
得
分
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
享
保
期
以
降
、
土
地
所
持
者
は
「
地
主
」
と
表
現
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
開
発
と
は
無
関
係
に
土
地
所
持
者
が
展
開
す
る
こ
と

の
証
左
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
開
発
と
土
地
所
持
が
即
白
的
で
あ
っ
た
状
態
か
ら
、
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開
発
と
土
地
所
持
が
分
離
し
た
の
で
あ
る
。

(2)
庄
屋
の
変
遷

ア
弥
兵
衛
方
と
喜
左
衛
門
方

で
は
、
開
発
人
の
も
う
一
つ
の
機
能
で
あ
る
圧
屋
は
、
以
上
み
た
土
地
所
持
者

の
変
遷
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
性
格
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
図
表
4
に
坂
本
新

田
の
村
役
人
の
変
遷
を
併
記
し
た
図
表
5
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

開
発
人
二
人
と
も
庄
屋
で
あ
っ
た
状
態
の
後
、
ま
ず
、
弥
兵
衛
方
は
、
支
配
分
を

分
売
し
て
も
庄
屋
を
引
き
続
き
勤
め
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
喜
左

衛
門
方
は
、
売
却
し
て
も
次
の
「
地
主
」
が
圧
屋
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
開
発
人
H
庄
屋
の
権
限
も
、
土
地
所
持
の
移
動
と
共
に
、
次
の
土
地
所

持
者
に
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
若
干
の
変
化
も
見
ら
れ
る
。

【
史
料
ロ
】

[
赤
松
・
箱

1
l
m
l
m
]

一
札
之
事

拝、

領 a
被坂
成本
、新

諸国
事村
半畑
分之
宛義
支串
配畠

Z若
産自

衛
喜
左池
衛浦
門村
方喜
畑左
私衛
え門
買両
請人
、と

b し
依て

之
新
田
畑
開
発
之
時
分
申
合
シ
之
義
有
之
、
互
-
一
証
文
取
替
シ
由
ニ
而
、
御
水

帳
井
御
免
定
之
義
ハ
隔
年
ニ
庄
屋
相
勤
、
当
番
之
方
ニ
右
水
帳
井
御
免
定
所
持

可
被
成

C 約
右束
喜ニ
左而
衛
門定
畑之
私通
え り
震互
請 ニ
候役
ニ義
付相
、動

以
来右
も両
是通
迄共
之隔
型年
間-

t~ 支

停要
二成

候
処
、

彼
是
存
ニ
付
、
御
公
儀
様
え
御
訴
詔
申
上
候
処
、
被
為
聞
召
分
、
御
免
定
諸
事

其
外
諸
物
等
は
貴
殿
之
所
持
ニ
被
為

仰
付
、
御
水
帳
は
私
方
ニ
所
持
致
候
機

ニ
御
申
付
、
互
ニ
奉
承
知
、
依
之
証
文
取
替
シ
申
候
、
何
時
成
共
御
用
之
節
ハ

御
水
様
・
御
免
定
共
御
用
之
聞
も
欠
ヶ
不
申
様
ニ
相
互
ニ
可
仕
候
、
為
其
一
札

主日
此

事《ニ
保E候
十三
三》以
年上
申
七
月

者弥十
善兵兵
警衛衛

参重弥
'兵兵
幸衛衛

享
保
一
三
(
一
七
二
八
)
年
、
喜
左
衛
門
分
を
、
助
松
屋
仁
兵
衛
・
佐
野
村
兵
七

を
経
て
、
佐
野
村
十
兵
衛
が
そ
っ
く
り
買
い
受
け
所
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
の

証
文
で
あ
る
。

b
で
は
、
新
田
畑
開
発
時
の
申
合
と
し
て
、
水
帳
・
免
定
は
隔
年

に
庄
屋
が
勤
め
、
隔
年
で
所
持
し
支
配
(
年
貢
割
な
ど
差
配
)
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
第
二
章

(
3
)
エ
で
述
べ
た
点
と
同
じ
で
あ
る
。
注
目

し
た
い
の
は
、

c
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
今
回
喜
左
衛
門
畑
を
買
い
受
け
た
の
で
、

重
兵
衛
も
隔
年
で
差
配
す
べ
き
と
こ
ろ
、
問
題
が
生
じ
、
重
兵
衛
方
が
公
儀
に
訴

訟
、
以
下
の
点
が
承
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
文
書
を
隔
年
で
受
け
取
る
の
で
な

く
、
文
書
の
う
ち
、
免
定
な
ど
諸
書
類
は
弥
兵
衛
所
持
、
水
帳
は
重
兵
衛
所
持
と

す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
開
発
当
初
、
開
発
人
H
庄
屋
と
し
て
、
文
書
を
共
同
管
理
し
、
隔
年

で
勤
め
(
人
で
わ
け
る
〕
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
、
免
定
は
弥
兵
衛
、
検
地

帳
は
十
兵
衛
と
、
文
書
を
わ
け
る
こ
と
で
庄
屋
を
共
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
土
地
所
持
者
H
庄
屋
と
い
う
一
体
性
は
継
承
さ
れ
る
も
の
の
、
現
地
で

の
年
貢
上
納
と
土
地
把
握
の
実
質
的
差
配
を
行
う
居
村
地
主
H
庄
屋
の
赤
松
家

-73ー



(
弥
兵
衛
)
と
、
土
地
把
握
の
た
め
の
根
本
史
料
検
地
帳
本
帳
の
保
管
の
み
を
行

う
十
兵
衛
と
い
う
よ
う
に
、
庄
屋
間
に
お
い
て
比
重
が
変
化
し
て
い
く
傾
向
を
読

自》

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
に
、
遡
っ
て
寺
田
家
で
保
管
さ
れ

て
い
た
免
定
も
赤
松
家
に
移
管
さ
れ
て
い
る

[箱

1
l
m
l
u
]。
文
書
の
引
継

も
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

イ
.
下
代
庄
屋

佐
野
村
七
兵
衛
が
「
地
主
」
と
な
る
と
、
「
佐
野
村
七
兵
衛
代
庄
屋
茂
兵
衛
」

(
宝
暦
三
年
「
明
細
書
上
帳
」
[
和
泉
市
史
②
]
)
と
な
り
、
圧
屋
機
能
の
担
い
手

は
、
「
地
主
」
と
同
一
人
物
で
は
な
く
な
る
。

つ
ま
り
、
当
初
の
「
地
主
H
庄
屋
」

と
い
う
一
体
性
を
継
承
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
「
地
主
」

の

「
代
」
「
下
代
」
と

い
う
形
で
、
圧
屋
が
担
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
「
地
主
」
が
万
町
村
伏
屋
権
右
衛
門
と
な
っ
て
も
続
く
。
伏
屋
家

が
所
持
し
て
い
る
聞
の
圧
屋
も

一「

権
右
衛
門
代
圧
屋
利
右
衛
門
Lー
( 

宝
暦

年

宗
門
改
帳
)
と
い
う
よ
う
に
、
「
(
地
主
名
)
代
庄
屋
」
あ
る
い
は

「
下
代
庄
屋
」

と
い
う
肩
書
き
の
つ
く
庄
屋
が
な
る
。
圧
屋
の
担
い
手
も
、
図
表
に
み
る
よ
う
に

比
較
的
頻
繁
に
交
代
し
て
い
る
。
以
上
の
「
地
主
」
と
同
人
物
で
は
な
い
庄
屋
を

以
下
「
下
代
庄
屋
」
と
し
て
考
察
し
よ
う
。

第
一
に
、
「
下
代
庄
屋
」
は
、
「
地
主
」
と
の
関
係
が
濃
厚
な
人
物
が
担
っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
仁
右
衛
門
は
、
無
高
百
姓
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
新
参

で
新
田
に
来
住
と
問
時
に
庄
屋
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
座
家
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

新
田
の
共
同
組
織
と
は
や
や
遊
離
し
た
存
在
で
あ
る
ロ
そ
の
点
で
い
え
ば
、
津
三

郎
な
ど
は
、
人
別
帳
に
存
在
せ
ず
、
外
村
に
あ
っ
て
支
配
人
的
存
在
と
い
え
る
。

第
二
に
、
「
下
代
圧
屋
」
の
機
能
が
、
下
代
圧
屋
は
、
宗
門
人
別
帳
・
村
小
入

用
帳
・
村
明
細
帳
・
金
左
衛
門
関
係
争
論
の
内
済
な
ど
に
、

ほ
ぽ
限
定
さ
れ
て
い

る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
村
小
入
用
割
は
二
人
の
庄
屋
が
隔
年
当
番
で
行
っ

て
い
る
。
し
か
も
小
入
用
帳
は
赤
松
家
が
管
理
し
て
い
る
。

赤
松
家
は
、
所
持
地
を
減
少
さ
せ
な
が
ら
も
、

一
方
の
喜
左
衛
門
方
が
所
持
地

を
新
田
外
部
に
転
々
と
す
る
中
で
、
む
し
ろ
新
田
現
地
で
の
庄
屋
H
地
主
と
し
て

の
立
場
か
ら
、
新
田
の
実
質
的
な
庄
屋
と
し
て
展
開
し
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
、

「
下
代
庄
屋
」
は
、
公
儀
御
用
・
入
用
割
の
み
で
あ
り
、
機
能
的
に
も
人
的
に
も
、

村
落
共
同
体
を
代
弁
す
る
側
面
が
な
い
点
に
特
色
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(3)
村
落
構
成
員

74-

ア
宗
門
改
帳
か
ら

続
い
て
、
村
落
構
成
員
の
動
向
か
ら
、
開
発
の
進
展
と
、

そ
の
後
の
展
開
を
概

観
し
た
い
。

ま
ず
、
新
固
に
お
け
る
家
数
・
人
数
で
あ
る
。
図
表
6
に
よ
れ
ば
、

《

却

》

中
は
そ
れ
ほ
ど
家
数
が
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
一
七
六

0
年
代
ま
で
に
、
急

ぜ
ん

一
七
六

0
年
代
以
降
は
、
漸
増

一
七
世
紀

増
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ま
た
、

で
あ
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
次
に
み
る
宝
暦
一
二
年
(
一
七
六
二
)
宗
門
人

別
帳
で
は
、
百
姓
ニ

O
軒
で
あ
り
吃
ほ
ぼ
入
植
者
が
一
程
度
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た

時
期
に
あ
た
る
。

図
表
7
a
は
、
宗
門
人
別
帳
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
人

別
帳
は
、
現
存
せ
ず
、
唯

『
和
泉
市
史
』
②
の
記
載
が
頼
り
と
な
る
が
、
現
存



家数・人数の変遷

家数 人数 牛

年代
!本百姓::脇不正家

ノ1、1 男 :/;( 
:脇(.E家

出典

貞享 1(1684).11.- 3 2: 1 1 9 8: 7: 4 1 和泉市史@韮出帳{赤松分のみカ)

事保 11(1726)ーー 1 5 80 35: 45 3 箱ト231司 132
延亭 4(1747).5.- 1 9 98 43: 55 5 和泉市史②様子大概帳
宝暦 12(1762).3.- 2 1 73 37: 36 和泉市史②
明和 5(1768).3.ー 74 37: 37 箱 1-231-104
寛政 5(1793).1.ー 2 1 呂 1 36: 45 6 箱 1-231-29廻村覚

文政 4(1821).3.- 23 106 52: 5 4 箱 1-174~ 176 
天保 3(1832) .3.- 25 121 62: 59 箱ト187①@③
天保 3(1832) .-.- 25 1 1 7 58; 59 6 一橋領知村々様子大概書

天保 12(1841).3.- 26 110 5 1: 5 9 箱 1・198・199・200
明治 5(1872).1.- 26 139 63: 7 6 箱 1-211

図表6

す
る
文
政
期
以
降
の
人
別
帳
と
異
な
る
の
は
、
名
前
人
の
経
歴
が
判
明
す
る
点
で

あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
の
長
右
衛
門
ゃ
、
時
の
儀
兵
衛
で
あ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。

ロ

権

右

衛

門

代

利

右

衛

門

抱

百

姓

一

、

浄

土

宗

生

福

寺

旦

那

長

右

衛

門

(

印

)

是
ハ
、
池
浦
村
引
越
罷
有
候

年
五
十
八

+ 8 (日分家・ 2引越)

co 
:
泉
郡
池
田
下
村
真
言
宗
願
成
寺
旦
那

角
兵
衛
百
姓

儀
兵
衛
(
印
)

力日

是
ハ
、
当
村
出
生
ニ
市
御
座
候

こ
う
し
た
名
前
人
の
経
歴
と
、
そ
の
年
齢
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

そ
の
者
が
新

回
に
遅
く
と
も
い
つ
ご
ろ
に
来
往
し
た
の
か
(
当
村
出
生
の
場
合
、
生
年
以
前
に

-5 (1引越・ 4死絶)

そ
の
家
が
来
住
)
、
あ
る
い
は
早
く
て
い
つ
ご
ろ
以
降
に
来
往
し
た
の
か

(
O
O
 

村
よ
り
引
越
の
場
合
、
生
年
以
後
に
来
住
て
あ
る
程
度
推
定
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
こ
れ
を
表
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
経
緯
」
「
入
植
年
」
で
示
し
た
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
判
明
す
る
入
植
状
況
は
、
図
表
B
の
と
お
り
で
あ

る。

天明 3(1783)1122
出典 [赤松・箱1-229]

で
あ
り
、

3
年
寄
源
助
は
弥
兵
衛
(
赤
松
家
)

ま
ず
、
確
実
に
一
七

O
O年
以
前
か
ら
新
田
に
居
住
し
て
い
る
と
判
明
で
き
る

家
〔
入
植
年
を

O
囲
み
)
は
、

四
軒
(
1
・
3
-
m
-
m
)、
可
能
性
を
最
大
限
見
積

も
っ
て
も
六
軒

(
4
・5
・7
・9
・
m
-
U
)
が
加
わ
る
程
度
で
あ
り
、
全
体

の
半
数
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
う
ち
、

-
角
兵
衛
は
開
発
人
弥
兵
衛
家
の
末
商
(
赤

松
家
)

の
分
家
で
あ
る
。
赤
松
家

だ
け
が
伯
太
村
一
向
宗
西
光
寺
を
檀
那
寺
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
明
ら
か

75ー
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d者7b 近世後期の村落構成最も訂
組頭 一四日ミ l抱 ※ 名前 l齢 I天保名3前1813齢2 天保名1前2・ 18;4齢~I天保座13家・1842 1 1 安名政前6・ 18l5齢~I 1番地明治l名テ前1872l齢

I-+E卑1

璽震 = 金2遁皇F兵室衛旦~~:3出17E 4 → 1 IA迭里s:281 @ 1 - 1 4l:ti:~~~:451 = 1 1 :li陸型j59
同ヒ :4l1 l ìI!\;Þ~~~:271 = liI!¥;;'51<m:381 =両編可 →障z衛 1:27 = I 9:JE即日141
同一 : iIl: I NEW I 'T..l'Ir: 42 I = 三 → 宇兵衛" → 怯:JII = 111:iili t1::25 

ー一一 l 一一一 : 一一一 : 1 1 1 - : 1 NEW 1 7: き次部:30
; 清三郎:36 = 清三郎:47 → 常 次 :26 × ー→

組頭 昌寺 1 167 → 伊兵 145= 苦手些 153 @ 1 = → |261鶴 j27
ヒ 1 135 = :64 → 童 1361 @治作 = :53 → 120:治 :J4 

組頭 :{jC1 1 15t兵 :67 → 盟書生出芸 → :211 (@O丘帯、 = → 11 7:源 : 18 
生兵 J61 → = 148 @ 1 = 'J2 165 X I : 一一一l

池浦ι =皇z室E三主L 宮 :65 = → 百143 @ 1 = f耳 :60 → 141喜三郎:44

同 l 一一一; NEW :371 I = 151 = 151周蔵:69
同 氏 庄兵衛143= 正兵衛:55= 兵!i:63 ? 1 IIJ :381 x 1 :-:  
開 l伏 三助:39 →政吉:18 → :161 @ 1 = 1 i!l f:341 == 125政吉:46

i t冨 z』

久 田 主盟ヒ主三盛邑主主以l， 1145 → 平 吉 :101 = 太 吉 :211 1 = 太 吉 :371 = 122: 事 育 :51
組頭 池下 平重郎:541 = 空 次 郎:621 =平次郎 :701 @ 1 = 平次郎:50 → 2 太 :26

一一 l 太四郎:37 = 1 3:::t;:匡四=自自，5521 
組頭 l民 地:441 = 1 '1" J!IJ:551 = 1 '1" J!IJ :641 @ → :381 = 11 2 

l無 ? I !盟九 142 = 九~ß :無 = l九 162 Z 16:~璽九郎:80
ロ之 :261 = 1 Ai'兵 :361 = 1 Mß<~ :451 @ → :五 :27 → 13: 

八 l丘~:461 =八:591 = 1 J¥&s"，，1IIi : 68 。→八;丘 :441 = 1 5: 
治兵t.i:55 = 166 → 148 = 灼兵 :60 → 8 

主塁5 定五郎:551 = 1 A:.li&s :66 → :301 @ 1 = 恒次 ，46 → 6 1H il6 
組 埋IiI'J<寺 弥次郎:421 = 旬結:50 r = 1 5IJ;?k~ß: ワ八 = 弥次 :471 = 1 4 布次~ß:56

久 NEW一普重右衛盗E門lU46 = 新次相:37 → 羽 :321 I = 一善生右呈衛置門1也56E → 18 
11 1 Î!l';Þ~~~ : 681 = 1 î!í';;'5~~~ : 30 →警前 :391 1 = → 21:* t1::29 

:t犬NEW たね:231 = 守 :371 = 三 :47 ロ :63 → 24: 71<昨 IC~

i克 : IN号W さ杢rx;40 → 1 : 131 I = 129 = 19:~平 ':44

i寂寺 有茨百万91 1 x 1 - : INEW~'f''''-!ll 12 3:与三割39
一一 l INEW 塑~郎:21 = 1 lI!ii?(&s :291 1 x 1 - : 1 1:  ' 

一一 : 凶堕室品衛男 10:亀
備考 「※Jの項 NEW 宝暦 12年宗門改帳には存在せず、文政4年に確認できる家 / r抱Jの項 金:(赤松)金左衛門伏伏屋長左衛門

各年の聞の項 =;同 人物 →代替わり NEW 左機以後に来住した家 / 順番は、文政4年の記載順を基本とし、新構成員については随時加えた。

出典 宗門人別帳文政4年[赤松・箱 1・175-6] 天保3年[同・箱 1-187①②③] 天保 12年[同・箱 1-198-200] 安政6年[同・箱 1-207] 明治5年[同・箱1-211]姓省略

その他:延享4年[和泉市史②] 文政3年組頭:[赤松・箱 1-186-②] 天保 13年座家[東阪本六人衆所有文書・ 6]

t-
t-



図
表

B
村

落
構

成
員

・
来

村
時

期
一

覧
宝

暦
12

(1762)
宗
門
改
帳
[
和
呆
市
史
②
]
か
ら

名
前

肩
書

経
緯

歳
来

村
時

期

角
兵
緯
f

5
2
 
1
6
7
3
-
7
5
 

2
 
利

宥
衛

門
権

右
衛

門
代

庄
屋

6
5
 

3
 

源
助

年
寄

当
村

出
生

73 
一
一
一
~

1
6
9
0
 

4
 
五

郎
右

衛
門

当
村

権
四

郎
枠

2
9
 

一
一
-
.
-
1
7
3
4
 

5
 

次
作

権
右

衛
門

抱
百

姓
五

郎
左

衛
門

枠
2
5
 

ーー「・・・
1738:

6
 

清
郎

田
村
よ
り
号
|
越

6
0
 

:
 

1722 

7
 

権
四

郎
権

右
衛

門
抱

百
姓

当
村

出
生

5
7
 

:
 一

一
一
ヶ

1706

8
 

自日
権

右
衛

門
抱

百
姓

3
2
 

:
 

1731 

9
 

平
兵

衛
当

村
出

生
5
9
 

------，-
1704 

10 
庄

次
郎

長
承

寺
村

よ
り

引
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な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
百
姓
代
は
、

の
ち
の
近
世
後
期
に
お
い
て
は
、

組
頭
の
中
か
ら
平
次
郎
(
平
重
郎
)
と
い
う
一
つ
の
家
に
固
定
化
さ
れ
る
(
図
表

5
)
。
つ
ま
り
、
こ
の
宝
暦
一
二
年
の
時
点
で
は
、
既
住
者
・
新
参
来
住
者
と
の

差
異
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
閉
じ
入
植
者
と
し
て
い
わ
ば
「
開
か
れ
た
」
共
向
性
が
、

一
八
世
紀
前
半
ま
で
の
新
田
に
は
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ

る。
さ
ら
に
構
成
員
の
檀
那
寺
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、

こ
こ
に
は
、

坂
本
新
田
の
寺
が
見
あ
た
ら
な
い
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
第
二
章
で
も
ふ
れ
た
よ
う

に
、
受
法
寺
は
帳
簿
上
の
存
在
で
、
現
実
に
は
何
ら
の
機
能
も
持
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
第
二
に
、

6
・ロ

-m-U・
ωの

よ
う
に
、
新
田
へ
の
来
住
者
に
は
、
来
住
以
前
の
村
の
檀
那
寺
と
な
っ
て
い
る
場

合
が
多
い
点
が
重
要
で
あ
る
。
池
田
下
・
坂
本
・
府
中
・
三
固
な
ど
近
隣
の
村
か

ら
の
来
住
が
多
い
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
角
兵
衛
抱
百
姓
の
大
半
が
こ
れ
に
合

ま
れ
る
点
も
特
筆
さ
れ
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
第
三
に
、
池
浦
村
浄
土
宗
生
福
寺

が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
生
福
寺
檀
家
は
、
伏
屋
権
右
衛
門
抱
百
姓

に
集
中
し
て
い
る
。
権
右
衛
門
抱
百
姓
で
、
生
福
寺
檀
家
と
な
っ
て
い
な
い
の
は

6
・
U
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
権
右
衛
門
抱
百
姓
の
大
半
は
生
福
寺
檀
家
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
多
く
は
池
浦
村
住
民
で
あ
っ
た
の
が
開
発
人

池
浦
村
寺
田
氏
の
誘
導
の
下
で
坂
本
新
田
に
入
植
し
た
の
で
あ
る
う
。
さ
ら
に
こ

こ
に
は
、

m
-
Hの
よ
う
に
、
明
ら
か
に
池
浦
村
以
外
か
ら
の
来
住
者
が
含
ま
れ

て
い
る
。
ま
た
以
上
と
は
対
照
的
に
角
兵
衛
抱
百
姓
で
生
福
寺
檀
家
は
存
在
し
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
開
発
人
池
浦
村
寺
田
喜
左
衛
門
方
の
抱
百
姓
と
な
る
者
は
、

来
歴
を
問
わ
ず
、
生
福
寺
の
檀
家
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う

し
た
点
に
、
開
発
当
初
の
開
発
人
と
「
抱
百
姓
」
の
関
係
性
の
強
さ
が
窺
え
よ
う
。

し
か
も
、

ω・
日
は
、
開
発
人
寺
田
家
の
所
持
を
離
れ
て
以
降
に
、
池
浦
村
以
外

か
ら
来
往
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
福
寺
檀
家
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
寺

田
支
配
分
の
抱
百
姓
H
生
福
寺
檀
家
」
と
い
う
関
係
が
、
享
保
期
以
降
も
化
石
化

し
て
残
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
(
後
述
)
。

イ
.
「
地
主
」
!
「
抱
百
姓
」
関
係

新
国
に
お
け
る
「
抱
百
姓
」
と
い
う
表
現
で
、
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
大

石
慎
三
郎
「
近
世
村
落
の
成
立
と
新
田
開
発
」
「
近
世
村
落
共
同
体
の
構
造
と
そ

の
再
生
産
過
程
《
斗
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
「
抱
」
と
は
、
信
州
東
部
に
お

い
て
新
田
・
古
村
を
間
わ
ず
広
範
に
展
開
し
て
い
る
、
す
ぐ
れ
て
地
域
的
な
特
色

を
も
っ
村
落
内
身
分
で
あ
る
が
、
大
石
氏
は
、
本
百
姓
と
抱
と
の
関
係
が
中
世
的

隷
属
関
係
の
遺
制
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
抱
」
と

表
現
さ
れ
て
い
て
も
、
経
済
的
基
盤
を
あ
る
程
度
保
持
し
て
お
り
、
ま
た
本
百
姓

と
抱
と
が
入
れ
替
え
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
下
人
・
奉
公
人
の
よ
う
な
隷
属
的
関

係
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
さ
て
、
以
上
の
理
解
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
坂
本

新
田
に
お
け
る
「
抱
百
姓
」
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
近

ら 隣
ず村
、』こ

函宍
百， • 
Jルて
とは
k ---， 

ぷ理

長壁
現 L

が「て
使 Y
わ っ

jf:i 
れ
ず式
ぷは
ヲほ

E と

t~ i: 
芸与
し元
た な
い《い

ーむ lこ

そ も
の 関
特 わ

色
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
新
田
開
発
と
い
う
点
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
あ

る
の
だ
が
、
表
現
と
し
て
は
、
信
州
で
い
く
つ
も
新
田
開
発
を
保
護
し
そ
こ
か
ら

の
利
益
を
も
獲
得
し
え
て
き
た
青
山
氏
が
、
大
坂
城
代
と
し
て
畿
内
に
移
封
さ
れ

-79ー



た
後
も
、
か
か
る
「
抱
百
姓
」
関
係
を
も
移
入
し
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

坂
本
新
田
開
発
に
積
極
的
に
関
与
し
よ
う
と
し
た
青
山
氏
の
姿
勢
を
、
こ
の
形
式

に
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
第
二
に
、
信
州
で
は
本
百
姓
が
あ
る

程
度
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
、
坂
本
新
田
で
は
、
開
発
人
が
二
人
だ
け
で
、

れ
以
外
の
す
べ
て
の
坂
本
新
回
の
百
姓
が
抱
百
姓
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

る
。
同
じ
「
抱
百
姓
」
と
い
っ
て
も
そ
の
社
会
関
係
は
、
大
き
く
異
な
る
の
で
あ

る
。
第
三
に
、
や
は
り
坂
本
新
田
で
の
「
地
主
」
|
「
抱
百
姓
」
に
お
い
て
も
、

隷
属
関
係
は
存
在
し
て
い
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
章

(
l
)
で
抱

百
姓
が
一
部
土
地
所
持
し
て
い
た
点
や
、
前
述
図
表
の
宗
門
人
別
娠
を
み
て
も
、

下
人
・
下
女
と
い
っ
た
奉
公
人
を
も
っ
「
抱
百
姓
」

(
4
・
5
・
m-m)
が
存
在
す

一
定
規
模
の
経
済
基
盤
を
保
持
し
て
い
る
点
か
ら
い

る
こ
と
に
窺
え
る
よ
う
な
、

【お》

え
る
。
ま
た
、
図
表
7
b
で
は
、
赤
松
家
の
分
家
で
あ
る
源
右
衛
門
・
字
兵
衛
も
、

赤
松
家
(
金
左
衛
門
)
の
抱
百
姓
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
隷
属
関
係
を
み

て
と
る
こ
と
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

第
四
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
関
係
を
結
ぼ
れ
る
の
は
、
坂
本
新
田
が
、
二
人
の

開
発
人
の
「
詰
所
」
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
れ
は
第
二
の
点
と

も
関
わ
る
。

い
く
つ
か
例
示
し
よ
う
。
①
第
一
章
絵
図
で
み
た
寺
田
安
太
夫
分
の

売
却
に
お
い
て
、
「
新
田
ニ
罷
在
候
百
姓
共
、
安
太
夫
宛
地
抱
百
姓
紛
無
御
座
候

問
、
此
以
後
は
貴
殿
御
支
配
被
成
、
如
何
様
[

]
ま
か
せ
ニ
可
被
成
候
」
[
箱

-
m
8
]
と
い
う
よ
う
に
、
寺
田
安
太
夫
の
抱
百
姓
は
、
新
田
畑
売
却
に
伴

い
、
次
の
新
地
主
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
地
主
」

交
代
以
外
に
は
、
地
主
と
抱
百
姓
の
組
み
合
わ
せ
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い

(
赤
松

分
の
抱
百
姓
が
寺
田
分
・
伏
屋
分
の
抱
百
姓
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
)
。
②

さ
ら
に
、
宗
門
人
別
帳
(
図
表
7
a
b
)
に
よ
れ
ば
、
天
保
期
な
ど
、
既
に
伏
屋
・

赤
松
以
外
の
土
地
所
持
者
が
存
在
し
て
い
る
場
合
で
も
、
必
ず
伏
屋
・
赤
松
い
ず

そ

れ
か
の
抱
百
姓
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
坂
本
新
田
内
で
土
地
所
持
を
果
た
し
つ

つ
あ
っ
た
平
次
郎
・
平
助
(
前
掲
図
表
4
参
照
)

で
さ
え
も
、
平
次
郎
は
赤
松
家

の
、
平
助
は
伏
屋
家
の
、
抱
百
姓
の
ま
ま
で
あ
る
。
③
こ
れ
と
は
逆
に
、
近
世
を

通
じ
て
、
周
辺
村
に
い
な
が
ら
坂
本
新
田
に
出
作
小
作
に
入
る
場
合
は
抱
百
姓
と

は
な
っ
て
お
ら
ず
、
抱
百
姓
と
な
る
の
は
新
田
居
住
の
百
姓
の
み
で
あ
る
。

てコ

ま

り
、
②
③
か
ら
は
、

い
わ
ゆ
る
地
主

l
小
作
関
係
と
は
直
接
関
連
が
な
い
こ
と
が

判
明
す
る
。
④
に
も
か
か
わ
ら
ず
ど
ち
ら
か
の
抱
百
姓
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
次

節
で
詳
し
く
示
す
よ
う
に
、
そ
の
抱
百
姓
の
居
屋
敷
地
(
し
か
も
下
回
・
下
畑
で

-80ー

高
請
)
が
ど
ち
ら
の
支
配
分
で
あ
る
か
に
拠
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
地
主
」

「
抱
百
姓
」
の
関
係
は
、
新
囲
内
(
「
地
主
」
所
持
の
土
地
)

で
の
居
住
に
関
わ
る

関
係
を
軸
に
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
四
点
か
ら
、
「
地
主
」

l
「
抱
百
姓
」
の
関
係
と
は
、
開
発
時
の
支
配

分
H
請
所
に
規
定
さ
れ
て
、
開
発
人
と
抱
百
姓
と
の
関
係
性
が
固
定
化
し
た
も
の

と
理
解
で
き
る
。

つ
ま
り
、
支
配
分
・
請
所
の
単
位
が
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
様
々

な
分
売
を
経
て
も
、
生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
「
地

主
」
|
「
抱
百
姓
」
の
関
係
は
、
開
発
に
規
定
さ
れ
た
新
田
独
自
の
村
内
身
分
秩

序
で
あ
り
、
近
世
が
終
わ
る
と
同
時
に
消
滅
す
る
関
係
だ
っ
た
と
い
え
よ
久
噌

の



ウ

地

主

l
小
作
関
係

で
は
「
地
主
」
|
「
抱
百
姓
」
と
、
実
質
的
な
地
主
小
作
関
係
と
は
、

ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
地
主
小
作
関
係
を
二
つ
の

方
向
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
課
題
に
近
づ
き
た
い
。

ま
ず
、
坂
本
新
田
地
内
に
お
け
る
地
主
|
小
作
関
係
の
展
開
か
ら
、
そ
の
特
徴

を
把
握
し
よ
う
。

坂
本
新
田
の
隣
村
池
田
下
村
の
庄
屋
高
橋
家
に
は
、
無
題
な
が
ら
、
次
の
よ
う

な
記
載
が
続
く
竪
帳
が
存
在
す
る

[
高
橋
由
雄
氏
所
蔵
文
書
・
大
幻

l
u
]。

一
、
下
回

一一一

平
治
郎
乍{

弐
畝
廿
五
分

伏
屋
長
左
衛
門

字
谷
田

九九
間間
半

同

(
朱
筆
)
「
壱
畝
廿
一
分
」一一一

同
人

思

ー
、
図
司

μ』

1

ノ

R
、品一

四
閑
半

壱
畝
八
分

(
朱
筆
)
「
廿
八
分
」

こ
う
し
た
記
載
が
二
九
三
筆
あ
る
。
記
載
時
期
は
、
名
請
人
・
作
人

(
O
O作
)

の
記
載
名
か
ら
、
嘉
永
期

1
一
八
七
二
年
(
明
治
五
)
以
前
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
地
目
・
字
・
面
積
・
朱
筆
面
積
・
作
人
・
名
請
人
の
デ
ー
タ
を
、
作

人
を
基
軸
に
一
覧
表
に
し
た
の
が
、
図
表
9
で
あ
る
。
作
人
記
載
は
、
前
記
サ
ン

プ
ル
二
筆
め
で
も
記
載
が
な
い
よ
う
に
、
全
体
二
九
三
筆
中
七

O
筆
に
そ
の
記
載

が
な
い
。
従
っ
て
、
数
量
的
把
握
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
な
ぜ
坂
本
新
田
関
係
の

文
書
が
池
田
下
に
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
条

件
の
限
定
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
新
聞
に
お
け
る
名
請
人
・
作
人
を
、

つ
ま
り
実

質
的
な
地
主

作
関
係
を
網
羅
的

把
握
し
つ
る
貴
重
な
デ

タ
と
tJ; 
り
つ
る

ま
ず
第
一
に
、
大
半
が
、
作
人
名
請
人
が
固
定
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る

【
単
関
係

α】
。
し
か
も
そ
の
作
人
が
、
ど
ち
ら
「
地
主
」
の
「
抱
百
姓
」

で
あ

る
の
か
を
併
記
す
る
と
、
名
請
人
と
一
致
す
る
。
例
え
ば
、
表
サ
ン
プ
ル
の
作
入
・

新
二
郎
の
場
合
を
み
る
と
、
彼
は
伏
屋
の
抱
百
姓
で
あ
る
が
、
彼
の
地
主
|
小
作

関
係
は
伏
屋
長
左
衛
門
と
の
聞
に
だ
け
に
取
り
結
ぼ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
地
主
|

小
作
関
係
が
、
「
地
主
」
「
抱
百
姓
」
の
関
係
と
一
致
し
て
い
る
の
が
読
み
と

れ
よ
う
。
全
体
的
に
こ
の
関
係
性
は
多
く
み
ら
れ
、
こ
の
事
実
は
、
開
発
当
初
の

段
階
の
具
体
的
地
主
|
小
作
関
係
は
不
明
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
開
発
人
と
抱
百

姓
と
の
関
係
が
、
同
時
に
地
主
|
小
作
関
係
と
即
自
的
に
一
体
だ
っ
た
こ
と
を
推

測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
作
人
名
請
人
は
単
関
係
な
が
ら
、
名
請
人

が
「
地
主
」
赤
松
・
伏
屋
の
い
ず
れ
で
も
な
い
場
合
が
あ
る
【
単
関
係

S
】
。
こ

の
場
合
の
名
請
人
は
、
大
半
が
隣
村
池
田
下
村
の
い
ず
れ
も
村
内
高
一

O
O石
程

度
の
大
高
持
で
あ
る
弥
右
衛
門
・
佐
右
衛
円
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
単
関
係

8
は

「
地
主
」
以
外
の
村
外
土
地
所
持
者
の
下
で
、
隣
村
の
百
姓
が
出
作
し
て
新
田
を

耕
作
し
て
い
た
と
い
ラ
特
徴
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

【
単
関
係

S
】

は
、
享
保
期
以
降
の
し
か
も
弥
兵
衛
所
持
地
が
分
売
さ
れ
る
過
程
の
中
で
生
じ
た

関
係
と
い
え
る
。

第
三
に
問
題
と
な
る
の
は
、

一
人
の
作
人
が
複
数
の
土
地
所
持
者
と
関
係
を
結

ん
で
い
る
場
合
で
あ
る
【
複
関
係
】
。
と
り
わ
け
伏
屋
・
赤
松
の
両
者
と
地
主
|

小
作
関
係
を
結
ぶ
場
合
(
太
四
郎
・
八
郎
兵
衛
・
平
三
郎
・
弥
二
郎
・
友
七
)
す

ら
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
ど
う
い
っ
た
点
が
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ

う
か
。
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図表9 地主ー小作関係
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そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
作
人
記
載
に

O
O屋
敷
と
い
う
屋
敷
が
明
記
さ
れ
る

場
合
で
あ
る
。
①
こ
の
屋
敷
記
載
の
あ
る
者
は
、
全
体
で
二
五
人
で
あ
り
(
二
四

人
+
「
山
一
反
一
畝
一
二
歩

赤
松
謹
次
郎
」
)
、

一
八
七
二
年
(
明
治
五
)

屋
敷

の
新
田
百
姓
が
赤
松
家
を
含
め
て
二
六
軒
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
新

固
に
居
を
構
え
る
新
田
百
姓
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
②
こ
の

O
O

屋
敷
記
載
の
あ
る
土
地
の
名
請
人
に
注
目
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
例
外
(
単
関
係

月
次
郎
平
)
を
除
い
て
、
単
関
係

α
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
複
関
係
で
も
(
太
吉
・

八
郎
兵
衛
・
平
二
郎
・
弥
二
郎
な
と
て
そ
の
大
半
が
そ
の
百
姓
を
抱
百
姓
と
す

る
「
地
主
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
地
主
」
|
「
抱
百
姓
」

関
係
が
、
作
人
居
住
地
域
(
屋
敷
)
が
「
地
主
」
の
い
ず
れ
の
請
所
で
あ
る
の
か

を
軸
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
前
述
の
推
定
を
裏
付
け
る
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
表
サ
ン
プ
ル
の
赤
松
・
抱
百
姓
の
弥
二
郎
を
例
に
と
る
と
、

彼
は
五
つ
の
土
地
に
お
い
て
地
主

i
小
作
関
係
を
結
ん
で
い
る
が
、
唯
一
赤
松
家

と
の
関
係
あ
る
の
は
「
弥
二
郎
屋
敷
」
で
あ
る
。
名
請
人
の
欄
に
*
印
の
あ
る
、

治
兵
衛
・
太
吉
・
太
四
郎
・
八
郎
兵
衛
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
複
関
係
の
う
ち
の

源
右
衛
門
と
平
一
一
郎
が
、
赤
松
の
抱
百
姓
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
地
主
」

赤
松
氏
を
名
請
人
と
す
る
屋
敷
地
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
二
人
と
も
こ
れ
と
は
別

に
屋
敷
地
と
な
る
自
己
の
所
持
地
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
図
表
4
)
。

③
一
方
、

O
O屋
敷
の
記
載
の
な
い
作
人
は
、
大
半
が
新
田
外
部
に
居
住
し
、
新

固
に
出
作
下
作
す
る
者
で
あ
る
。
単
関
係

α
B
・
複
関
係
を
問
わ
ず
、
広
範
に
展

関
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
表
に
示
さ
れ
る
作
人
は
、
六
八
人

で
あ
る
が
、
そ
の
内
三
分
の
ニ
近
く
が
他
村
(
坂
本
村
・
池
田
下
村
)
か
ら
の
出

作
下
作
で
あ
る
。
た
だ
し
、

一
i
三
筆
程
度
が
大
半
で
、
作
人
一
人
一
人
の
関
わ

る
面
積
は
、
新
囲
内
居
住
の
作
人
に
比
し
て
お
お
む
ね
小
さ
い
傾
向
が
よ
み
と
れ

る。エ
.
小
括

さ
て
、
以
上
の
地
主
小
作
関
係
に
お
け
る
三
つ
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
展

開
過
程
を
経
て
形
づ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
土
地
所
持
・
抱
・
地
主
|
小
作
・

出
作
と
い
っ
た
諸
関
係
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
本
節
の
小
括
も
兼
ね
て
述
べ
よ
う
。

ま
ず
開
発
当
初

i
一
八
世
紀
中
葉
。
新
田
は
、
二
人
の
開
発
人
の
請
所
と
し
て

出
発
し
た
が
、
来
往
し
た
の
は
未
だ
少
数
で
、
当
初
よ
り
隣
村
(
坂
本
村
・
池
田

下
村
な
ど
)
か
ら
の
出
作
下
作
を
随
伴
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ノ1
世

紀
に
入
る
頃
に
は
来
住
百
姓
も
一

O
数
軒
と
な
り
、
彼
ら
は
開
発
人
の
「
抱
百
姓
」

と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
(
寺
田
分
の
場
合
は
檀
那
寺
も
池
浦
村
生
福
寺
に

単
一
化
さ
れ
な
が
ら
)
、
基
本
的
に
一
人
の
開
発
人
の
所
持
地
分
の
み
の
下
作
を

行
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
開
発
人

l
抱
百
姓
の
関
係
が
即
白
的
に
地
主

l
小
作
関
係

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
国
内
で
地
主
|
小
作
関
係
が
完
結
す
る
こ
と
は

な
く
、
他
村
居
住
の
下
作
も
継
続
し
て
広
範
に
展
開
し
て
い
た
。

一
八
世
紀
中
葉
に
至
る
と
、
新
田
に
居
住
し
な
い
寺
田
分
の
請
所
は
、

括
し

て
大
坂
や
佐
野
の
豪
商
に
転
売
さ
れ
、
最
終
的
に
は
宝
暦
一

O
年
前
後
に
万
町
村

伏
屋
家
の
手
に
渡
る
。

一
方
、
新
回
に
来
往
し
た
赤
松
家
の
請
所
は
、
七

i
一
O

石
程
度
の
所
持
地
を
残
し
て
、
隣
村
の
大
高
持
に
侵
食
さ
れ
る
。
こ
れ
と
は
対
照

的
に
そ
れ
ま
で
の
「
抱
百
姓
」
が
部
分
的
で
は
あ
る
が
土
地
所
持
を
果
た
し
て
い

く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
「
抱
百
姓
」
と
い
う
形
式
は
そ
の
ま
ま
外
皮
化
し
て
残

83ー



り
、
赤
松
家
と
伏
屋
家
だ
け
が
「
地
主
」
と
い
う
形
を
継
承
し
て
い
く
。

J¥ 
世

紀
中
葉
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
即
自
的
だ
っ
た
開
発
人
|
抱
百
姓

と
地
主

l
小
作
関
係
が
分
離
し
、
関
係
が
固
定
さ
れ
外
皮
化
し
た

「
地
主
」

「
抱
百
姓
」
の
内
部
に
お
い
て
、
実
質
的
か
つ
個
別
的
な
地
主
|
小
作
関
係
が
展

関
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
過
程
は
、
作
人
に
即
し
て
み
る

と、

一
作
人

l
複
数
地
主
と
い
う
【
複
関
係
】
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

「
地
主
」
以
外
の
地
主
だ
け
で
な
く
、
両
「
地
主
」
を
地
主
と
し
て
小
作
関
係
を

結
ぶ
場
合
も
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
展
開
の
背
景
に
は
、
村
外
作
人
が
極
め
て
多
い
点
が
特
筆
さ
れ
よ
う
。

「
地
主
」
|
「
抱
百
姓
」
の
う
ち
、
か
た
や
地
主
の
側
面
で
は
他
村
百
姓
に
よ
る

土
地
所
持
、
請
所
の
侵
食
が
同
時
進
行
し
て
い
た
が
、

一
方
、
実
際
の
作
人
の
面

で
も
、
当
初
か
ら
村
外
作
人
が
展
開
し
て
、
「
抱
百
姓
」
だ
け
で
は
地
主
小
作

関
係
は
完
結
し
な
か
っ
た
。

い
わ
ば
、
土
地
所
持
・
経
営
の
両
面
に
お
い
て
、
新

田
外
部
と
の
関
係
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
坂
本
新
田
を
特

徴
づ
け
る
一
側
面
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
地
主
」
|
「
抱
百
姓
」
関
係
が
近
世
の
終
了
と
と
も
に
消
滅
し
た
の
に
対
し
、

地
主
|
小
作
関
係
は
、
近
代
以
降
も
さ
ら
に
進
展
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
の
中
で
、

こ
れ
ま
で
と
は
対
照
的
に
、
赤
松
家
は
新
田
内
外
に
一
六
町
歩
余
を
も
っ
地
主
と

《訂》

な
り
、
一
方
伏
屋
家
の
所
持
地
は
分
散
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
四
章

新
田
と
座

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
新
田
の
百
姓

(
無
高
百
姓
)
は
、
二
系
統
の
開
発
人
・

「
地
主
」
の
下
で

「
抱
百
姓
」
と
い
う
位

置
つ
け
を
与
え
ら
れ
、
か
っ
実
質
的
な
地

主
小
作
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
で
、
新

回
に
お
い
て
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
地
主
の
下
で

の
単
な
る
耕
作
人
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
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耕
地
・
屋
敷
地
の
所
有
を
欠
き
な
が
ら
も
、

そ
の
生
産
・
生
活
の
両
面
に
お
い
て
、
実

質
的
な
小
経
営
と
し
て
存
在
し
、
か
つ
共

同
組
織
を
形
成
し
て
い
た
点
に
あ
る
。

'-

こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
新
田
に
お
け

る
座
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

(1)
座
の
機
能

現
在
、
東
阪
本
に
は
、
六
人
純
が
存
在

し
、
近
世
以
来
の
四
四
点
の
文
書
が
伝
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
近
世
に
関
す
る
主



な
帳
面
を
掲
げ
た
の
が
、
図
表
叩
で
あ
る
。
1
の
婚
礼
儀
式
帳
と

2
・
3
の
神
明

帳
に
、
大
き
く
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る

(
4
は
、
両
方
の
写
で
あ
る
)
ロ

い
ず
れ
も
宝
暦
九
年
(
一
七
五
九
)
か
ら
記
載
が
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
年
が

座
に
お
け
る
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
う
ち
、
「
婚
礼
儀
式

帳
」
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

【
史
料
日
】

婚
礼
儀
式

一
、
酒
肴
餅
は
大
小
か
ぎ
ら
す
、
諸
式
益
出
義
は
、
二
月
ニ
ハ
か
や
之
み
や
げ
ハ

壱
斗
ツ
ミ
五
月
ニ
ハ
ち
ま
き
、
八
階
-
一
ハ
祝
義
、
右
之
友
法
急
度
可
致
事

恒吉

番

一
、
伝
右
衛
門
婚
礼
義

一
一
月
か
や
之
み
や
け
不
足

五
月
祝
有

八
昨
祝
有

初
子
祝
有

(
以
下
同
様
、
略
)

婚
礼
を
し
た
場
合
に
、
座
構
成
員
に
対
す
る
酒
・
魚
・
餅
の
振
舞
に
つ
い
て
、
量

的
に
は
取
り
決
め
を
せ
ず
、
結
婚
し
て
か
ら
の
二
月
の
蚊
屋
の
土
産
と
し
て
一
斗
、

五
月
の
綜
、
八
朔
祝
義
、
さ
ら
に
は
初
子
祝
を
座
構
成
員
に
対
し
て
行
う
こ
と
を

取
り
決
め
る
も
の
で
あ
る
。
極
め
て
簡
単
な
記
載
で
あ
る
。

続
い
て
、
「
氏
神
弁
財
天
神
明
名
前
帳
」
は
、

【
史
料
比
】

覚

一
、
座
家
之
子
は

一
、
ゃ
し
な
い
子
は
弐
匁
也

一
、
入
智
子
は

壱
匁
也

四
匁
三
分
也

但
、
閏
卯
二
月
廿
三
日
双
方
立
会
改
正

と
い
う
座
入
す
る
場
合
の
入
座
費
用
に
関
す
る
取
り
決
め
が
冒
頭
に
記
さ
れ
る
。

座
入
は
二
ニ
才
以
降
と
さ
れ
て
い
る
(
後
掲
史
料
時
三
こ
の
時
点
で
は
新
田
居

住
の
す
べ
て
の
村
落
構
成
員
で
あ
る
「
座
家
」
の
子
、
子
供
の
内
に
養
子
と
な
っ

た
「
ゃ
し
な
い
子
」
、
結
婚
に
伴
い
来
村
し
た
「
入
聾
」
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
入

座
費
用
が
、
順
に
高
額
に
な
る
よ
う
区
別
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
り
決

め
の
後
に
、

座
子
名
前
帳

、

座
老

、

同
断

、

同
断

、

「車
問辛同
断目断

、、、

平
治
郎

平治三皇
日弥

兵
衛

儀

、

「
同
断
」

「
同
断
」
作
右
衛
門

宇
兵
衛

「
病
死
」

「
病
死
」

「
病
死
」

久
次
郎

茂
兵
衛

治
兵
衛

壱
匁
取

助

壱
匁
取

作

壱
匁
取

士と
ロ

壱
匁
取

壱
匁
取

ノ1、

壱
匁
取

壱
匁
取

壱
匁
取

弐
匁
取

壱
匁
取

弐
匁
取
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「
病
死
」

清
三
郎

匁
取

理

七

壱
匁
取

。
新

」ー

ノ、

弐
匁
取

太
平
次

弐
匁
取

安
次
郎

壱
匁
取

(
以
下
略
)

と
い
う
記
載
が
続
く
。
こ
の
座
子
名
前
帳
は
、
座
構
成
員
の
名
簿
で
あ
り
、
座
入

の
順
番
を
記
す
内
容
で
あ
る
。
弘
化
二
年
(
一
八
四
五
)
ま
で
書
き
足
さ
れ
な
が

ら
記
入
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
座
の
帳
面
か
ら
特
徴
的
な
の
は
、
座
の
中
心
的
な
関
心
が
、
婚
礼
・
座

入
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
婚
礼
儀
式
帳
で
は
、
結
婚
し
、
新
田
に
家
と

し
て
存
続
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
初
子
祝
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
出
産
を
し

て
将
来
の
村
落
構
成
員
と
な
る
子
供
の
誕
生
を
祝
う
こ
と
が
、
主
た
る
内
容
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
座
入
は
、
村
の
構
成
員
と
し
て
村
に
住
み
続
け
る
場
合
に
不
可
欠
な

儀
礼
で
あ
る
と
同
時
に
、
座
入
の
順
番
が
、
座
の
秩
序
を
形
成
す
る
と
い
う
点
で

重
要
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
婚
礼
と
座
入
の
二
つ
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
家
の
永

続
の
サ
イ
ク
ル
の
中
に
座
が
定
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
座
は
、
新
田
開
発
後
し
ば
ら
く
し
て
氏
神
を
紐
帯
に
人
為
的
に
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
家
の
永
続
と
、
そ
れ
を
通
じ
た
新
し
い
村
の
共
同
性
の
維

持
が
目
的
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
他
村
の
座
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
多
く
の
儀
式
(
従
来
か
ら
の
習
俗
)
を
随
伴
し
な
い
と
い
う
点
が
注
目
さ

れ
る
。
例
え
ば
近
隣
の
小
田
村
で
は
、
座
が
一
年
間
に
、
多
く
の
年
中
行
事
・
講

喜

の
行
事
全
体
を
一
括
し
て
展
開
し
て
い
る
。
坂
本
新
田
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
座
入

帳
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
座
の
年
中
行
事
の
詳
細
な
取
極
が
存
在
し
、
様
々

な
座
儀
を
複
合
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
田
村
の
座
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
が
、
そ
の
村
固
有
の
歴
史
的
背
景
を
背
負
う

[
複
合
型
]

と
し
て
位
置
付
い
て
い
た
の
に
比
べ
る
と
、
坂
本
新
田
の
座
は
、
新
規
に
形
成
さ

れ
、
か
っ
そ
の
機
能
を
村
落
の
成
員
権
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も

つ
の
で
あ
る

[
形
式
型
]
。

(2)
座
の
変
化
と
持
続

さ
て
、
以
上
が
座
の
機
能
面
の
特
徴
と
す
る
な
ら
ば
、
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、

そ
の
成
員
・
構
成
で
あ
る
。
こ
の
点
を
座
の
変
化
と
共
に
検
討
し
よ
う
。
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史
料
日
は
、
史
料
の
続
き
と
な
る

3

[
東
坂
本
六
人
衆

6
]
の
冒
頭
に
記
さ
れ

た
天
保
三
ニ
年
(
一
八
四
一
一
)
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
座
の
規
定
書
で
あ
る
。

【
史
料
日
】

座
規
定
書

一
、
当
村
座
儀
は
、
開
発
以
後
一
同
申
合
三
問
、
五
穀
成
就
・
村
内
安
全
・
家
内

ハ

マ

マ

》

《

マ

マ

》

《

マ

マ

》

為
長
久
、
御
祷
祈
相
祷
、
其
節
座
衆
一
統
立
会
御
祷
祈
相
済
候
上
、
御
酒
い
た

だ
き
、
其
節
之
賄
方
、
組
重
餅
・
吸
物
取
暖
、
余
人
ハ
壱
人
も
差
加
へ
不
申
事

但
し
座
家
左
之
通
り

金
左
衛
門

平

助

治

f乍

新
兵
衛



平
次
郎

八
郎
兵
衛

佐
次
郎

ロ
兵
衛

半
兵
衛

政吉
兵
衛

伊
兵
衛

右
座
家
之
子
供
加
入
之
儀
は
、
年
拾
三
一
才
E
勝
手
ニ
加
入
可
致
事

但
、
座
家
之
子
供
之
内
、
拾
三
才
後
、
外
村
へ
養
子
参
り
候
故

座
衆
へ
加
入
不
致
参
り
候
ハ
¥
兄
子
供
加
入
ハ
不
相
成

候
事

一
、
加
入
之
節
入
具
賄
白
疋

酒
振
舞

但
し
酒
肴

三
重
之
組
重

初弐
ツ
目

餅

吸
も
の

てコ

目

硯
ふ
き

焼
魚

ヨ|
餅

一
重
ツ
〉

右
之
通
御
座
候
所
、
中
古
申
合
-
一
而
賄
料
ニ
相
成
申
候
、
左
之
通
定

但
、
座
家
之
子
供
ハ

銀
拾
三
匁
也

ゃ
し
な
い
子
ハ

銀
拾
四
匁
也

養
子
ハ

銀
拾
六
匁
=
一
分
也

但
、
養
子
入
具
銀
之
内

若
者
中
へ
遣
し

壱
匁

弐
匁

座
老
へ
遣
し

拾
三
匁
三
分
座
衆
へ
渡

右
之
通
り
座
家
御
座
候
所
、
其
後
追
々
分
家
株
相
立
、
左
之
通
り
相
成
申
候

金
左
衛
門
分
家

O
源
右
衛
門

。
字
兵
衛

二と
口

。
久
之
助

平
次
郎
分
家

治
兵
衛

。。
太
四
郎

八
郎
兵
衛
分
家

。
弥
次
郎

こ
の
史
料
は
注
目
す
べ
き
点
を
多
数
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
回
目
頭
の
座
規

定
書
の
記
載
に
よ
る
と
、
坂
本
新
田
の
座
は
、
新
田
開
発
以
後
、

一
同
が
申
合
に

て
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
開
始
時
期
は
不
明
な
も
の
の
、
そ
の
中
で
も
宝

暦
九
年
が
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
こ
こ
で
は
新
田
居
住

の
者
の
申
し
合
い
で
開
始
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
第
二
に
、
こ
の
座

で
、
座
衆
が
全
員
で
立
合
の
上
で
祈
祷
を
お
こ
な
っ
て
い
た
内
容
が
、
「
五
穀
成

就
」
「
村
内
安
全
」
「
家
内
長
久
」
の
一
一
一
つ
で
あ
っ
た
点
が
注
目
古
れ
る
。
つ
ま
り
、

農
業
生
産
・
共
同
体
・
家
、
こ
の
三
つ
の
要
素
が
一
体
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
節
で
述
べ
た
、
座
の
中
心
が
婚
礼
・
座
入
と

い
う
家
と
村
の
恒
久
の
中
に
位
置
付
い
て
い
た
点
と
共
通
す
る
。
人
為
的
に
形
成

さ
れ
た
座
の
名
目
的
主
眼
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
座
儀
に
「
余
人
は
一
人
も
加
え
な
い
」
と

し
て
、
座
家
は
、

一
二
家
と
、
後
半
に
記
さ
れ
る
分
家
株
の
六
家
に
限
定
さ
れ
て
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い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
図
表
7
の
右
端
の
欄
を
も
う
一

度
参
照
さ
れ
た
い
。
。
が
座
家
の
家
、
「
分
」
が
分
家
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

赤
松
家
(
金
左
衛
門
)
が
座
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
赤
松
家
は

座
の
格
式
・
順
番
に
お
い
て
は
他
の
家
と
一
切
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
座
は
、

抱
百
姓
だ
け
で
な
く
、
居
村
「
地
主
」
赤
松
家
を
も
含
ん
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
比
的
に
、
こ
の
時
期
の
も
う
一
方
の
「
地
主
」
伏
屋
家
は
、

座
に
は
見
ら
れ
な
い
。
居
村
す
る
か
否
か
で
「
地
主
」
の
新
田
に
お
け
る
位
置
も

差
が
生
じ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
前
年
の
村
落
構
成
員
が
一
一
五
家
で
あ
る
の
に
対
し
、
座
構
成
員
は
一
八

家
で
あ
り
、
七
家
が
座
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
座
外
の
メ
ン

パ
ー
に
注
目
す
る
と
、
清
三
郎
(
常
次
)
家
・
新
七
(
|
惣
九
郎
)
家
、
こ
れ

は
宝
暦
期
の
婚
礼
儀
式
帳
に
は
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
初
は
座
の
構

成
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
《
噌
一
方
、
宝
暦
一
二
年
(
一
七
六
二
)
宗
門
改
帳

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
宝
暦
期
以
降
に
来
村
し
た
真
言
宗
久
米
国
寺

五
大
院
を
檀
那
寺
と
す
る
五
家
は
い
ず
れ
も
座
外
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

こ
の
う
ち
仁
右
衛
門
平
吉
(
の
ち
改
名
し
て
太
吉
)
家
は
、
仁
右
衛
門
が
少
な

く
と
も
文
政
四

1
一
O
年
に
下
代
圧
屋
と
な
り
、
そ
の
先
代
仁
右
衛
門
も
明
和
八

年
i
安
永
七
年
に
下
代
庄
屋
と
な
っ
て
い
る
。
太
吉
も
天
保
一

O
年
(
一
九
才
)

-
安
政
五
年
ま
で
、
居
村
し
な
い
下
代
庄
屋
津
三
郎
・
為
五
郎
の
も
と
で
年
寄
役

を
勤
め
て
い
る
(
図
表
5
参
照
)
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
仁
右
衛
門
家
は
、

お
そ

ら
く
は
宝
暦
期
以
降
新
た
に
「
地
主
」
と
な
っ
た
伏
屋
家
の
強
い
関
係
の
下
で
遅

く
と
も
明
和
期
に
は
来
村
し
、
村
役
人
を
勤
め
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
座
の
構
成
員
と
は
な
っ
て
い
な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
文
政

四
年
以
降
天
保
三
年
ま
で
に
来
村
し
た
太
吉
・
楠
次
郎
の
両
家
も
座
の
構
成
員
と

は
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
三
つ
の
事
例
か
ら
、
少
な
く
と
も
宝
暦
期
に
は
、
座
の
構
成
員
は
、
す
ベ

て
の
村
落
構
成
員
を
包
摂
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
天
保
期
に
は
、
座
家
が
限

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
区
分
は
、
従
来
か
ら
居
村
す
る
家
の
分
家
は

座
の
構
成
員
と
な
れ
た
の
に
対
し
、
新
参
の
家
は
座
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
中
期
の
百
姓
代
の
任
用
に
み
ら
れ
た
「
聞
か

れ
た
共
向
性
」
は
失
わ
れ
、
古
参
の
家
に
よ
る
閉
ざ
さ
れ
た
共
同
性
が
派
生
し
、

座
の
変
質
が
も
た
滑
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
近
世
後
期
の
百
姓
代
は
座
家
で

組
頭
で
あ
る
平
治
郎
家
に
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
組
頭
は
い
ず
れ
も
座

。。06
 

家
で
あ
る
(
図
表
5
)。
す
な
わ
ち
、
新
田
の
共
同
性
の
中
心
に
座
家
が
位
置
し
、

そ
こ
か
ら
組
頭
・
百
姓
代
を
輩
出
し
て
お
り
、
こ
れ
が
、
座
家
に
は
な
り
え
な
い

新
参
の
家
と
の
隔
絶
の
上
に
成
り
立
ち
、

一
方
で
、
「
地
主
」
伏
屋
家
と
の
関
係

が
強
く
新
参
で
下
代
庄
屋
・
年
寄
で
あ
っ
た
仁
右
衛
門
(
|
太
吉
)
家
と
、
対
照

を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
坂
本
新
田
の
開
発
と
展
開
を
、
所
有
に
規
定
さ
れ
た
社
会
関
係
を
中
心

に
捉
え
て
み
た
。
ま
と
め
は
、
各
章
毎
の
小
括
に
譲
る
が
、
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、

本
稿
で
は
、
単
に
開
発
人
を
中
心
と
し
た
新
田
の
展
開
を
み
た
の
で
は
な
く
、

そ



の
土
地
所
有
に
規
定
さ
れ
た
社
会
関
係
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
新
田
に

居
住
す
る
「
抱
百
姓
」

H
小
作
人
が
い
か
な
る
社
会
関
係
の
拘
束
性
の
中
に
お
い

て
歴
史
的
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
在
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し

て
き
た
点
で
あ
る
。

坂
本
新
田
は
、
二
人
の
開
発
請
負
人
に
よ
る
請
地
と
し
て
成
立
し
た
が
、
開
発

当
初

1
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
来
住
者
は
、
開
発
人
と
の
聞
に
地
主
小
作
関
係
を

結
ぷ
が
、
こ
れ
は
「
地
主
」

l
「
抱
百
姓
」
関
係
と
即
自
的
に
一
体
で
あ
っ
た
。

し
か
も
開
発
人
は
池
主主
目

請
を
す
る
な
ど
開
発
領
主
的
性
格
を
も
骨

宵7

び
る

方
で、

「
抱
百
姓
」
と
な
っ
た
来
住
者
は
、
「
地
主
」
で
あ
る
開
発
人
の
所
持
す
る
屋
敷
地

に
居
住
し
(
建
家
は
自
己
所
有
)
、
し
か
も
寺
田
方
の
抱
百
姓
は
基
本
的
に
旦
那

寺
を
池
浦
村
生
福
寺
に
す
る
と
い
う
拘
束
性
を
う
け
て
い
た
。

こ
う
し
た
あ
り
方
が
変
化
す
る
の
は
、

一
八
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
る
。
開
発
人

が
他
村
百
姓
や
大
坂
町
人
・
佐
野
豪
商
な
ど
に
そ
の
所
有
を
侵
食
さ
れ
る
中
、

部
の
「
抱
百
姓
」
が
一
八
世
紀
後
半
に
屋
敷
地
な
ど
を
部
分
的
に
所
持
す
る
よ
う

に
な
る
。
い
わ
ば
「
抱
百
姓
」
の
自
立
化
の
萌
芽
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
萌
芽
は
、

複
数
の
地
主
と
の
聞
の
地
主
|
小
作
関
係
の
展
開
(
【
複
関
係
】
)

で
あ
る
。

「
地
主
」

l
「
抱
百
姓
」
関
係
に
お
け
る
拘
束
性
を
脱
す
る
こ
う
し
た
生
産
・
労

働
面
で
の
動
向
は
、
同
時
に
生
活
面
と
も
連
動
す
る
。
ま
ず
、
座
が
宝
暦
期
に
整

備
さ
れ
る
。
座
の
中
に
は
、
開
発
人
で
あ
る
赤
松
家
も
含
ま
れ
|
こ
の
事
自
体
、

居
村
し
な
い
地
主
と
の
差
を
意
味
し
て
い
て
興
味
深
い
が
|
、

一
面
で
は
座
の
本

来
も
つ
平
等
性
の
中
に
開
発
人
が
包
摂
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
座

だ
け
で
な
く
、
大
師
講
な
ど
の
よ
う
に
、
宗
旨
別
の
講
組
織
も
近
世
後
期
に
は
姿

を
現
す
《
噌
つ
ま
り
、
生
産
・
生
活
両
面
に
お
い
て
小
農
共
同
体
と
し
て
よ
り
成
熟

度
を
増
す
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
地
主
」
「
抱
百
姓
」
関
係
は
、
外

皮
化
し
つ
つ
も
、
近
世
を
通
じ
て
徹
頭
徹
尾
あ
り
続
け
、
圧
屋
は
「
地
主
」
な
い

し
は
そ
の
下
代
が
担
い
、
ま
た
地
主
と
し
て
の
小
作
人
に
対
す
る
優
位
性
を
維
持

し
つ
つ
づ
け
た
と
い
え
よ
う
。
新
田
に
お
け
る
「
抱
百
姓
」
の
歴
史
的
限
界
が
そ

こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
課
題
を
記
し
て
本
稿
を
終
え
る
。
第
一
に
新
田
の
土
地
所
有
者
の
連
鎖

と
都
市
大
坂
や
佐
野
湊
の
豪
商
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
新
田
に
資
本
投

下
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
都
市
と
農
村
の
関
係
を
み
る
上
で
も

不
可
欠
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
周
辺
に
お
け
る
新
田
と
の
比
較
が
あ
る
。
隣
村
伏
屋

新
回
は
、
信
太
丘
陵
の
南
端
を
宝
永
期
に
万
町
村
庄
屋
伏
屋
家
に
よ
っ
て
開
発
さ

れ
た
新
田
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
伏
屋
家
が
一
円
支
配
し
、
享
保
期
に
は
坪
井
村
淳

氏
に
一
括
し
て
売
却
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
坂
本
新
田
と
の
共
通
性
と
差
異
を

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
新
田
周
辺
に
存
在
す
る
新
田
で

な
い
村
(
本
村
)
と
の
連
動
性
も
、
重
要
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
第
三
に
、
赤

松
家
の
経
営
分
析
で
あ
る
。
近
世
中
後
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
地
主
小
作
関

係
の
展
開
を
、
赤
松
家
に
即
し
て
み
る
こ
と
は
、
「
地
主
」
|
「
抱
百
姓
」
関
係

の
解
消
以
後
の
社
会
関
係
を
考
察
す
る
上
で
も
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
群
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
、
筆
者
が
現
在
検
討
を
進
め
て
い
る
池

田
下
村
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
村
毎
に
多
様
な
歴
史
展
開
が
あ
り
得
た
こ

と
の
意
義
を
、
今
後
探
求
し
て
い
き
た
い
。
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【註】
(
1
)
新
回
全
般
に
つ
い
て
白
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
大
石
慎
三
郎
「
近
世
村
落
白
成
立
と
新

回
開
発
」
(
一
九
五
四
年
六
月
初
出
、
同
『
近
世
村
落
田
構
造
と
家
制
度
』
御
茶
ノ
水

書
房

一
九
六
八
年
所
収
〉
、
木
村
礎
『
近
世
の
新
田
村
』
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四

年
)
な
ど
。

(
2
)
例
え
ば
、
宮
本
又
次
編
『
大
阪
の
研
究
』
(
第
四
巻
|
蔵
屋
敷
白
研
究
・
鴻
池
家
の
研

究

一
九
七
O
年
〉
所
収
、
河
州
鴻
池
新
田
関
連
の
諸
論
文
な
ど
。

(3)
例
え
ば
、
木
村
礎
編
『
村
落
景
観
白
史
的
研
究
』
(
八
木
書
庖
、

一
九
八
八
年
)
所
収
諸

論
文
、
和
泉
清
司
「
近
世
初
期
新
田
開
発
と
村
落
景
観
」
(
同
『
徳
川
幕
府
成
立
過
程
申

基
礎
的
研
究
」
第
五
編
、

一
九
九
五
年
〉
な
ど
。

(
4
〉
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
白
基
礎
構
造
』
御
茶
ノ
水
書
房
、

一
九
六
七
年
所
収
。

(5)
吉
田
伸
之
「
社
会
的
権
力
論
ノ
1
ト
」
(
吉
田
・
久
留
島
浩
編
『
近
世
田
社
会
的
権
力
』

山
川
出
版
社
、

一
九
九
六
年
所
収
)
、
拙
稿
「
近
世
黒
鳥
村
由
村
落
構
造
と
運
営
」
(
『
歴

一
九
九
八
年
三
・
四
月
三
な
お
「
小
領
主
」
概
念
白

史
評
論
』
五
七
五
・
五
七
六
、

理
解
に
つ
い
て
は
、
己
こ
で
は
保
留
す
る
。

(6)
詳
細
は
、
本
号
所
収
白
東
阪
本
町
合
同
調
査
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
原
直
史
「
市
場
と
問
屋
・
仲
買
」
〈
斉
藤
善
之
編
『
新
し
い
近
世
史
3

市
場
と
民
聞
社
会
』

新
人
物
往
来
社
、

一
九
九
六
年
)
、
同
「
松
前
問
屋
」
(
久
留
島
・
塚
田
・
横
田
・
吉
田

編
『
近
世
田
身
分
的
周
縁
』

4
商
い
の
場
と
社
会
、
二

O
O
O年〉。

(8)
永
堅
啓
子
「
食
野
家
所
有
大
坂
町
屋
敷
及
び
船
蔵
由
経
営
に
つ
い
て
|
南
堀
江
を
中
心

に
」
(
『
泉
佐
野
市
史
紀
要
』
七
、
二

O
O
一
年
三
月
三
な
お
、
食
野
家
と
助
松
屋
と

白
関
係
に
つ
い
て
も
、
永
堅
氏
よ
り
種
々
ご
教
示
を
得
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。

(
9
)
境
-
一
再
伍
「
十
人
両
替
「
助
松
屋
利
兵
衛
星
文
書
に
つ
い
て
」
(
『
大
坂
の
歴
皐
五
七
、

二
O
O
一
年
四
月
)
。
助
松
屋
仁
兵
衛
白
名
は
な
い
が
、
助
松
屋
利
兵
衛
も
新
天
満
町
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、

一
統
の
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う
。

(

m

)

[

赤
松
靖
和
氏
所
蔵
文
書
・
引
出
3

U
・
お
]

泉
北
郡
北
池
田
村
阪
本
耕
地
整
理
地
区
設
計
書

第
壱
章

整
理
地
ノ
現
況

一
、
地
勢
及
土
質

本
地
区
ハ
、
南
海
鉄
道
大
津
駅
ヲ
去
ル
西
北
約
五
十
町
、
北
池
田
村
ノ
北
部
信
太
山
ノ

麓
ニ
位
シ
、
土
地
高
燥
一
一
シ
テ
南
北
ニ
長
ク
東
西
ニ
短
ク
、
東
ヨ
リ
西
ニ
約
五
十
尺
ノ

傾
斜
ヲ
有
シ
、
又
南
ヨ
リ
北
ニ
向
ツ
テ
勾
配
ア
リ
テ
地
・
正
シ
カ
ラ
ズ

土
質
ハ
表
土
約
六
寸
ハ
粘
質
壊
土
ニ
シ
テ
、
北
部
ノ
一
小
部
分
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
、
中
層
・
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下
層
共
ニ
重
粘
土
ヲ
以
層
積
シ
、
浸
透
性
ニ
乏
シ
ク
水
持
可
良
ナ
リ

-
一
、
水
ニ
関
ス
ル
状
態

用
水
ハ
悉
ク
棚
田
池
ニ
依
リ
濯
概
シ
、
其
反
別
拾
八
町
歩
余
ユ
シ
テ
、
水
源
タ
ル
溜
池
ハ

山
辺
及
耕
地
内
ニ
散
在
シ
、
其
数
百
十
四
個
、
実
測
平
面
積
一
町
六
反
歩
余
ア
レ
ド
モ
、

元
来
降
雨
ヲ
受
水
ス
ル
面
積
少
ナ
キ
ガ
上
ニ
、
其
水
ヲ
受
ク
ル
方
法
完
全
ナ
ラ
ザ
ル
ニ

依
リ
、
平
年
ニ
於
テ
早
害
ヲ
被
リ
減
収
ヲ
来
ス
常
ト
ス

濯
瓶
法
ハ
、
水
田
ニ
於
テ
ハ
高
位
部
ノ
溜
池
ニ
依
リ
、
自
然
濯
蹴
ヲ
ナ
シ
良
好
ナ
レ
ド

モ
、
畑
作
物
及
水
田
ノ
不
足
水
ハ
多
ク
、
肥
桶
ヲ
用
ヒ
人
肩
ニ
依
リ
労
力
ヲ
徒
費
シ
、

従
ツ
テ
栽
培
反
別
ヲ
少
ナ
ク
ス
ル
ノ
不
止
得
ノ
状
態
ナ
リ

以
上
ノ
状
況
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
悪
水
ニ
関
シ
テ
ハ
何
等
ノ
被
害
ナ
ク
、
水
田
ニ
於
テ
モ
悉

ク
二
毛
作
ヲ
ナ
シ
得
ル
ナ
リ



而
シ
テ
本
地
ノ
降
雨
量
ハ
次
ノ
如
シ
(
長
承
寺
観
測
所
調
査
)

シ
メ
ン
ト
ス
ル
計
画
ナ
リ
(
詳
細
計
画
説
明
)

以
上
ノ
工
事
ヲ
施
行
ス
ル
ト
同
時
ニ
、
納
舎
ト
、
耕
地
ノ
連
絡
ヲ
保
タ
シ
ム
ル
車
道
、

又
ハ
歩
道
ヲ
適
宜
ニ
設
ケ
、
区
画
ノ
改
良
ヲ
行
ヒ
、
瀧
概
ヲ
自
然
ニ
ナ
サ
シ
メ
、
以
テ

完
全
ナ
ル
耕
地
ヲ
永
遠
ニ
存
シ
、
生
産
力
ノ
増
進
ヲ
計
ラ
ン
ト
ス
ル
同
問
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。

(
以
下
「
第
三
章

工
事
計
画
説
明
書
」

「
第
四
章

工
事
施
行
ノ
方
法
及
順
序
」

第
弐
章

「
第
五
章

は
省
略
〉

主
要
工
事
・
仕
様
書
L

工
事
施
行
ノ
目
的

本
地
区
ハ
、
民
有
土
地
台
帳
面
積
弐
拾
町
弐
反
歩
余
ニ
シ
テ
、
内
畑
拾
壱
町
七
反
歩
・

こ
白
耕
地
整
理
計
画
は
、
「
第
弐
章
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
伏
屋
新
田
な
ど
周
辺
諸

溜
池
壱
町
二
反
歩
・
山
林
九
反
歩
・
原
野
一
反
歩
余
ニ
シ
テ
、
其
現
状
極
メ
テ
不
生
産

地
域
が
、
槙
尾
川
(
「
大
津
川
」
)
か
ら
取
水
す
る
耕
地
整
理
を
計
画
し
て
い
た
の
に
連

的
ナ
ル
ヲ
推
測
ス
ル
ニ
難
カ
ラ
ズ
、
加
之
ニ
岡
地
ニ
於
テ
モ
用
水
源
充
分
ナ
ラ
ザ
ル
ガ

動
し
て
、
北
池
田
村
阪
本
(
坂
本
新
田
・
現
東
阪
本
)
に
お
い
て
独
自
に
計
画
さ
れ
た

故
ニ
、
濯
概
期
間
ニ
降
雨
多
量
ナ
ル
年
ヲ
除
キ
、
平
年
ニ
於
テ
早
害
ヲ
被
リ
満
足
ナ
ル

も
白
で
あ
る
。
伏
屋
薪
回
周
辺
方
面
か
ら
用
水
路
を
造
っ
て
引
き
、
大
宇
田
北
東
部
の

山
内
に
あ
る
「
一
丈
院
谷
」
に
造
成
し
た
溜
池
に
貯
め
る
な
ど
し
て
水
利
条
件
を
向
上

収
穫
ヲ
為
ス
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ

然
ラ
パ
、
何
故
ニ
如
斯
不
生
産
的
ナ
ル
現
在
ニ
委
ン
ヤ
ト
云
フ
ニ
、
即
ハ
チ
基
因
ス
ル

さ
せ
、
か
つ
大
字
内
白
土
地
を
区
画
整
理
し
、
圃
場
整
備
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

処
、
水
源
ノ
求
ム
ル
方
法
無
ク
、
例
へ
ア
リ
ト
ス
ル
モ
、
之
レ
ガ
工
事
費
ニ
多
大
ヲ
要

現
実
に
は
、
こ
の
耕
地
整
理
計
画
は
実
施
さ
れ
ず
、
泉
北
耕
地
整
理
組
合
に
よ
っ
て

シ
、
収
支
相
償
ハ
ザ
ル
ノ
状
態
一
一
在
ル
ナ
リ
、
幸
ニ
シ
テ
本
地
反
ノ
南
部
丘
上
ノ
北
池

光
明
池
用
水
が
一
九
二
八

1
一
九
四
八
年
に
建
設
さ
れ
る
ま
で
(
地
元
自
方
に
よ
る
と
、

回
村
地
内
ノ
伏
屋
薪
田
及
其
附
近
畑
地
一
円
ノ
耕
地
整
理
ヲ
企
図
シ
水
源
ヲ
冬
季
大
津

東
阪
本
周
辺
白
用
水
路
の
完
成
は
一
九
三
七
年
前
後
)
、
近
世
以
来
白
土
地
・
生
産
状

川
ノ
上
流
ニ
取
リ
、
以
テ
地
目
ヲ
変
換
シ
、
水
田
ニ
ナ
サ
ン
ト
ス
、
依
ツ
テ
本
地
区
ノ

況
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
記
述
は
、
坂
本
新
田
町

人
士
相
計
リ
、
之
レ
ガ
導
水
路
ノ
工
事
ヲ
共
同
加
入
シ
、

一
部
ノ
用
水
ヲ
字
一
丈
院
谷

近
世
か
ら
ニ
O
世
紀
前
半
ま
で
の
坂
本
新
回
目
状
況
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

ニ
取
リ
用
水
時
季
迄
保
蓄
ス
ル
溜
池
ヲ
新
設
シ
、
上
記
ノ
土
地
ヲ
地
目
変
換
文
ハ
開
墾

そ
四
点
で
、
興
味
深
い
白
は
、
「
山
辺
及
耕
地
」
に
一
一
四
の
溜
池
が
散
在
し
て
い

ノ
工
事
ヲ
施
行
セ
ン
ト
欲
ス

る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
本
文
中
で
み
た
享
保
期
白
絵
図
に
は
、
こ
れ
程
白
数
は
記
さ

而
シ
テ
本
一
丈
院
谷
ハ
其
容
積
小
ニ
シ
テ
、
此
新
設
セ
ン
ト
ス
ル
溜
池
ノ
ミ
ヲ
以
テ
充

れ
て
い
な
い
。
こ
の
多
数
回
池
田
大
半
は
、
「
現
形
図
」
に
一
目
瞭
然
だ
が
、
田
畑
の

分
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
尚
旧
来
ノ
溜
池
ノ
大
ナ
ル
モ
ヲ
一
部
存
置
シ
、
之
レ
ニ
補
充
セ

隅
に
造
ら
れ
た
淵
で
あ
る
。
こ
う
し
た
淵
が
農
地
白
随
所
に
点
在
す
る
白
だ
が
、
か
か

-91-



る
景
観
は
坂
本
新
田
や
伏
屋
新
田
で
戦
前
ま
で
よ
く
見
ら
れ
た
と
い
う
〈
註
お
参
照
)
。

11 

な
お

丸
山
付
証

番
号
カま

? 
る

量
カ三
数
ケ

所
カま
あ
る
均三

れ
は

てコ

てコ

が
小
さ
な
畑
で
あ
ろ
う
。

(
胞
)
久
留
島
浩
「
近
世
白
村
田
高
札
」
(
永
原
慶
二
編
「
大
名
傾
国
を
歩
く
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
三

(
日
〉
[
高
橋
由
雄
氏
所
蔵
文
書
・
大
M
-
1
6
]
〈
『
泉
大
津
市
史
』
③
四
七
九

1
八
頁
)
。

(
M〉
拙
稿
「
泉
州
一
橋
領
知
に
お
け
る
惣
代
庄
屋
に
つ
い
て
」
(
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
七
八
、

二
O
O二
年
一
月
三

需

主
衛

名

確
認
で

語

5 
霊
箱

7
]
白
宛
先
に
「
は
り
ま
や
弥
兵
衛
」
と
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
は
り
ま

屋」

H

播
磨
屋
弥
兵
衛
日
赤
松
家
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(
路
)
朝
尾
前
掲
論
文
。
和
泉
国
大
鳥
郡
福
田
村
(
正
保
三
年
[
一
六
四
六
]
開
発
)
白
開
発

者
福
島
屋
次
郎
兵
衛
家
は
領
主
小
出
氏
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
。

〔
口
)
こ
の
系
図
作
成
と
同
時
期
に
、
赤
松
家
と
、
大
坂
博
労
町
白
医
師
朝
枝
玄
雪
の
両
家
の

系
図
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
祖
先
白
朝
枝
玄
雪
(
同
名
)
が
、
赤
松

家
と
同
じ
く
青
山
家
家
老
蜂
須
賀
金
左
衛
門
の
妹
を
妻
と
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
「
ま

ん
」
と
い
う
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
松
家
と
朝
枝
家
は
、
共
に
家
老
蜂
須
賀
家
と
婚

姻
関
係
を
も
つ
こ
と
を
主
張
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
地
域
に

お
け
る
家
格
白
意
識
化
が
こ
の
時
期
み
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
泉
州
一
橋
領
知
の
惣

代
庄
屋
十
二
家
白
例
を
参
照
さ
れ
た
い
(
前
掲
拙
稿
)
。

(m)
大
石
前
掲
論
文
。

(
四
〉
荒
地
化
せ
ず
そ
白
ま
ま
坂
本
村
高
と
な
っ
た
の
が
、
絵
園
田
「
他
領
(
V
〉
」
部
分
に
該

当
す
る
も
白
と
考
え
ら
れ
る
。

(
初
)
高
木
昭
作
「
『
惣
無
事
』
令
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
五
四
七
、

一
九
八
五
年
、
の

ち
同
『
日
本
近
世
田
家
史
由
研
究
』
岩
波
書
底
、

一
九
九

O
年
所
収
〉
。
な
お
、
新
田

に
つ
い
て
は
、
「
外
高
」
と
さ
れ
、
国
役
賦
課
対
象
外
と
さ
れ
て
お
り
、
朝
鮮
通
信
使

入
用
な
ど
由
国
役
は
免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
享
保
七
年
(
一
七
二
二
)
に
堺
奉
行
に
よ

る
改
め
が
あ
り
、
「
外
高
」
も
国
役
賦
課
対
象
地
と
し
て
害
上
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

た
O

こ
れ
に
際
し
坂
本
新
田
は
、
同
じ
新
回
目
外
高
で
あ
る
伏
屋
新
固
と
共
に
、
国
役

免
除
を
願
っ
て
い
る
[
赤
松
・
箱

1
l
m
1
m
]。
し
か
し
こ
の
運
動
は
成
功
せ
ず
、
以

降
、
国
役
が
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

(
幻
)
関
東
・
信
州
な
ど
で
の
新
田
開
発
に
お
い
て
、
開
発
人
に
対
し
、
そ
の
屋
敷
地
を
除
地

と
す
る
優
遇
処
置
が
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
指
摘
(
前
掲
和
泉
論
文
)
と
共
通
す
る
。

92ー

し
か
し
、
こ
こ
坂
本
新
田
で
の
除
地
高
は
、
比
し
て
極
め
て
少
な
い
。

(
幻
)
宝
暦
一
三
年
(
一
七
六
三
〉
の
開
発
地
で
は
、
そ
の
後
過
程
に
お
い
て
目
塚
(
さ
か
ん

づ
か
)
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

[
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
『
俗
邑
録
』
二
]
よ
り

(
朱
筆
)
「
締
本
新
回
目
塚
碑
名
之
事
」

乍
恐
以
書
付
御
願
奉
申
上
候

一
、
御
領
知
坂
本
新
田
之
内
、
私
所
持
字
日
塚
と
申
所
、
芝
地
連
々
鍬
開
仕
候
積
り
而
、

《
一
七
六
一
一
己

宝
暦
十
三
未
年
下
畑
壱
反
弐
畝
歩
御
高
五
斗
四
升
新
聞
御
請
仕
御
座
候
所
、
地
面
高

存
御
座
候
故
宮
詐
露
均
し
仕
候
処
、
壱
尺
斗
地
下
ニ
大
量
真
理
需

畑
之
障
り
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
引
出
し
申
候
処
、
朽
申
候
而
一
向
相
分
り
不
申
候
得
共
、

骸
骨
之
様
成
も
白
井
太
万
か
前
な
之
身
之
様
成
形
チ
之
物
出
申
候
、
字
目
塚
と
申
候



儀
は
古
代
目
之
塚
地
ニ
哉
と
奉
存
候
、
先
年
此
段
不
奉
存
無
何
心
御
高
請
仕
候
儀
と

奉
存
候
、
依
之
右
畑
之
東
角
え
掘
出
候
く
さ
り
も
の
埋
候
而
、
同
掘
出
候
内
凡
高
サ

弐
尺
幅
壱
尺
五
す
程
之
石
ニ
目
塚
と
申
儀
彫
申
候
而
、
畑
之
障
一
一
罷
成
不
申
様
記
し

建
置
申
度
奉
存
候
ニ
付
、
乍
恐
以
書
付
御
願
奉
申
上
候
、
以
上

《
一
七
七
匂
》

安
永
六
年
商
二
月
九
日

坂
本
新
田
地
主
万
町
村
伏
屋
長
左
衛
門

府
中
御
役
所

右
之
適
相
違
無
御
座
、
村
方
差
障
ニ
罷
成
不
申
儀
ニ
御
座
候
ニ
付
、

奥
印
仕
ぺ
願
之
通
被

仰
付
被
下
候
ハ
は
難
有
可
一
被
存
候
、
以
上

同

室
此

辛口E 角
代右兵
座衛衛

里門

坂
本
新
田
庄
屋

(
朱
筆
)
「
右
願
相
済
碑
名
相
建
候
事
」

地
主
伏
屋
長
左
衛
門
が
、
字
日
塚
白
芝
地
を
開
発
し
下
畑
と
し
て
高
請
け
し
た
が
、
士

地
に
高
低
が
あ
り
安
永
五
年
に
地
均
し
を
た
し
と
こ
ろ
、
大
き
な
石
が
あ
り
、
そ
れ
を

引
き
出
す
と
、
朽
ち
果
て
た
人
骨
と
太
万
が
出
て
き
た
と
い
う
由
で
あ
る
。
そ
こ
で
地

主
伏
屋
長
左
衛
門
は
、

一
橋
領
知
府
中
役
所
に
対
し
、
字
目
塚
と
い
う
白
は
古
代
の
目

(
さ
か
ん
)
白
古
墳
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
が
、
先
年
は
何
も
知

ら
な
か
ず
に
開
発
し
高
請
し
て
し
ま
っ
た
と
報
告
、
さ
ら
に
、
遺
物
は
畑
白
東
隅
へ
埋

坐
一
民
し
、
ま
た
掘
り
出
し
た
大
石
(
六

O
阻
×
四
五
四
程
度
)
に
「
目
塚
」
と
彫
っ
て

畑
の
じ
ゃ
ま
に
な
ら
な
い
よ
う
に
建
て
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
が
、
こ
申
文
書
回
目
内

容
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
目
塚
は
、

一
九
九
三
年
に
和
泉
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
、
直
径
一
七
メ
ー
ト
ル
前
後
白
円
墳
で
、
六
世
紀
末
頃
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
判
明
、
同
時
に
横
穴
式
石
室
や
万
・
装
身
具
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
(
『
信
太

干
塚

目
塚
古
墳
和
泉
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
4

』
和
墨
巾
教
曹
委
員
会
、

一
九
九
四
年
三
な
お
、
「
目
塚
」
と
彫
っ
た
大
石
も
、

お
り
、
「
目
塚
之
碑
」
み
幻
影
臨
耕
一
ニ
月
」
と
見
え
る
(
幅
四
九
四
×
縦
五
七
岨
×
奥
三

一
部
破
損
し
つ
つ
も
現
存
し
て

七
岨
)
。
な
お
寛
政
八
年
(
一
七
九
六
)
白
『
和
泉
名
所
図
会
』
巻
之
三
に
は
、
次
回

よ
う
に
あ
る
。

目t
b 
ん

塚Z

i今 詳 坂iみ に 本
書へせ新

と かず す田
いと、に
ふなむあ
碑tんかり
銘:、し
を土".何
万 人 石9人
町 固め棺宇田
村 塚 白N 塚Z
伏と如な
霊称きる

しもか
建てM 白只さ
る眼E品目A
、病Eり のん
木を'し官
生祈2が名
~ z 、ま
議正田た品
す験I畑:芋

あレに， ' 
り埋t姓
、れv 氏

近てを

こ
の
伏
屋
氏
の
建
て
た
「
碑
銘
」
こ
そ
が
こ
の
碑
な
の
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
目
塚
町

「
目
」
と
い
う
字
に
か
こ
つ
け
て
、
限
病
に
利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
目
塚

が
発
見
さ
れ
碑
が
建
て
ら
れ
て
以
降
約
-
一

O
年
以
内
白
う
ち
に
、
民
衆
に
急
速
に
広
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
新
た
な
「
名
所
」
が
結
果
的
に
創
造
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

報
告
書
に
よ
れ
ば
古
墳
の
周
辺
に
砂
利
が
敷
き
詰
め
ら
れ
詞
と
思
し
き
小
建
物
自
住
穴

も
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
以
上
に
つ
い
て
は
白
石
耕
治
「
目
塚
古
墳
と
石
碑
」
(
市
史

だ
よ
り

9
、
広
報
い
ず
み
四
九
四
、
一
一

0
0
0年
二
月
)
が
詳
し
い
。

(
勾
)
当
該
地
域
で
は
、
入
用
割
目
こ
と
を
「
支
配
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
「
支
配
」
に
は
そ

う
し
た
年
貢
負
担
入
用
割
の
単
位
と
い
う
意
昧
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
請
負
人
と
し
て
得
た
権
利
に
本
源
を
も
っ
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

(
剖
)
宝
永
七
年
(
一
七
一

O
)
一
二
月
「
泉
州
泉
郡
下
条
郷
池
浦
村
・
富
村
・
長
井
村
・
辻

村
・
穴
田
村
・
虫
取
村
六
ケ
村
と
同
国
同
郡
府
中
村
水
論
為
検
使
、
桜
井
孫
某
衛
手
代

沢
茂
作
・
辻
弥
五
左
衛
門
手
代
山
本
浅
野
右
衛
門
差
遣
、
遂
札
明
裁
許
申
渡
候
覚
」
[
泉
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井
上
神
社
文
書
お
]
(
『
旧
和
泉
郡
黒
鳥
村
関
係
古
文
書
調
査
報
告
書
』
和
泉
市
教
育
委

員
会
、

(
お
)
朝
尾
前
掲
論
文
。

一
九
九
五
年
三
月
三

(
鉛
〉
[
高
橋
由
雄
氏
所
蔵
文
書
・
大
鈎
|
ω
]

な
ど
。

(
幻
)
幕
末
期
に
は
、
坂
本
新
国
自
抱
百
姓
が
、
周
辺
村
白
田
畑
を
所
持
す
る
こ
と
も
確
認
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
安
政
六
年
(
一
八
五
九
)
に
坂
本
新
田
宇
八
が
、
坂
本
村
安
右
衛
門

所
持
の
団
地
(
中
田
二
反
二
畝
九
歩
・
高
二
石
六
斗
八
升
二
一
合
)
を
銀
六
二
五
匁
で
売

得
し
て
い
る
[
赤
松
・
引
出
3

|
伺]。

(
お
)
前
掲
拙
稿
。

(
却
)
事
実
、
宝
暦
三
年
(
一
七
五
三
)
五
月
の
「
明
細
書
上
帳
」
(
『
和
泉
市
史
』
②
)
に
お

い
て
、
検
地
帳
(
延
宝
五
年
検
地
帳
、
宝
永
二
年
・
宝
永
七
年
・
享
保
元
年
・
享
保
三

年
の
各
改
帳
〈
新
規
開
発
分
)
と
見
取
帳
)
に
つ
い
て
は
、
「
前
々

S
庄
屋
茂
兵
衛
方

ニ
預
り
居
申
候
」
と
あ
り
、
享
保
二
一
一
年
に
お
け
る
取
り
決
め
が
、
そ
の
後
も
効
力
を

発
揮
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
「
地
主
」
で
は
な
く
下
代
庄
屋
(
後
述
)
が
管
理
し
て

い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

(
叩
〉
貞
享
元
年
(
一
六
八
四
)
の
差
出
帳
は
、
弥
兵
衛
分
の
み
の
高
を
記
し
て
お
り
、
ま
た

署
名
も
「
庄
屋
弥
五
郎
」
(
弥
兵
衛
)
と
「
年
寄
次
左
衛
門
」
(
源
左
衛
門
白
誤
カ
)
し

か
さ
れ
ず
、
寺
田
喜
左
衛
門
白
名
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
池
に
つ
い
て
も
、
弥
兵
衛
が

関
わ
る
池
由
み
を
書
き
上
げ
、
喜
左
衛
門
所
持
白
池
に
つ
い
て
は
示
し
て
い
な
い
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
差
出
帳
は
、
弥
兵
衛
方
の
み
の
内
容
記
述
で
あ
る
と
判
断
で
き

る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
人
数
も
弥
兵
衛
分
に
お
け
る
数
字
で
あ
り
、
新
回
全
体
と
し

て
は
お
そ
ら
く
こ
の
倍
程
度
は
存
在
し
た
も
白
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
一

O

軒
に
満
た
な
い
の
で
あ
る
。

(
担
)
こ
白
う
ち
2
利
右
衛
門
は
、
伏
屋
家
田
代
庄
屋
で
、
か
っ
そ
の
檀
那
寺
は
池
田
下
村
明

王
院
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
由
明
王
院
は
、
人
別
帳
末
尾
の
檀
那
寺
連
防
に
見
ら

れ
な
い
寺
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
王
院
を
檀
那
寺
と
す
る
利
右
衛
門
が
坂
本
新
田
に
居

住
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
居
村
せ
ず
に
、
下
代
庄
屋
と
し
て
形
式
的
に
人
別
帳
に
載

せ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

(
招
)
か
と
い
っ
て
入
植
者
が
増
加
一
辺
倒
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
増
加
と
減
少
の
差
引

が
結
果
的
に
増
加
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
橋
領
知
で
は
、
天
明
期
に
領
知
内
の
人
口

調
査
を
行
っ
て
い
る
o

次
白
史
料
は
、
坂
本
新
回
目
指
出
で
あ
る
[
赤
松
・
箱
l
l
m
]。

覚

御
領
知
御
初
年
延
享
四
年
之
頃

-94-

泉
州
泉
郡
山
方
組
之
内

一
、
惣
家
数
拾
九
軒

坂
本
新
田

内五
軒

]
午
迄
絶
株

内
壱
軒

他
所
へ
引
越

四
軒

死
失
絶

欠
落
無
御
座
候

残
而
拾
四
軒

又

ハ、
軒

内
六
軒

分
家
増

弐
軒

他
所

E
引
越
増

合
家
数
弐
拾
弐
軒

当
時
家
数



差
引
三
軒
増

御
領
知
御
初
年
延
享
四
年
之
頃

一

、

惣

人

別

九

拾

七

人

当
午
春

一
、
惣
人
別

一
月

九
拾
六
人

差
引
壱
人
減

右
御
尋
ニ
付
奉
書
上
候
処
、
相
違
無
御
座
候

内
一
乞
八
三
M

天
明
三
年
午

坂
本
新
田
庄
屋

弥

J¥ 

年
寄

i
q
 

j
p
 

川
口
御
役
所

一
八
世
紀
後
半
の
増
加
の
理
由
が
分
家
白
派
生
に
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
が
、
同
時
に

減
少
も
見
ら
れ
る
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
「
欠
落
無
御
座
候
」
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
、
実
際
に
は
こ
自
問
に
欠
落
も
三
件
ほ
ど
見
ら
れ
る

[
赤
松
・
箱

1
m
i
m
-
μ
・
お
な
ど
]
。
ま
た
、
時
期
は
前
後
す
る
が
、
作
右
衛
門

は
、
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
欠
落
後
、
大
坂
島
之
内
卜
半
町
に
借
家
住
し
、
日
用
業

に
携
わ
っ
て
い
た
が
三
年
後
に
帰
村
し
て
い
る
[
赤
松
・
箱

1
m
ω
]。
日
用
が
、

ま
さ
に
百
姓
の
一
時
的
に
と
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
例
と
し
て
興
味
深
い
が
、

逆
に
こ
う
し
た
点
に
、
新
田
に
お
け
る
農
業
経
営
由
困
難
性
を
み
て
と
れ
る
。

(
お
)
註
l
所
収
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
山
崎
圭
「
近
世
村
落
田
内
部
集
団
と
村
落
構
造

L信
州

に
お
け
る
本
百
姓
・
抱
関
係
自
分
析
を
通
じ
て

l
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
六
七
O
、

九

九
五
年
四
月
)
の
批
判
が
あ
る
。
山
崎
圭
氏
自
近
稿
で
は
、
こ
白
点
を
尊
重
し
つ
つ
、

そ
の
上
で
、
大
石
氏
が
、
「
権
利
を
独
占
す
る
本
百
姓
と
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
抱

百
姓
と
い
う
よ
う
に
、
対
立
す
る
二
大
身
分
に
よ
っ
て
村
落
が
構
成
さ
れ
て
い
た
L

と

し
て
い
る
点
を
批
判
し
、
大
石
氏
と
同
じ
五
郎
兵
衛
新
田
村
を
分
析
し
、
次
の
点
在
明

ら
か
に
し
た
。
①
近
世
前
期
に
お
い
て
本
百
姓
名
前
は
、
本
百
姓
と
抱
百
姓
に
ま
た
が

る
同
族
的
集
団
(
一
族
・
親
類
)
、
つ
ま
り
〈
本
百
姓
・
抱
〉
集
団
の
共
同
所
有
で
あ

り
、
本
百
姓
・
抱
百
姓
一
般
白
身
分
的
差
異
で
は
な
い
、
②
と
こ
ろ
が
一
八
世
紀
後
半

以
降
に
は
、
階
層
分
解
の
進
行
に
伴
い
、
本
百
姓
名
前
が
物
権
化
す
る
な
ど
、
階
層
的

な
構
成
へ
と
変
化
し
た
。
③
本
百
姓
は
、
当
初
役
賦
課
の
単
位
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い

た
が
、
高
割
重
視
と
な
り
領
主
側
目
関
心
が
薄
れ
て
も
、
な
お
村
落
内
の
運
営
・
権
利

と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
、
④
さ
ら
に
村
落
運
営
と
い
う
政
治
的
側
面
に
お
い
て
は
、
同

族
単
位
か
ら
階
層
重
視
へ
と
展
開
し
た
。
こ
う
し
た
視
点
に
よ
り
、
本
百
姓
抱
百
姓

白
関
係
を
、
同
族
・
村
落
運
営
と
い
っ
た
村
落
構
造
白
実
態
目
深
み
に
お
い
て
、
か
つ

段
階
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
点
で
、
参
考
と
す
べ
き
理
解
で
あ
る
。

(
刷
出
)
例
え
ば
、
伏
屋
新
田
で
は
「
下
百
姓
」
、
タ
雲
闘
で
は
、
「
下
作
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

(
前
掲
朝
尾
議
文
)
。

(
お
)
第
一
章
註
で
述
べ
た
測
も
、
抱
百
姓
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
。[

赤
松
・
箱

Im--

(
奥
裏
書
)
「
一
札
之
書
入
」

引
請
一
札
之
事

一
、
此
度
濃
州
石
津
郡
下
一
色
村
直
七
と
拾
人
組
ニ
而
、
業
ニ
国
々
え
罷
出
申
候
処
、

然
ル
所
当
村
茂
平
殿
方
へ
留
捌
堀
普
請
受
取
鋤
仕
候
処
、
私
共
仲
間
中
、
右
之
直
七

と
申
者
壱
人
八
月
十
二
日

E
病
気
ニ
取
合
候
欺
、
組
中
拾
人
之
輔
共
取
掛
り
、
府
中

竹
田
元
養
と
申
医
師

F

一
見
せ
服
費
量
養
生
、
組
申
請
九
人
之
曾
-
一
介
抱

-95ー



仕
候
得
共
、
養
生
不
相
叶
、
八
月
十
三
日

5
病
死
仕
候
、
然
ル
上
ハ
、
此
死
之
儀
ニ

付
国
本

E
一
言
之
違
乱
申
出
候
者
毛
頭
無
御
座
候
事
故
、
御
葬
さ
せ
被
下
御
願
よ
候
、

万
一
何
レ

E
何
欺
申
出
候
者
有
之
候
ハ
ミ
中
間
中
銘
々
罷
出
、
急
度
引
請
、
御
当

村
ヘ
ハ
一
言
之
違
乱
申
掛
り
さ
せ
間
敷
候
、
調
又
当
御
公
儀
犠
E
此
段
御
告
も
有
之

候
ハ
¥
早
速
組
中
引
請
罷
出
御
申
披
可
仕
候
、
御
当
村
ヘ
ハ
少
も
御
難
儀
相
掛
り

申
問
敷
候
、
為
後
日
引
受
一
札
、
伺
而
如
件

門
罫
州
桑
名
郡
御
衣
野
ロ
巴

九
人
之
組

勘
蔵
(
爪
印
〉

坂
本
新
田
村

庄
屋
金
左
衛
門
様

伊
勢
・
美
濃
両
国
白
黒
鍬
が
、

一
O
人
の
中
間
(
組
)
と
し
て
坂
本
新
回
に
出
稼
ぎ
に

来
村
、
茂
兵
衛
に
依
頼
さ
れ
て
「
留
淵
」
を
掘
っ
て
い
る
。
こ
由
一
札
は
、
黒
鍬
の
う

ち
白
一
人
美
濃
由
直
七
が
病
死
し
た
白
に
伴
い
、
当
地
で
埋
葬
す
る
こ
と
、
か
つ
後
日

ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
な
い
よ
う
に
残
り
目
黒
鍬
が
引
き
請
け
る
こ
と
を
庄
屋
金
左
衛
門
に

差
し
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
爪
印
が
あ
り
、
全
体
に
た
ど
た
ど
し
い
字
で
記
さ
れ
て
い

る
の
が
、
生
々
し
い
。
金
左
衛
門
と
あ
る
か
ら
、
天
明
八
年
(
一
七
八
八
〉
以
降
白
も

の
で
あ
る
。
①
伊
勢
桑
名
郡
・
美
議
石
津
郡
と
い
う
揖
斐
川
最
下
流
域
自
隣
り
合
う
地

域
で
、
国
単
位
を
超
え
た
横
断
的
な
黒
鍬
の
組
の
形
成
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
そ
の
黒

鍬
「
中
間
」
が
国
々
・
畿
内
に
出
稼
ぎ
に
き
て
い
る
こ
と
、
③
そ
白
場
合
、

一O
人
が

一
組
と
な
っ
て
、
土
木
労
働
に
携
わ
り
、
「
受
取
働
」
す
な
わ
ち
日
用
稼
を
お
こ
な
っ

て
い
た
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
そ
の
黒
鍬
の
雇
用
主
が
、

「
地
主
」
で
は
な
く
、
茂
兵
衛
(
伏
屋
長
左
衛
門
抱
百
姓
)
で
あ
る
点
に
留
意
さ
れ
た

ぃ
。
溜
測
を
築
造
す
る
白
は
、
実
際
耕
作
を
行
っ
て
い
る
百
姓
で
あ
り
、
抱
百
姓
で
も

そ
れ
だ
け
の
経
営
基
盤
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
村
内
随
所
に
点
在

し
て
い
た
溜
測
は
、
こ
う
し
た
小
経
営
の
所
産
な
白
で
あ
る
。

(
お
)
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
関
係
性
に
は
、
時
期
的
に
若
干
の
変
化
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

人
別
帳
白
表
記
を
み
る
と
、
図
表
⑦

a
宝
暦
一
二
年
で
は
、
伏
屋
抱
・
赤
松
抱
の
順
と

な
っ
て
お
り
、
開
発
人
・
「
地
主
」
と
抱
と
白
関
係
を
よ
り
重
視
し
た
記
載
方
法
で
あ
っ

た
が
、
図
表
⑦
b
文
政
期
に
な
る
と
、
宗
派
別
に
帳
簿
を
作
成
し
、
三
冊
を
合
冊
し
て

一
年
分
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ど
ち
ら
の
「
抱
」
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
る
も
の
の
、

そ
の
順
番
は
無
関
係
と
な
っ
て
い
く
。
近
世
後
期
に
は
抱
百
姓
由
形
式
だ
け
が
残
り
、

外
皮
化
が
い
っ
そ
う
進
展
す
る
白
で
あ
る
。

(
訂
)

一
六
町
と
い
う
数
字
は
聞
き
取
り
に
よ
る
も
の
で
、
確
認
を
要
す
る
。
ち
な
み
に
近
世

後
期
の
赤
松
家
の
村
内
所
持
高
に
は
変
化
が
な
い
も
の
の
、
奉
公
人
は
、
天
保
三
年

ρ
0
 

(
二
ハ
三
三
)
男
一
人
、
天
保
一
二
年
で
下
女
二
人
で
あ
っ
た
の
が
、
嘉
永
五
年
(
一
八

五
二
)
に
下
男
四
人
・
下
女
三
人
の
計
七
人
と
、

一
挙
に
増
加
し
て
い
る
点
が
注
目
さ

れ
る
。

(
柏
崎
)
六
人
と
な
っ
た
白
は
、

一
九
三
六
年
か
ら
で
あ
る
。
[
東
阪
本
六
人
衆
所
有
文
書
・
日
]

の
、
「
昭
和
拾
壱
年
旧
正
月
七
日
、
改
メ
座
老
六
人
相
成
候
也
」
と
い
う
記
述
に
よ
る
。

(
鈎
)
拙
稿
「
小
田
の
座
に
つ
い
て
」
(
『
市
大
日
本
史
』
一
、

一
九
九
八
年
五
月
)

(
伺
)
清
三
郎
家
が
座
か
ら
排
除
さ
れ
る
に
至
る
直
接
的
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
享
和
期
の
倹

約
時
に
、
清
三
郎
が
何
ら
か
白
反
対
を
行
い
、
そ
白
後
座
に
謝
り
を
入
れ
て
い
た
と
い

う
一
件
が
あ
る
[
赤
松
・
箱

1
1
6
1口
「
万
事
留
」
]
。
こ
の
一
件
が
、
排
除
さ
れ
た

理
由
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(

H

U

)

[

東
阪
本
大
師
講
所
有
文
書
]
。


